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はじめに 
 

１ 今期の研究活動について 
 

   監査役スタッフ研究会（以下、「当研究会」）は、従来より監査役スタッフ自らが、監査役スタ

ッフの果たすべき役割と監査手法等を研究し、その成果を発表することにより、スタッフ業務のレベ

ルアップ、ひいては、監査役（会）（以下、監査委員会、監査等委員会を含む）の監査の質の向上に資

することを目指してきた。 

 
 このような方針のもと、当研究会は、これまでに様々なテーマに取り組んできたが、本年は、平成

26 年 6 月に成立（平成 27 年 5 月 1 日施行）した改正会社法が監査役業務にどのような変化をもた

らすか、その影響について、平成 23 年に取りまとめたスタッフ業務マニュアル「監査役監査活

動とスタッフ業務」の見直しに向け、具体的にどのように監査役及び監査役スタッフ業務の見直

しをすべきかを検討し、考え方やポイントの整理を行った。 
 具体的な取組みテーマを設定するにあたり、監査役及び監査役スタッフにおいて、特に関心があり、

実務に関連がある内容として、（１）企業統治の在り方（①社外取締役・社外監査役の社外要件の厳

格化、②会計監査人の選解任に関する議案の内容の決定）、（２）企業集団の規律（①内部統制システ

ムに関する改正への対応、②多重代表訴訟制度創設への対応、③親子会社間の利益相反取引関連）、等

からポイントを抽出し、テーマを絞り込んだ。 
 

また、今後予想される実務上の留意点として、コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う上場

制度の見直し（東京証券取引所：コーポレート・ガバナンスに関する報告書（平成 27 年 6 月１日改

訂））、監査役監査基準の改定（日本監査役協会）等についても検討を加え、要点をコンパクトに記

載した。 
 

ご参考（当研究会の過去 5 年間の成果物） 

2010 年 「監査報告作成時における監査役監査の視点・着眼点の考察」： 

事業報告等監査、取締役の職務執行監査、内部統制システム監査および会計監査につ

いて取りまとめた。 

2011 年 「監査役監査活動とスタッフ業務」（通称：オレンジ本）： 

監査役の権限・義務を洗い出し、監査役監査活動・スタッフ業務について取りまとめ

た。 

2012 年 ①「監査調書のあり方」、②「非公開会社の監査役監査」、③「内部統制システムの監査」、

④「監査役スタッフに関するアンケート調査」： 

上記①～③のテーマ及びアンケート結果（836 社/1,003 名）を扱った。 

2013 年 「内部統制システムの監査 －期中における監査の方法を中心に－」： 

内部統制システム監査は特別な監査なのか、内部統制システムが適切に構築されＰＤ

ＣＡサイクルが着実に運用されているか、網羅的に確認できるのかを主な論点とし、

期中の監査活動を可能なかぎり洗い出し、内部統制システム監査との関係及び内部統

制システム監査のポイントについて検討を加えた。 

2014 年 「取締役の職務執行の監査」： 

取締役の権限と義務、取締役会の職務（会 362 条 2 項）、その他の留意点～「取締役

の職務」と「取締役の義務」について取りまとめ、検討を加えた。 
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２ 個別の研究４テーマについて 
 

具体的には、（１）企業統治の在り方として、「監査等委員会設置会社制度」の新設、「会計監査人の

選解任に関する議案の内容の決定」、（２）企業集団の規律に関連し、「内部統制システムに関する改正」

への対応、「親子会社間の利益相反取引関連」の 4 テーマに絞り、研究を行った。 
報告書については、各社が各社の実情に応じてカスタマイズし、実務の参考としていただきたい。 
 

第１部 監査等委員会設置会社制度の新設について 
 「監査等委員会設置会社制度の新設について」の研究においては、既に監査等委員会設置会社への

移行を決定した会社のスタッフのみならず、今後移行を検討する会社や指名委員会等設置会社のスタ

ッフの方々にも実務上の参考となる成果物の提供を最終目標に研究を行った。今般、研究期間中に収

集可能な情報に基づき、「監査等委員会設置会社の概要と特徴」、「監査等委員の監査活動とスタッフ業

務」の構成で本報告書に掲載した。 

 

第２部 会計監査人の選任・解任等の議案決定権行使に伴う監査役の実務対

応と監査役スタッフ業務の留意点 
 改正会社法の施行により、「会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないこと」に関す

る議案決定権が取締役（会）から監査役（会）に移行されたことにより、その議案を決定した理由等

を株主総会参考書類に、報酬に同意した理由を事業報告に記載すること等が求められることになった。  
 監査役（会）に会計監査人の選任・解任等の議案決定権が付与されたことによって、具体的な監査

役（会）実務の内容がどのように変わるのかについて様々な議論がある中、「会計監査人の選任・解任

等の議案の決定権行使に伴う監査役と監査役スタッフ業務の留意点」の研究においては、選任・解任

等の決定権の適切な行使のため、会計監査人の評価、及び再任・不再任の手続、選・解任の手続等に

ついて考察を行った。 
 

第３部 内部統制システムに関する改正について 
 「内部統制システムに関する改正について」の研究においては、今回の法令の改正内容の概要を確

認し、改正と並行して各社がどのような対応を取ることとしたのか、当研究会及び日本監査役協会本

部監査役スタッフ実務部会に属する監査役スタッフを対象にアンケートを実施し計 56 社より回答を

得た。このアンケートを集計・分析し、アンケート実施時点で改定草案が公表された「監査役監査基

準」及び「内部統制システムに係る監査基準」の各関連事項に係る論点に絡め考察を行った。 
 
第４部 親会社等との取引 
 「親子会社間の利益相反取引」において、子会社の少数株主等を保護するための情報開示という改

正会社法のポイントについて検討し、監査役監査の視点・着眼点、上場子会社と非上場子会社におけ

る監査役監査の相違点等を確認した。 
 
凡例 
 主な関連法令については、以下の略称表示を採用している。 
   

正式名称 法令等略称 

会社法 会○条○項○号 
（※条文表示は以下同じ） 

会社法施行規則 施規 
会社計算規則 計規 
金融商品取引法 金商法 
監査役監査基準 監査役監査基準 
監査役監査実施要領 実施要領 
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第１部 監査等委員会設置会社制度の新設について 
改正法では社外取締役を、取締役会の監督機能を強化することでより一層活用すべく、既存

の監査役（会）設置会社や委員会設置会社（「指名委員会等設置会社」に名称変更）とは異なる

中間的な機関設計として、監査等委員会設置会社制度が導入された。 

 

第１章 監査等委員会設置会社の概要と特徴 

 第 1 節  監査等委員会設置会社の概要1 

１．総論 

 監査等委員会設置会社では、監査等委員会は取締役会の組織であり、取締役である監査等 

委員から構成され、監査等委員会が組織的に監査を行うところが特徴である。また、監査等 

委員は取締役であり、取締役会での議決権を有する。 

  

   また、委員会設置会社（指名委員会等設置会社）と比較した場合、監査等委員会設置会社 

  では、従来の監査委員会設置会社と比べ、指名委員会、報酬委員会を不要とするもので、人 

  事や報酬が各委員会で決定されることがなく経営者の抵抗感が少ないため導入のハードルが 

 低くなっている。 

 

  一方、監査役設置会社は、少なくとも 2 名の社外監査役に加えて社外取締役を選任するこ 

とに重複感、負担感があり、委員会設置会社については、指名・報酬・監査の 3 委員会を置 

かなければならない。特に指名委員会を置くことに対する経営者の抵抗感から、制度を導入 

する会社は少数にとどまっている。 

 

 監査等委員である取締役の任期は 2 年、監査等委員ではない取締役の任期は 1 年（会 332 

条 1 項、3 項）、監査等委員会の監査権限は、適法性監査だけではなく、妥当性監査にも及ぶ。 

 

 監査等委員の職務は、委員会の決議に従わなければならず、各委員の調査権限も委員会の 

定めた範囲内でしか認められない。（会 405 条 4 項） 

同様に、常勤の監査等委員を設けることは不要とされ、監査役のように単独の調査権はない。 

（会 399 条の 3） 

 

２．監査等委員会設置会社の内容2 

(１) 主な内容 

①  監査等委員会設置会社は、取締役会及び会計監査人を置かなければならない。一方、

監査役を置いてはならない（会 327 条 1 項 3 号、4 項、5 項）。 

② 監査等委員である取締役は、それ以外の取締役とは区別して、株主総会の決議によっ 

て選任する。  

また、その報酬等も、それ以外の取締役の報酬等とは区別して、定款又は株主総会の決

議によって定める（会 329 条 2 項、361 条 2 項）。 

③ 監査等委員会は、監査等委員 3 名以上で組織され、監査等委員は、取締役でなければ 

ならず、かつ、その過半数は、社外取締役でなければならない。 

なお、常勤の監査等委員を置くことは義務付けられていない（会 331 条 6 項）。 

④ 監査等委員である取締役の任期は 2 年（短縮不可）であるのに対して、それ以外の取 

締役の任期は 1 年である（会 332 条 3 項、4 項）。 

                              
1 太田洋・髙木弘明『平成 26 年 会社法改正と実務対応 改訂版』商事法務、2015 年、46 頁－75 頁。 
2 浜辺陽一郎『平成 26 年改正対応 図解新会社法の仕組み 第 3 版』東洋経済新報社、2015 年、52 頁－57 頁。 
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⑤ 監査等委員会は、監査等委員である取締役の選任に関する議案の提出について同意権 

を持つ（344 条の 2 第 1 項）。 

また、監査等委員である取締役は、監査等委員である取締役の選任等に関して意見を述

べることができる。監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の

取締役の選任等について、監査等委員会の意見を述べることができる（会 342 条の 2 第

1 項、4 項）。 

⑥ 各監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を 

述べることができる。また、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監

査等委員である取締役以外の報酬等について、監査等委員会の意見を述べることができる（会

361 条 5 項、6 項）。 

⑦ 取締役（監査等委員である取締役を除く）との利益相反取引において、監査等委員会が事 

前に承認した場合には、取締役の任務懈怠の推定規定（会 423 条 3 項）を適用しない（会 423

条 4 項）。 

⑧ 監査等委員会設置会社の業務を執行するのは、代表取締役又は業務執行取締役（会 363 

条 1 項各号）であり、執行役は置かない（会 399 条の 13 第 3 項）。 

⑨ 監査等委員会設置会社の取締役会は、会社法 362 条 4 項各号に掲げる事項その他の重要な 

業務執行の決定を取締役に委任することができない。 

⑩ ⑨にかかわらず、監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合には、 

当該監査等委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、重要な業務執行の決定を取締

役に委任することができる。 

⑪ ⑨及び⑩にかかわらず、重要な業務執行の全部又は一部の決定を取締役に委任することが

できる旨を定款で定めることができる（会 399 条の 13 第 4 項、5 項、6 項）。 

 

(２) 監査等委員会設置会社の特徴 

① 監査等委員となる取締役の地位 

 ・独立性確保の必要性から、解任について株主総会の特別決議が必要。 

② 監査等委員会設置会社の取締役の任期 

・監査等委員である取締役の任期は 2 年（選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち 

 最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで）で、短縮することはできない。  

・監査等委員以外の取締役の任期は 1 年。 

③ 業務意思決定の迅速化 

 ・監査等委員会設置会社では、取締役の過半数を社外取締役とするか、定款に定めた 

  場合は、取締役会の権限を取締役に大幅に委任する選択肢を設けている。 

④ 利益相反取引に関する監査等委員会の事前承認 

 ・取締役の任務懈怠の推定を排除。 

⑤ 監査等委員会の妥当性監査 

 ・監査役監査の権限は、原則として適法性監査に止まることになっているが、監査等 

 委員会の監査権限は妥当性監査にまで及ぶ。 

⑥ 内部統制システムを活用した監査 

 ・常勤の監査等委員は義務付けられておらず、業務の適正を確保する体制（内部統制 

  システム）を活用した監査を実施。 

  ・指名委員会等設置会社に近い取扱い。 

 

３．監査等委員会設置会社への移行 

   上場会社である監査役会設置会社では、会社法上 2 名以上の社外監査役を選任する必要が 

  あり、また証券取引所の規則上 1 名以上の独立社外取締役を選任することが努力義務とされ 

  ており、原則として 3 名以上の社外役員を選任する必要がある。また、改正法では、社外取 

  締役を 1 名も置いていない上場会社には、「社外取締役を置くことが相当でない理由」につ 

  いて、株主総会での説明義務や事業報告・株主総会参考書類への記載義務が課せられること 
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  になる。 

   監査等委員会に移行した場合、社外役員が最低 2 名の社外取締役で足り、かつ「社外取締 

  役を置くことが相当でない理由」の株主総会での説明や事業報告・株主総会参考書類への記 

  載の問題も回避することが可能となる。 

   また、監査等委員の任期が 2 年であることは人事の機動性の観点から評価されることにな 

  る。 

監査等委員会設置会社となったことは登記事項とされている。（会 911 条 3 項 22 号） 

 

４．監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する場合のメリット等 

監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社の相互に機関設計の優

劣はないが、現在の投資家から見た場合、ガバナンスの評価（企業経営の透明性など）に濃

淡が生じるであろう。以下、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行した場合の

メリット等を記載する3。 

 

 （１）企業統治から見たメリット 

   １）ガバナンスの強化が期待できる 

監査役（会）は、代表取締役をはじめとする業務執行者の選定及び解職の権限を有して

おらず、また、取締役会の決議における議決権を有していないことから、その監督機能の

強化には限界があるとの指摘があるが、監査等委員会の場合には、業務執行者を含む取締

役の人事（指名及び報酬）に関する株主総会における意見陳述権を有していることなど、

業務執行者へ監督権限がある。 

また、監査等委員会の過半数を社外取締役が占めており、業務執行者から独立した立場

で監督をする立場にあることから、この面でガバナンスの強化が期待できるものとされる。 

 

   ２）機動的な経営が可能になる 

 取締役の過半数が社外取締役である場合又は定款で定めた場合には、取締役会は、その

決議によって、一定の事項を除き、重要な業務執行の決定を取締役に委任することが可能

となるため、取締役会は、その意思決定権限の多くを代表取締役に権限委譲することがで

きる。 

 社外取締役又は社外監査役が選任されている場合には、取締役会を招集して開催するま

でに一定の期間を要することが想定され、スピード経営が阻害されるとの指摘もあったが、

監査等委員会設置会社に移行する定款変更とあわせ代表取締役への権限委譲を認める定

款変更を行うことにより、機動的な経営が可能になる。 

 

   ３）社外監査役を社外取締役として選任できる場合がある 

 監査役会設置会社の場合、社外監査役を2 名以上選任する必要があるが、昨今の取引

所の上場規則等により、社外監査役に追加して社外取締役を選任することになると、

社外役員として適切な人材を探すことの困難に加えて人件費等も追加的に発生するこ

とになる。 

他方で、監査等委員会設置会社では、監査役（会）は設置されないため、従前社外

監査役として選任されてきた者を社外取締役として選任することが考えられる。 

もっとも、監査役と監査等委員とでは監査の対象及び監査方法等に差異が存在するた

め、横滑り的に監査等委員に選任することが適切かどうかは慎重に検討する必要があ

る。  

 

（２）株主・投資家との関係におけるメリット 

    １）株主代表訴訟等のリスク低減につながる 

                              
3 破線内は、高橋均「会社法・法務省令改正と監査実務対応及び期末監査の実践」日本監査役協会研修会資料、

2015 年 3 月、高野哲也「会社法改正に伴う監査等委員会設置会社への移行について」インデックスホットプレ

ス（第 39 回）、2015 年 2 月 9 日。 
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  監査等委員である取締役以外の取締役と会社との利益相反取引について、監査等委員

会の承認を受けた時は、取締役の任務懈怠を推定する規定は適用されないこととされて

いる。 

そのため、取締役が利益相反取引を行い、これにより会社に損害が生じた場合において、   

株主代表訴訟等により当該利益相反取引における過失の有無が争われたとしても、過失の

存在にかかる立証責任が転嫁されるため、取締役の責任が認められるリスクは軽減される

ことになる。 

 

    ２）海外機関投資家からの評価が得られやすい 

指名委員会及び報酬委員会を設置せずに監査委員会のみを設置する機関設計は新興国

においても広がっており、海外機関投資家にとっても比較的馴染みやすい制度といえる。 

 また、Institutional Shareholder Services Inc.（ISS）が制定しているISS 議決権

行使助言方針（ポリシー）においても、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ

の移行（定款変更議案）は、原則として賛成を推奨することとされている。ただし、監

査等委員である社外取締役がISS の独立性基準を満たさない場合、反対を推奨される。 

 

（３）証券取引所との関係 

  １）今後の取引所等のルール改定への対応 

   東京証券取引所では、「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会 

 議」（座長 池尾和人 慶応義塾大学経済学部教授）が取りまとめた「コーポレートガ 

 バナンス・コード原案」（2015年3月5日公表）を受けて、「コーポレートガバナンス・  

 コード」を取引所の有価証券上場規程の別添として定めるとともに、関連する上場制 

 度の整備を行った。 

 コーポレートガバナンス・コード及び改正後の有価証券上場規程等は、本年6月1日か 

 ら適用され、コーポレート・ガバナンス報告書への記載が求められる。 

  コーポレートガバナンス・コードでは、｢独立社外取締役は会社の持続的な成長 

 と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすべきであり、上場 

 会社はそのような資質を十分に備えた独立社外取締役を少なくとも2名以上選任すべ 

 きである。また、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的 

 に勘案して、自主的な判断により、少なくとも3分の1以上の独立社外取締役を選任す 

 ることが必要と考える上場会社は、上記にかかわらず、そのための取組み方針を開示 

 すべきである｣との提案がされている。 

そのため、上記の内容のとおり、複数の独立社外取締役の選任が求められることと

なった場合の一つの対応策として、監査等委員会設置会社に移行したうえで、独立し

た 社外取締役を選任することが考えられる。 

 

最後に監査等委員会設置会社制度は、コーポレート・ガバナンスの強化を目的とし

て創設された制度であり、機動的な経営及び株主代表訴訟等のリスク軽減等にも資す

るものであって、専門家からの評価も高い。 

 

 

 

 

 
５．監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する場合の留意点等 
 

  具体的な設計によっては、現状よりも監督と監査に関するガバナンス機能が低下する（又

は監督と監査に関するガバナンスが低下するおそれがあると投資家等から評価される）おそ

れがある。 
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   監査等委員会設置会社への移行に対する危惧として、次のような指摘がある4。 

  （１）社外取締役が少なくてよいというのは、社内常識優先、有事になっても有事と気づ    

かない経営環境がそのまま維持される可能性が高く、人事政策や人件費の問題をメリッ    

トとして取り上げることは、裏を返せば、そもそも監査機能に瑕瑾が生じ、監督機能の

軽視となる。 

  （２）監査等委員会設置会社に「取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部又は 

    一部を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができる」（会 399 条の 13・ 

    第 6 項）という「スピード経営の実現」のための特権が与えられ、監査等委員会の承認 

    によって、利益相反取引の承認決議に賛成した取締役の任務懈怠の推定規定を排除でき 

    る（会 423 条 4 項）という「リーガルリスクの低減」といったメリットを享受できると 

    いう制度になっている。 

  （３）スピード経営の実現は社長の暴走を許すことになり、任務懈怠の推定排除は、責任 

    逃れのためのアリバイ工作にも活用できることになる。 

 

第２節  監査等委員会設置会社の義務と権限、留意点（監査役（会）・指

名委員会との対比） 

１．監査役会、指名委員会及び監査等委員会の比較 

 監査役会、監査委員会（指名委員会等設置会社）及び監査等委員会の比較 
 監査役会 

（監査役会 

設置会社） 

監査委員会 

（指名委員会等 

設置会社） 

監査等委員会 

（監査等委員会 

設置会社） 

目的 取締役・会計参与の職務

執行を監査 

取締役・会計参与・執行

役の職務執行を監査 

取締役・会計参与の職務

執行を監査 

監査対象 原則、適法性監査 

のみ 

適法性監査＋妥当性監

査 

適法性監査＋妥当性監

査 

構成員 監査役 取締役 監査等委員たる取締役 

員数 3 人以上 3 人以上 3 人以上 

構成員の 

選任方法 

株主総会で直接選任 取締役会で選任 株主総会で直接選任 

構成 社外監査役が半数以上 社外取締役が過半数 社外取締役が過半数 

常勤者の要否 必要 不要 不要 

任期 4 年（選任後 4 年以内に

終了する事業年度のう

ち、最終のものに関する

定時株主総会の終結の

時まで） 

＊公開会社でない場合

は選任後 10 年以内 

1 年（選任後 1 年以内に

終了する事業年度のう

ち、最終のものに関する

定時株主総会の終結の

時まで） 

2 年（選任後 2 年以内に

終了する事業年度のう

ち、最終のものに関する

定時株主総会の終結の

時まで） 

解任 株主総会の特別決議 株主総会の普通決議 株主総会の特別決議 

兼任制限 会社・子会社の取締役も

しくは支配人その他の

使用人、又は子会社の会

計参与もしくは執行役

を兼ねることは不可 

会社・子会社の執行役、

業務執行取締役もしく

は支配人その他の使用

人、又は子会社の会計参

与もしくは支配人その

会社・子会社の業務執行

取締役もしくは支配人

その他の使用人、又は子

会社の会計参与もしく

は執行役を兼ねること

                              
4 山口利昭『ビジネス法務の部屋から見た会社法改正のグレーゾーン』レクシスネクシス・ジャパン、2014 年、

138 頁。 
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他の使用人を兼ねるこ

とは不可（改正会社法

400 条 4 項、及び 331 条

3 項参照） 

 

は不可 

会計監査人の 

選解任・不再任 

についての権限 

議案の内容の決定権 

（改正前は同意権） 

議案の内容の決定権 議案の内容の決定権 

会計監査人の 

報酬に関する 

権限 

議案に対する同意権 議案に対する同意権 議案に対する同意権 

取締役等に対す

る報告請求権、

業務等調査権、 

子会社調査権 

各監査役の権限（独任

制） 

監査委員会が選定する

監査委員の権限 

監査等委員会が選定す

る監査等委員の権限 

取締役等の違法

行為差止請求権 

各監査役の権限 各監査委員の権限 各監査等委員の権限 

取締役会の招集 

請求権・招集権 

各監査役の権限 監査委員会が選定する

監査委員の権限（その他

取締役・執行役も権限あ

り） 

監査等委員会が選定す

る監査等委員の権限（そ

の他取締役も権限あり）

取締役会に対す

る報告義務 

各監査役の義務 各監査委員の義務 各監査等委員の義務 

会社と取締役又

は執行役との訴

えにおける会社

の代表者 

監査役（各監査役が代表

可能） 

監査委員会が選定する

監査委員（訴えの当事者

の場合を除く） 

監査等委員会が選定す

る監査等委員（訴えの当

事者の場合を除く） 

監査の方法 各監査役が監査するこ

とが基本（監査役スタッ

フを活用することは可

能） 

内部監査部門を活用し

た組織監査 

内部監査部門を活用し

た組織監査 

会社に著しい損

害を及ぼすおそ

れのある事実に

ついての報告義

務者 

取締役 執行役 取締役 

株主総会に提出

しようとする議

案等が法令等に

違反する場合等

における株主総

会への報告義務 

あり なし あり 

監査報告の作成

者 

各監査役が作成したう

えで監査役会監査報告

を作成 

監査委員会報告のみ（各

監査委員は監査報告を

作成せず） 

監査等委員会報告のみ

（各監査等委員は監査

報告を作成せず） 
出所：太田洋・髙木弘明『平成 26 年 会社法改正と実務対応 改訂版』商事法務、2015 年、71 頁～74 頁より

作成。 

２．監査等委員会及び監査等委員の権限 

(１) 総論 
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    監査等委員会及び監査等委員の権限には、「監査」と「監督」の側面がある。 

① 「監査」の側面 

  監査等委員会は、その職務として、取締役の職務執行の監査及び監査報告の作成等 

 を行い、監査等委員が当該監査等委員会設置会社及びその子会社の業務及び財産の 

 状況の調査権限を有するものとされている。 

監査等委員は基本的には独任制の機関とはされておらず、監査は合議体としての監査

等委員会が担うものとされている。 

    なお、取締役の違法行為差止請求権等については、各監査等委員が単独で行使できる 

   ものとされている。 

    監査の方法に関しては「株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制」（内部 

     統制システム）を利用して、組織的に監査を行うことが想定されている。 

② 「監督」の側面5 

   コーポレート・ガバナンスの中核となる取締役会の役割については、経営者の経営に 
 必要なアドバイスをする「アドバイザリー・モデル」と、取締役の業務執行を監督する

「モニタリングモデル」の考え方がある。 

  近年、企業の不祥事が相次いだ中で、モニタリング・モデルの考え方に基づき、経営 
 者からの影響を受けない外部者を活用することで、取締役等に対する監査・監督機能を 
 強化する必要性が改めて強く認識されるようになった（坂本三郎ら「平成二十六年 
 改正会社法の解説Ⅱ」『旬刊商事法務』第 2042 号、19 頁）。 
 

（ア） 従来の委員会設置会社（指名委員会等設置会社）は迅速な意思決定と監査・監督

機能の強化を目的に、モニタリング・モデルを志向して創設されたが、同制度を

採用する会社はごく少数にとどまっている。 
・３委員会（指名委員会、監査委員会、報酬委員会）の設置に対する抵抗感が強

い等。 
（イ） 一方、監査役会設置会社においては、監査役に取締役の人事権がない、取締役は 

業務執行に重点を置きがちである等により、取締役や監査役（会）による業務執行に 
対する監査・監督機能が十分に発揮されない可能性があるとの問題点が指摘されてい 
る。 

   
  このような中で、社外取締役による監査・監督機能をより充実したものにするために、 
 社外取締役等の社外性の要件を厳格化する一方、社外取締役を活用しやすくする制度と 
 して監査等委員会設置会社が創設されたものである。 
  今回の改正で創設された監査等委員会設置会社は、業務執行者に対する監督機能の強 
 化の観点から、監査等委員の過半数を社外取締役とすることを義務付け、監査等委員で 
 ある取締役に、取締役会の一員として取締役の選任・解任議案の決定に関して取締役会 
 での議決権を行使する権限を付し、監査等委員会に取締役の選任・解任に関して株主総 
 会で意見を述べる機会を与えることで、人事権を通じて監査・監督機能を実効性あるも 
 のあるものとすることが図られていることから、その議決権を行使すること等を通じて、 

 その監督機能を果たすことが期待されている（会 342 条の 2 第 4 項）。 

 

(２) 監査等委員会設置会社の取締役会による決定権限の委任 

    監査等委員会設置会社の取締役会は、原則として、委員会設置会社（指名委員会等設置会

   社）の取締役が有する権限と同様の権限を有するものとされている（会 416 条 1 項、420 

   条 1 項、2 項）。 

① 経営の基本方針、監査等委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定め 

る事項。 

② 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株 

式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとし

                              
5 東京弁護士会親和全期会『平成 26 年 必携改正会社法の実務』自由国民社、2015 年、26 頁－29 頁。 
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て法務省令で定める体制の整備、ならびにその他監査等委員会設置会社の業務執行を決

定することができ、また決定しなければならないものとされている（会 399 条の 13 第 1

項 1 号）。 

  また、監査等委員会設置会社の取締役会は、 

③ 取締役の職務の執行の監督、ならびに代表取締役の選定及び解職を行うものとさ 

れている。 

④ なお、代表取締役は、監査等委員である取締役以外の取締役の中から選定しなければ 

ならないものとされている。 

  加えて、改正法では以下の事項が、監査等委員会設置会社の取締役会決議事項である旨 

 が明記されている、 

① 重要な財産の処分・譲受け 

② 多額の借財の決定 

③ 重要な使用人の選解任 

④ 支店その他の重要な組織の設置等 

⑤ 公開会社における募集株式・新株予約権の募集事項の決定 

⑥ 社債の募集に関する重要事項の決定 

⑦ 定款の授権規定に基づく取締役の任務懈怠に基づく損害賠償責任の免除に関する決定 

 

    監査等委員会設置会社の取締役会が代表取締役等に対して意思決定を委任することが 

    認められる範囲  

                  取締役の過半数が社外取締役である場合又はその旨の定款の定めがある場合には、取 

                締役会の決議を以て、代表取締役等への大幅な決定権限の委任を認め、委員会設置会社（指 

                名委員会等設置会社）において代表執行役等に対して業務執行の決定を委任することが認 

                められる範囲（会 416 条 4 項）と同様の範囲内で監査等委員会設置会社の取締役会も、代 

        表取締役等の特定の取締役に対して重要な業務執行の決定権限を委任することが認めら 

        れることとされた（会 399 条の 13 第 5 項・6 項）。 

 

(３) 任意の指名・報酬委員会の設置 

   監査等委員会設置会社において、指名委員会・報酬委員会等の任意の委員会を設置するか 

   はガバナンス上の重要な検討課題の一つである6。 

① 任意の委員会の設置の可否 

  監査等委員会設置会社において、会社が任意に指名委員会、報酬委員会を設置するこ

とを定款に置くことは可能である。 

② 任意の委員会設置のメリット 

             任意の指名委員会、報酬委員会を設置することで、取締役の人事及び報酬決定におけ 

        る透明性を高め、経営者に対する監督機能をより高めることが可能。 

③ ニューヨーク証券取引所（NYSE）における指名委員会及び報酬委員会と同等の水準の 

コーポレート・ガバナンスが実現しうるとの見解がある。 

 

 第３節  監査等委員会設置会社に移行する場合の具体的検討事項7 

１．移行のための制度設計 

(１)制度比較から見た監査等委員会の特徴（会 399 条の 2 第 3 項） 

① 取締役の職務執行を監査し、監査報告を作成 

② 株主総会に提出する会計監査人の選任、解任及び不再任に関する議案の内容の決定 

③ 監査等委員である取締役以外の取締役の選任、解任又は辞任に関する意見の決定 

 

                              
6 松浪信也『監査等委員会設置会社の実務』中央経済社、2014 年、39－41 頁。 
7 同上、15－17 頁、93－129 頁。  
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（２）監査等委員会における検討事項 

① 制度設計の検討 

  ・各社の実情に応じた検討 

② 重要な業務執行の決定に関する取締役会の権限の取締役への委任事項の決定 

  ・取締役に委任する事項の検討 

  ・委任を受ける取締役に対する監督 

③ 任意の指名・報酬委員会の設置の有無 

  ・任意の指名・報酬委員会の設置の可否 

  ・任意の委員会に関する規定 

  ・報酬委員会の設置と利益に連動する報酬 

④ 監査体制の検討 

  ・内部統制システムを利用した監査 

  ・監査等委員会の調査権限等 

  ・常勤の監査等委員設置の可否 

  ・常勤の監査役が果たしていた役割の補完 

 

２．移行のための手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）スケジュールの作成 

（２）適時開示対応（東京証券 

取引所における適時開示の対象） 

（３）株主総会対応 

① 移行に向けての全体計画の策定 

  ・移行スキームの検討、確定 

② 関係者への説明、及び環境整備 

  ・社外取締役の候補者選定・監査等委員会、事

   務局、内部監査部門及び内部統制部門の役割

     の整理・調整等 

③  具体的作業  

  ・プレスリリースや開示書類の作成 

  ・株主総会における定款変更議案の承認手続き

① 「その他の決定事実に係る開示事項」 

② 「定款の変更」 

① 株主総会で承認が必要な議案 

・監査等委員会を置く旨の定款の変更（特別

決議） 

・監査等委員である取締役 3 名以上（過半数

は社外取締役でなければならない）の選任 

・会計監査人を置く旨の定款の変更及び会計

監査人の選任 

・監査役会を置く旨の定款の規定、又は指名委

員会等を置く旨の定款の定めの削除 

・監査等委員である取締役以外の取締役の報酬

等の総額と監査等委員である取締役の報酬等

の総額 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．必要な書類の作成 

 
（１）株主総会において承認されるべき定款変更の内容の決定 

① 機関 

② 取締役の員数 

③ 取締役の選任方法 

④ 取締役の任期 

⑤ 取締役会の招集 

⑥ 重要な業務執行の決定の取締役への委任 

⑦ 取締役の報酬 

⑧ 監査等委員会の招集 

⑨ 監査等委員会に関する規程 

⑩ 剰余金の配当等の決定機関 

 

（２）取締役会規程等の社内規程の改正 

 

 （３）監査等委員会設置会社への移行に伴う開示事項の検討 

① コーポレート・ガバナンスに関する報告書 

② 有価証券報告書 

 

４．役員人事に関する事項 
  

 （１）社外取締役候補の選定 

① 監査等委員である社外取締役を最低 2 名選任 

（５）登記手続き 

① 株主総会後の取締役会における対応 

・代表取締役の選定 

・取締役会規則の改定・監査等委員会規程の制 

 定 

・取締役に対する委任事項の決議 

① 登記事項（会 911 条 3 項 22 号）  

・監査等委員会設置会社である旨 

・従前の取締役及び監査役が退任した旨 

・監査等委員である取締役以外の取締役の就任 

 （そのうち社外取締役である者については、 

 社外取締役である旨） 

 ・監査等委員である取締役の就任（そのうち社 

  外取締役である者については、社外取締役で 

   ある旨） 

  ・会社法 399 条の 13 第 6 項の規定による重要 

     な業務執行の決定の取締役への定款の定め 

     があるときは、その旨 

  ・代表取締役の氏名及び住所 

② 会社は変更後 2 週間以内にその本店の所在地に

おいて、変更の登記をしなければならない 

（４）株主総会後の取締役会にお

ける対応 
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② 監査等委員である社外取締役に期待される役割 

・助言機能 

・経営全般の監督機能 

・利益相反の監督機能 

  

 （２）社外取締役のための社内環境整備 

① 会社の理解ができるように、経営陣やその他のスタッフとの会合や現場視察 

② 社外監査等委員をサポートするスタッフの選任 

③ 経営トップ、その他の取締役、会計監査人、内部監査人との意思疎通機会を提供 

④ 社外取締役に期待する事項を説明する機会の設定 

⑤ 経営会議その他重要会議への出席機会の確保 

⑥ 取締役会の議案に関する資料の事前送付、及び事前説明できる体制の確立 

 

（３）責任限定契約の締結（会 427 条 1 項） 

① 非業務執行取締役が含まれるように定款の変更を検討 

② 非業務執行取締役がＤ＆Ｏ保険により十分に保護されていること 

  
 （４）会社役員賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）の再確認 

① 填補 

② 填補責任限度額 

③ 保険の継続 

④ 告知義務 

 

（５）監査役の処遇 

① 社外監査役が監査等委員である社外取締役に横滑りする場合の問題点を確認 

② 社外監査役及び監査等委員である社外取締役にそれぞれ期待される役割の相違点を 

  確認 

③ 監査等委員及び監査役の責任の相違を確認 

   ・具体的な法令・定款違反が問題となる場合 

   ・経営判断の誤り 

   ・監視義務違反 

④ 取締役に関するその他の法定責任を確認 

 

 

５．監査等委員会設置会社におけるコーポレートガバナンス・コードへの対応 
 

（１）コード対応の基礎知識（2015 年 3 月 東京証券取引所） 

 

   ■プリンシプルベース・アプローチ 

    －抽象的な表現・内容が多用され、幅広い解釈の余地 

    －コードの趣旨・精神（≒実現されるべき目標・理念）に照らして、上場会社が適切に解 

        釈・適用 

    －解釈・適用の妥当性は、株主・投資家が評価（対話を通じて自律的に修正） 

 

   ■コンプライ・オア・エクスプレイン 

    －コードに定められた原則を「実施するか」、それとも「実施しない（実施していない） 

         理由を説明するか」を上場会社が選択 

    －原則に掲げられた具体的な施策は、原則の目標・理念を実現するための一般的な手法で 

         あり、個別具体的な事情により、もっと優れた代替的な手法が存在しうる 

    －「実施しない理由」の説明は、コードの趣旨・精神を踏まえ、上場会社の個別具体的な 
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     事情や、上場会社が実現されるべき目標・理念を達成するために採用している代替的 

         な手法に言及したり、一時的に「実施していない」状況にある場合には、その旨や実 

         施の予定時期に言及することが考えられる 

 

  （２）監査等委員会設置会社への移行に伴う開示事項の検討 

 

    ※東証：「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」（2015 年 6 月改訂版）記載要領 

    １．コーポレート・ガバナンスの体制・採用理由 

  

     Ⅰ1．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 【コード原則 3-1】 

        ・コーポレート・ガバナンスについての会社の取組みに関する基本的な方針 

        ・上場会社にとってのコーポレート・ガバナンスの目的 

        ・上場会社にとっての株主その他のステークホルダーの位置付け 

        ・経営監視機能に対する考え方 

        ・企業グループ全体における考え方 

 

     Ⅱ2．現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 【コード原則 3-1】 

        ・業務執行、監査・監督の方法など、取締役会をはじめとするガバナンス機構に 

         関する現状の体制の概要 

        ・業務執行、監査・監督機能の充実に向けた追加的な施策の内容 

     

     Ⅱ3．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

        ・取締役会をはじめとするガバナンス機構の構成に関して現状の体制を採用して 

         いる理由を具体的に 

  

       Ⅴ2．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

        ・「模式図（参考資料）」の添付 

        ・適時開示体制の概要 

      

    ２．内部監査・監査体制に関する事項 

        ・監査等委員会の委員構成及び委員長（議長）の属性 

        ・監査体制：監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の取締役からの 

         独立性に関する事項 

        ・監査体制：監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

 

    ３．社外取締役の機能・役割 

        ・社外取締役ごとに、会社との関係等に照らし、「当該社外取締役を選任している

         理由（独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む）」 

        ・会社が社外役員の独立性に関する基準を定めている場合、独立性基準の内容 
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第２章 監査等委員の監査活動とスタッフ業務 
 

■ 本章に関して 

監査活動は多岐に亘るため、本章では今年度の改正会社法により従来から存在する指名委員

会等設置会社においても対応の変更が必要となった事項、監査等委員会設置会社固有の事項、

指名委員会等設置会社固有の事項を中心に記載している。なお、特に説明がない場合は、監査

等委員会設置会社・指名委員会等設置会社共通の事項として記載している（委員会設置会社、

委員会、委員の記載も同様）。 

記載に関しては、[日本監査役協会 本部監査役スタッフ研究会『監査役監査活動とスタッフ

業務（http://www.kansa.or.jp/support/library/staff/post-79.html）』、以下「スタッフ業務」]

の構成に準拠しており、スタッフ業務の【機関設計による違い】を中心に加筆修正している。

記載を省略している事項は、「スタッフ業務」等を参照いただきたい。 

 

本章は、大会社・公開会社を前提としている。 

根拠条文は特に記載がない場合は、監査等委員会設置会を対象としている。 

他の研究テーマに関連する事項は、本章では記載を大幅に省略しており、各研究テーマ内容

を参照いただきたい。 

会社法及び関連法令においては、「選定」の語は会議体の決議によって定めることが必須とさ

れている地位に限定して使用されており、会社の意思によって定めるか否かを選択できる職務

については単に「定め」の語を使用している。従い、一定の地位を付与されるものではなく、

会社の意思によって定めるか否かを選択できる地位については、会社法上「選定」の語は用い

られていない(本章では、「決定」あるいは「定め」の語を用いる)8。 

 

第１節 監査活動に関する総論 

監査の基本的な一連の流れは、事業年度における監査方針・監査計画を出発点として、期中

監査活動、期末監査活動を経て、その結果を監査報告として株主に開示することで完結する。 

委員会のメンバーが取締役であり、取締役会の決議における議決権を有していることから、

委員会による業務監査は、適法性監査だけでなく、妥当性監査にも及ぶと解される9。 

なお、業務執行の決定に対する監査について、監査主体である委員である取締役自身も、取

締役として取締役会における業務執行の決定に関与することから、この点において「自己監査」

（委員である取締役自身の職務執行を対象とした監査）の面があることは否定できない。しか

しながら、自己監査の問題を深刻に捉える必要性はない。委員会による監査の主たる対象は、

取締役の職務執行であって取締役会における意思決定ではなく、委員は取締役会における意思

決定に参加することで業務執行の決定を個別に審査し、実質的な監視を行っているといえるし、

監査等委員会設置会社は取締役に、指名委員会等設置会社は執行役に、重要な業務執行の決定

を委任できるためである10。 

委員会による監査は、内部統制システムを利用した組織的監査が行われるが（監査等委員会

設置会社は予定）、内部監査部門との連携や内部統制システムの整備が重要である。 

                              
8 各社の委員会規則等において定めることを規則化している場合は、「選定」として何ら差し支えない（日本監

査役協会本部スタッフ研究会「監査役監査活動とスタッフ業務」2011 年、21 頁）。 
9 塚本英巨『監査等委員会導入の実務』商事法務、2015 年、248 頁。 
10 前掲注（6）、63 頁。 
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第２節 監査活動の概要 

１．監査活動及び監査体制11 

(１) 期初業務(株主総会直後) 

主たる監査活動は委員会監査体制の整備と監査方針・監査計画の策定である。 

 

1) 計画の策定 

監査計画には例えば次のような項目を記載する。 

①  監査方針（監査活動の基本的な考え方・監査活動の基本的なスタンスや視点） 

②  重点監査項目（内部統制システムの整備状況等） 

③  監査範囲・監査対象の選定 

④  業務及び財産の状況の調査の方法 

⑤  監査実施スケジュール 

⑥  監査業務の分担 

 

(２) 期中業務(日常的に行われる活動) 

主たる監査活動は期初に策定された業務及び財産の状況の調査の方法による業務監査及び

会計監査である。 

 

１) 監査の視点 

監査の対象となる取締役等（監査等委員会設置会社の場合は取締役、指名委員会等設置

会社の場合は執行役及び取締役、以下「取締役等」）の職務の執行に法令違反がないかどう

かという適法性の視点のみならず、妥当性の視点も踏まえた期中監査を実施しなければな

らない。 

 

① 取締役等の義務 

  ア．善管注意義務 

  イ．忠実義務 

  ウ．報告義務（監査等委員会設置会社の場合取締役、指名委員会等設置会社の場合 

    は執行役） 

  エ．取締役会の構成員としての取締役の監督義務 

    オ．内部統制システムの整備義務 

② 取締役等の責任 

ア． 任務懈怠責任（監査等委員会設置会社の特則は、第 1 章第１節 2.(1)⑦参照） 

イ． 第三者に対する責任 

 

２) 監査の方法 

① 社内の役職員からの情報収集と事実確認 // 委員に報告すべき事項 

ア．経営状況 

イ．事業遂行状況 

ウ．財務状況 

エ．月次・四半期・期末決算状況 

オ．リスク管理・コンプライアンスの状況 

カ．事故・不正・苦情・トラブルの状況 

                              
11 前掲注（8）、17－20 頁を機関設計に則り加筆修正。 
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キ．内部監査部門が実施した監査の結果 

②  本社・事業所での業務及び財産の状況の調査等 // 業務全般の実情把握 

ア．法令等の遵守状況 

    ・関係法令の遵守状況、遵守体制の整備状況・実効性の確認 

・契約書・官庁等への届出書・報告書その他の記録の閲覧 

イ．内部統制システムの整備状況 

      ・事業所組織、制度、規定等の整備・運用状況の把握 

            ・内部監査部門等の監査対応状況の確認 

            ・決裁書類、報告書、その他の記録の閲覧 

ウ．経営方針の浸透状況・経営計画等の進捗状況 

       ・経営方針の浸透状況・経営計画等の進捗状況 

            ・取締役会等重要会議の決議・報告事項、決裁事項の実施状況の確認 

エ．財産の調査(金銭、有価証券、製品、原材料、設備・備品、固定資産等) 

・財産の取得、保全、運用、売却、除去、廃棄等が法令及び社内規定に従い、

適正に処理されているかの確認 

      ・財産の棚卸立ち会いによる実存性確認、遊休資産の管理状況の確認 

オ．取引の調査 

カ．当該事業所での取引の実情の調査 

・前項において、重要又は異常な取引等について、法令・定款違反のおそれの

有無、重大な損失発生のおそれのある事実の有無の調査 

キ．情報管理の調査 

・文書、規定類、重要な記録その他の重要な情報の整備・保存・管理状況の調     

 査 

 

このように、監査意見を形成するうえで、業務処理が適切に行われているか、会

社の資産及び負債を適切に管理しているか調査し、十分に事実・実態を確かめるこ

とで監査意見の合理的根拠を固めておかなければならない。 

 

③  取締役会その他重要な会議への出席・意見陳述 

④ 代表取締役との会合 

⑤ 重要書類の閲覧 

⑥ 競業取引・利益相反取引等の調査と適法性の確認 

⑦  計算関係書類に関する監査                                                

    

  (３) 期末業務 

  主たる監査活動は事業報告等及び計算関係書類の監査並びに委員会の監査報告作成であ 

る。期末監査とは法令上の用語ではないが、一般に事業年度の末日以降に発生する計算書 

類等の作成から定時株主総会に至る一連の過程に対する監査のことをいう。具体的には、 

会社法に基づいて作成される計算書類・事業報告・附属明細書・株主総会招集通知及び参 

考書類、金商法に基づいて作成される有価証券報告書・内部統制報告書などを対象とした 

監査のことである。 

  会社法 436 条 1 項・2 項で計算書類等の監査を行い監査報告を作成することを委員会に 

対し明示的に求めているのは、財務情報や営業情報の開示が株主や債権者にとって重要 

であるからにほかならない。 

期末監査とは株主から付託を受けた独立の機関として、委員会に対して法令上特別に義

務付けられた職務であることを銘記しておくべきである。 
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(４)  委員会の監査報告作成 

  主たる監査活動は会計監査人の監査報告審議並びに委員会の監査報告審議及び委員会の 

監査報告作成である。 

委員会は、期中・期末監査の結果を踏まえて監査報告を作成する。監査報告に記載・記

録すべき事項を記載・記録せず、又は虚偽の記載・記録をしたときは１００万円以下の過

料に処せられる。 

なお、委員会の作成する監査報告の内容が委員の意見と異なる場合には、その意見を監 

査報告に付記できる。 

 

(５) 非日常的活動事項 

  会社に著しい損害を及ぼすおそれに係る取締役等からの報告受領や取締役等の不正行為 

等の取締役会への報告他、非日常的な事象が発生した場合の監査活動。 

 

  以上が、年間の委員会の監査活動の流れとなっているが、以下、個別に、監査活動とスタ

ッフ業務について記載していくこととする（なお、記載以外の事項等については「スタッフ

業務」等を参照願いたい）。 

 

 

第３節 個別の監査活動とスタッフ業務 

１．期初業務(６月株主総会後) 12 

  株主総会終了後(以下、「総会後」)の委員会では、委員長、選定委員を選定するとともに、 

新事業年度の委員会監査活動を開始するにあたり、監査方針、監査計画、監査の方法、委員の 

業務分担等監査体制を決定する。併せて監査活動を行うにあたっての監査に関わる費用の予算 

を決めるのが一般的である。 

  なお、常勤の委員の選定要否、特定委員の決定については必要に応じて、決議する。 

 

(１)  委員長・選定委員の選定、常勤の委員の選定及び特定委員の決定(任意) 

① 通常、総会後の委員会にて、委員長・選定委員を選定し、また、会社によっては必要

に応じ、常勤の委員及び特定委員を任意で決定する。なお、指名委員会等設置会社にお

ける各委員会は、委員３人以上で組織し、その過半数は社外取締役でなければならない。

（会 400 条 1 項、3 項） 

② 委員長は法令上規定されていないが、機関としての委員会の運営を円滑に行うため、

各社の委員会監査基準又は委員会規則に基づき選定する。 

③ 選定委員は、監査等委員会設置会社は会社法 399 条の 3、399 条の 3 第 2 項、399 条の

14 他に基づき、報告徴収・業務財産調査権や取締役会招集権限を行使する委員を選定す

る。但し、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社において一部選定対象は異な

る。 

④ 常勤の委員の選定は義務付けられていないが、今般の改正会社法に則り、常勤の委員

の選定の有無及びその理由の事業報告への開示が必要である。 

⑤ 特定委員は、主に監査報告内容の通知・受領に係る職務を担う。委員会で定めなかっ

た場合は、委員全員が特定委員とはならず、「委員のうちいずれかの者」が特定委員と

なる(施規 132 条 5 項 3 号ロ・計規 130 条 5 項 3 号ロ)。この場合、特定委員の職務は委

員のうちの誰か１人が行えばよく、また、会計監査人は会計監査報告の内容を、いずれ

の委員に対して通知してもよい。 

                              
12 同上、21－35 頁を機関設計に則り加筆修正。 
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<委員長の選定> 

 

<選定委員の選定> 

 

<常勤の委員の選定> 

 

<常勤の委員の選定の有無及びその理由の事業報告への開示> 

 

<特定委員の決定> 

 

 

１)．委員の業務とポイント 

① 総会後の委員会で委員長、選定委員を選定する。 

② 会社によっては必要に応じ常勤の委員を選定し、特定委員を決定する。 

 

【留意点】 

常勤の委員の選定 

委員会設置会社では、常勤の委員を選定することは義務付けられていない。但し、

日本監査役協会が 2015 年度に実施したアンケートでは、指名委員会等設置会社のう

ち 73.3％の会社で常勤の委員がいるとの結果になっていた。 

常勤の委員を任意に選定した場合には、常勤の委員は、経営会議・常務会等の取

締役会以外の会議体に出席したり、各地の事業所等に赴いて往査を行うことが考え

られる。また、選定委員として、常勤の委員を選定することも考えられる。 

今般の改正会社法に則り、常勤の委員の選定の有無及びその理由の事業報告への

開示が必要であることを踏まえ、選定の有無を決定する必要がある。 

 

２)．スタッフの業務とポイント 

２)－１．委員会議案の作成 

 通常、総会後最初の委員会にて委員長、選定委員を選定し、また必要に応じて常勤

の委員、特定委員を決定するので、委員の退任や新任の委員候補者が確定した段階(株

主総会付議議案が確定する５月末頃)で、総会後の委員会の体制について委員長と打合

せをする。この際、総会後の委員会ではこれらの議案と併せ、通常、監査方針・監査

計画・職務の分担等も付議するので、その点を含めて委員長と打合せのうえ、これら

を網羅した議案資料を作成する。 

 

２)－２．委員会議事録の作成 

詳細は「スタッフ業務」２４頁参照。 

 

 

(２)  監査計画の策定等(業務分担を含む) 

詳細は「スタッフ業務」２６頁～２９頁参照。 

根拠条文：施規 121 条 10 号イ

根拠条文：施規 132 条 5 項 3 号、計規 125 条、計規 130 条 5 項 3 号 

根拠条文：なし 

根拠条文：会 399 条の 3、会 399 条の 3 第 2 項、会 399 条の 14 他 

根拠条文：なし 
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【留意点】 

委員・スタッフは、常勤の委員の有無にも考慮し、監査計画案を策定する必要があ

る（常勤の委員無の場合は、重要会議への出席をスタッフによる代理出席で対応する

ことを検討する等、スタッフに指示して行わせる監査・調査業務を明確にする必要が

ある。）。 

 

（３） 監査費用予算の決定 

詳細は「スタッフ業務」３０頁～３１頁参照。 

 

【留意点】 

委員・スタッフは、改正会社法において、内部統制システムの実効性確保のために、

監査費用への支払いに対する指針が新設されたことも考慮する必要がある。 

 

２．期中業務(日常的に行われる活動) 13 

（１） 業務監査と会計監査について 

① 業務監査の対象は、「取締役等の職務執行の監査」である。「取締役等の職務」とは、

受任者である取締役等が、善管注意義務、忠実義務、報告義務（監査等委員会設置会社

の場合取締役、指名委員会等設置会社の場合は執行役）、取締役会を通じた監督義務を果

たすことなので、委員はこれらを監査する。 

具体的には、取締役等と取締役会の機能(「経営の意思決定」「経営監視・監督」「業務

執行」の３つ)のうち、「経営の意思決定」は取締役会とりん議で行われるので、委員は、

取締役会に出席し、またりん議決裁書類を閲覧することにより監査する。 

また取締役等の業務執行に、ア．善管注意義務違反、イ．忠実義務違反、ウ．競業取引

等、エ．不正や法令定款違反はないか、委員は、その実態について、取締役等に対して事

業の報告を求め、業務及び財産の状況の調査なども行うこと等により監査(調査)する。 

② 他方、会計監査の対象は、計算関係書類(又は各事業年度に係る計算書類及びその附属

明細書と連結計算書類)である。委員会は、外部の職業的専門家である会計監査人が、そ

の適正性について意見表明した計算関係書類について、会社の事情に精通した観点から

監査し、会計監査人の監査の方法とその結果の相当性について意見表明をする。したが

ってそのため、選定委員は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、

その監査に関する報告を求めることができ(会 397 条 4 項)、具体的には、監査計画の説

明聴取、その進捗状況の確認等を行うことになる。 

③ 以上から述べてきたように、委員会の業務監査・会計監査の監査対象は広範囲に及ぶた

め、委員会は、物理的制約を補い効率的に監査を行う手段として、(取締役等に要請して)

意思疎通や情報収集ルートを整備するなど、委員会監査の環境整備を図らなければならな

い。その具体的な方法は、取締役会以外の重要な会議の出席、代表取締役との定期会合や

役職員との面談・報告聴取を行うほか、内部監査部門との連携、子会社監査役との連携な

どを図っていくことになる。また、代表取締役との面談においては、経営方針等について

説明を聴取するとともに、委員会の環境整備についても意見交換を行うことになる。 

 

（２） 業務監査： 重要会議への出席(取締役会、経営会議（常務会）等) 

       詳細は「スタッフ業務」３７頁～４５頁参照。 

 

【留意点】 

                              
13 同上、36－111 頁を機関設計に則り加筆修正。 
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取締役会への出席 

委員は取締役であるので、当然、取締役会に出席する義務と権利を有し、また議

決権を有している。したがって、監査役のように取締役会での意見陳述の義務はな

いが、取締役会で決議・報告される事項に対して、審議し、妥当性を検討し、議決

権(場合によっては議決に賛成しないことを含む)を行使することができる。 

なお、指名委員会等設置会社のみ、会社法 417 条 3 項により、監査委員会がその

監査委員の中から選定する者は、遅滞なくその監査委員会の職務執行状況を取締役

会に報告する義務がある。 

 

その他会議への出席 

        機関設計により出席対象となる会議が異なる場合がある（例：指名委員会等設置 

           会社：執行役会）。 

  常勤の委員無の場合は、重要会議への出席をスタッフによる代理出席で対応する

ことを検討する。 

 

（３） 業務監査：代表取締役との会合 

          詳細は「スタッフ業務」４６頁～４７頁参照。 

 

（４） 業務監査：重要書類の閲覧 

          詳細は「スタッフ業務」４８頁～５２頁参照。 

【留意点】 

監査役会設置会社では、監査役は経営の意思決定や業務執行を監査するのに必要な

すべての調査ができる権限を有している(会 381 条 2 項)のに対し、委員会設置会社の

場合は、委員会が選定する委員に同様の権限が与えられている(監査等委員会設置会

社：会 399 条の 3 第 1 項、指名委員会等設置会社：会 405 条 1 項)。重要書類の閲覧

は委員会が選定する委員が行うほか、委員会の職務を補助すべき取締役(監査等委員

会設置会社：施規 110 条の 4 第 1 項 1 号、指名委員会等設置会社：施規 112 条 1 項 1

号)が行うことも考えられる。特に常勤の委員無の場合は、選定委員（委員会の職務

を補助すべき取締役）は、スタッフと協議し、閲覧方法（委員の閲覧前に、スタッフ

が閲覧し、要旨をまとめる等）を検討することも必要である。 

機関設計により対象となる書類が異なる場合がある（例：指名委員会等設置会社：

指名委員会議事録、報酬委員会議事録）。 

 

（５） 業務監査：役職員からの報告聴取(任意報告の受領) 

詳細は「スタッフ業務」５３頁参照。 

【留意点】 

監査役会設置会社では、監査役は経営の意思決定や業務執行を監査するのに必要な

すべての調査ができる権限を有している(会 381 条 2 項)のに対し、委員会設置会社の

場合は、委員会が選定する委員に同様の権限が与えられている(監査等委員会設置会

社：会 399 条の 3 第 1 項、指名委員会等設置会社：会 405 条 1 項)。役職員からの報

告聴取は委員会が選定する委員が行うほか、委員会の職務を補助すべき取締役及び使

用人(監査等委員会設置会社：施規 110 条の 4 第 1 項 1 号、指名委員会等設置会社：

施規 112 条 1 項 1 号)が行うことも考えられるため、特に常勤の委員無の場合は、ス

タッフが対応するケースが考えられる。 

なお、指名委員会等設置会社においては、執行役は、会社に著しい損害を及ぼすお

それのある事実を発見した時は、直ちに、その事実を監査委員に報告しなければなら

ないが、取締役にはこの報告義務はない(会 419 条 3 項)。 
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（６） 業務監査：実地調査(往査)の実施 

詳細は「スタッフ業務」６０頁～６５頁参照。 

【留意点】 

監査役会設置会社では、監査役は経営の意思決定や業務執行を監査するのに必要な

すべての調査ができる権限を有している(会 381 条 2 項)のに対し、委員会設置会社の

場合は、委員会が選定する委員に同様の権限が与えられている(監査等委員会設置会

社：会 399 条の 3 第 1 項、指名委員会等設置会社：会 405 条 1 項)。実地調査(往査)

は委員会が選定する委員が行うほか、委員会の職務を補助すべき取締役(監査等委員

会設置会社：施規 110 条の 4 第 1 項 1 号、指名委員会等設置会社：施規 112 条 1 項 1

号)が行うことも考えられる。 

 

 （７） 業務監査：競業取引及び利益相反取引等の監査 

１) 競業取引・利益相反取引の監査 

詳細は「スタッフ業務」６６頁～６７頁参照。 

【留意点】 

① 指名委員会等設置会社の場合は、会社法 356 条(競業及び利益相反取引の制限)

及び 365 条(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)第 2 項の規定は、執行

役に準用する(会 419 条 2 項)。 

② 指名委員会等設置会社の場合における役員の兼務状況に関する確認は、執行役

も含まれる。 

③ 監査等委員会設置会社においては、監査等委員であるものを除く取締役に対し

て、会社法 356 条 1 項 2 号又は 3 号に関する特則が設けられており、当該取引に

つき監査等委員会の承認を受けたときは、会社法 423 条 3 項の任務懈怠の推定規

定を適用しない。 

  

 ２) 無償の利益供与の監査 

詳細は「スタッフ業務」６８頁～７１頁参照。 

【留意点】 

会社が株主の権利の行使に関して財産上の利益の供与をしたときは、利益を供

与した取締役は、会社に対して連帯して供与した利益の価額に相当する額を支払

う義務を負うが、指名委員会等設置会社の場合には取締役だけでなく執行役もそ

の対象となる(会 120 条 4 項、施規 21 条)。 

                監査等委員会設置会社においては、監査等委員であるものを除く取締役に対し

て、会社法 356 条 1 項 2 号又は 3 号に関する特則が設けられており、当該取引に

つき監査等委員会の承認を受けたときは、会社法 423 条 3 項の任務懈怠の推定規

定を適用しない。 

 

３) 関連当事者との一般的でない取引の監査 

詳細は「スタッフ業務」７１頁～７２頁参照。 

【留意点】 

指名委員会等設置会社の場合、関連当事者のうち役員には執行役も含まれる(計

規 112 条 2 項 2 号)ので、執行役に対しても取引状況等の確認を行う。 

   監査等委員会設置会社においては、監査等委員であるものを除く取締役に対し

て、会社法 356 条 1 項 2 号又は 3 号に関する特則が設けられており、当該取引に

つき監査等委員会の承認を受けたときは、会社法 423 条 3 項の任務懈怠の推定規

定を適用しない。 
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（８） 業務監査：自己株式の取得・処分等、剰余金の配当の監査 

詳細は「スタッフ業務」７３頁～７７頁参照。 

 

（９） 業務監査： 会社法内部統制システムに係る監査 

 

 

 

 

１）委員の業務とポイント 

 

１）－１．監査の目的 

会社法では、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備（以下、「内部統制

システム」）」を取締役会の専決事項としており（会 362 条 4 項 6 号）、これらの体制を整

備することを取締役会に義務付けている（会 362 条 5 項）。 

したがって、委員会は、取締役（指名委員会等設置会社は執行役及び使用人）の職務

執行監査の一環として内部統制システムの構築・運用状況について監査することになる

が、監査報告作成時において、内部統制システムの内容の相当性について判断すること

が義務付けられている（施規 130 条の 2 第 1 項 2 号）。 

また、委員会設置会社では、内部統制システムを利用した監査を行う（監査等委員会

設置会社は予定）ことも踏まえ、内部統制システムの構築・運用状況について監査する

必要があると考える。 

 

１）－２．監査のポイント 

 

① 内部統制システムの構築状況とともに運用状況について監査 

内部統制システムは、構築しただけでは意味がなく、適切な運用が伴わなければ

ならない。したがって、委員会は、内部統制システムの構築状況とともに運用状況

についても監査することになる。 

 

② 内部統制システムに係るＰＤＣＡサイクルが確立されているか監査 

会社は常に変化・成長している。また、『不備のない会社はない。』といっても過

言ではないと思われる。したがって、内部統制システムは会社の状況に応じて常に

改善され続けることが必要であり、委員会は、いわゆるＰＤＣＡサイクルが確立さ

れているかについて監査することになる。 

 

③ 会社法に規定されている各体制の構築・状況について監査 

取締役会が整備する内部統制システムは、会社法（会社法施行規則）に規定され

ているので、委員会は、会社法に規定された各体制の構築・運用状況について監査

することになる。 

 【留意点】 

        改正会社法で追加された事項有り。詳細は第３部を参照。 

 

１）－３．監査の方法 

委員会は、日頃の監査活動を通じて、内部統制システムの構築・運用状況について監

根拠条文：会３６２条４項６号、４１６条１項１号ホ、会３９９条の１３第１項１号

ロ・ハ、２項、 

施規１１０条の４第１項他 
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査することになる。具体的には，以下のとおり。 

① 取締役会（指名委員会等設置会社は及び執行役会）に出席し、内部統制システム

の構築・運用に係る取締役会（指名委員会等設置会社は及び執行役）の取組み状況

について確認する。 

② リスク管理委員会・コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、執行部

門のリスク管理・コンプライアンスの取組み状況について確認するとともに、当

該会議の開催される回数・議題等が規程どおりに運営されているかについて確認

する。代表取締役(執行役)との面談時において、代表取締役(執行役)の内部統制

システムの構築・運用状況に係る見解について確認する。 

③ 代表取締役(執行役)が内部統制システムの運用状況等に係る問題点を認識して

いる場合、当該問題点への対応方法について確認する。 

④ 役職員との面談時において、当該役職員の管掌部門の内部統制システムの構

築・運用状況について確認する。また、内部監査部門により、内部統制システム

の不備が指摘されている場合、当該指摘事項への対応策や対応策の進捗状況につ

いて確認する。 

⑤ 内部監査部門、会計監査人との連携を通じて、内部統制システムの現況と課題、

改善策を確認する。 

⑥ 期末において、取締役（指名委員会等設置会社は取締役及び執行役）から業務執

行確認書を取得し、内部統制システムの構築・運用状況に係る各取締役の見解に

ついて確認する。 

 

また、委員会は、期中の監査活動を通じて、内部統制システムの不備が認められる場

合には、管掌取締役（指名委員会等設置会社は執行役）に是正を促す、あるいは、取締

役会において助言・勧告しなければならないが、当該助言・勧告への対応状況について

も確認することになる。 

 

２）スタッフの業務とポイント 

詳細は「スタッフ業務」７９頁参照。 

 

(１０) 業務監査：取締役への業務監査報告 

詳細は「スタッフ業務」８０頁～８１頁参照。 

【留意点】 

指名委員会等設置会社においてのみ、会 417 条 3 項により、委員会がその委員の

中から選定する者は、遅滞なくその委員会の職務執行状況を取締役会に報告する義

務がある。 

 

（１１） 業務監査：その他、委員の職務を適切に遂行するための意思疎通、情報収集等 

 １) 子会社監査役との連携 

詳細は「スタッフ業務」８２頁～８７頁参照。 

２) 内部監査部門との連携 

詳細は「スタッフ業務」８７頁～９０頁参照。 

【留意点】 

委員会設置会社の場合、委員は取締役(取締役会の構成員)であるため、内部監査

部門に対して、直接、指揮・命令権を有していると考えられるケースもあるが、内

部統制システムを利用した組織的監査を行う上では、内部監査部門を取締役会や委

員会の直轄下に置くことも考える必要がある。 
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また、改正会社法で内部統制システムに「監査役等の補助使用人に対する指示の

実効性の確保に関する事項（監査等委員会設置会社：施規 110 条の 4 第 1 項 3 号、

指名委員会等設置会社：施規 112 条 1 項 3 号）が追加されたことを踏まえた対応（詳

細は第３部を参照）が必要である。 

  ３) 会計監査人との連携 ～７)総務部門・法務部門よりの報告体制の整備 

詳細は「スタッフ業務」９１頁～１０１頁参照。 

 

（１２）会計監査 

詳細は「スタッフ業務」１０２頁～１０８頁参照。 

 

（１３）期中監査に係るその他の事項 

詳細は「スタッフ業務」１０９頁～１１１頁参照。 

 

３．期末業務 14 

（１）期末監査の準備：期末監査スケジュールの策定 

詳細は「スタッフ業務」１１２頁～１１３頁参照。 

 

（２）期末監査の準備：年間の監査活動内容(結果)の作成 

詳細は「スタッフ業務」１１３頁～１１４頁参照。 

 

（３）期末監査の準備：業務執行確認書の取得 

詳細は「スタッフ業務」１１４頁～１１６頁参照。 

【留意点】 

指名委員会等設置会社の場合、業務執行確認書の取得対象者には、取締役のほか執行役

も含まれる。 

（４）業務監査；事業報告等の監査 

詳細は「スタッフ業務」１１７頁～１２４頁参照。 

【留意点】 

         改正会社法で事業報告書に追加記載事項等が必要となり、以下の事項に対応する必要

がある。（主要な事項を記載、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告より適用） 

①  常勤の委員の選定の有無及びその理由（施規 121 条 10 号イ） 

選定している場合は、「内部統制システムを利用した監査だけではなく、委員自ら重要な

会議への出席や、往査を行う手法を積極的に取り入れるため。」等の理由が考えられる。 

選定しない場合は、「内部統制システムを利用した監査であるため。」等の理由が考えら

れる。 

② 内部統制システムに追加された事項 

ア．企業集団における業務の適正を確保するための体制（施規 100 条 1 項 5 号イ～ 

ニ） 

イ．監査役等の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項（施規第 110 条の

4 第 1 項 3 号） 

ウ．取締役、その他使用人等及び子会社の取締役、監査役、使用人等が監査役等に報告

                              
14 同上、112－168 頁を機関設計に則り加筆修正。 
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をするための体制（施規第 110 条の 4 第 1 項 4 号イ、ロ）  

エ．監査役等に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けな

いことを確保するための体制（施規第 110 条の 4 第 1 項 5 号） 

オ．監査費用の前払又は償還の手続その他の監査費用等の処理に係る方針に関する事項

（施規 110 条の 4 第 1 項 6 号） 

ア．～オ．に関して、取締役会で決定された内容が適切に記載されているか確認す

る必要がある。 

③ 内部統制システムの運用状況の概要の記載について 

内部統制システムの運用状況の概要が、事業報告の記載事項となった（施規第118条2

号）。 

決定された整備内容が適切に構築かつ運用されているか確認する必要がある。 

④ 会計監査人の報酬同意をした委員会の理由（施規第126条2号） 

     現在同意している理由を簡潔・明瞭に記載する。 

⑤ 親子会社の取引等に関する事業報告と附属明細の開示（施規第118条5号、施規 

    第128条3号） 

      ※詳細は第４部を参照。 

 

（５）業務監査；取締役（及び執行役）の職務執行に関する事項の確認 

詳細は「スタッフ業務」１２５頁～１２６頁参照。 

 

（６）業務監査；会社法内部統制システムに係る監査 

詳細は「スタッフ業務」１２６頁～１２７頁参照、上記(４)【留意点】②、③も参照。 

  

（７）業務監査；会社の支配に関する基本方針・買収防衛策等の相当性判断 

詳細は「スタッフ業務」１２７頁～１２８頁参照。  

【留意点】 

委員は取締役であり当該基本方針等の決議者であるため、基本方針策定の背景や理由、

決議プロセスについては十分把握している。スタッフは、基本方針の決議について記載さ

れている議事録(取締役会はもちろんのこと、経営会議等も含む)を入手し、決議プロセス

と決議内容について適正に記載されているかを委員に確認する必要がある。 

 

（８）会計監査 

詳細は「スタッフ業務」１２９頁～１３８頁参照。 

 

（９）監査報告の作成 

詳細は「スタッフ業務」１３９頁～１５１頁参照。 

【留意点】 

委員会設置会社の場合は、各監査役が独立した機関である監査役会設置会社と違い、委

員会という機関が主体となって職務を遂行するため、委員会が監査報告を作成し(監査等

委員会設置会社：会 399 条の 2 第 3 項 1 号、指名委員会等設置会社：会 404 条 2 項 1 号)、

各委員の監査報告を作成する義務はない。 

一方で、委員会の監査報告の内容は、委員会の決議をもって決定するが、監査役の場合

と同様に、委員も、委員会の監査報告の内容と自己の見解が異なる場合には、その意見を

委員会の監査報告に付記することができる(監査等委員会設置会社：施規 130 条の 2 第 1

項、計規 128 条の 2、指名委員会等設置会社：施規 131 条、計規 129 条)。 
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なお委員会の監査報告の内容は監査役会設置会社と大きな違いはないが、委員は独立の

機関ではないため、監査役会設置会社が「監査役及び監査役会の監査の方法及び内容」を

記すのに対し、「委員会の監査の方法及びその内容」を記す(監査等委員会設置会社：施規

130 条の 2 第 1 項 1 号、計規 128 条の 2 第 1 項 1 号、指名委員会等設置会社：施規 131 条

1 項 1 号、計規 129 条 1 項 1 号)。 

また監査役会設置会社が、各監査役の監査報告をベースに監査役会として監査役会監査

報告の内容の検討を行うのとは異なり、委員会として、監査役会設置会社の常勤監査役が

監査報告を作成するプロセスと同様のプロセスをもって事業報告等の監査、計算関係書類

の監査を行い、また委員会の監査の方法及び内容を確認し、少なくとも１回以上の委員会

の審議をもって監査報告の内容を検討する必要がある。 

スタッフは、委員会の年間活動実績を取りまとめるほか、委員会が、監査役会設置会社

の常勤監査役が監査報告を作成するプロセスと同様のプロセスをもって監査を実施し、監

査報告の内容を審議できるよう、その根拠となる資料を準備、作成しなければならない。 

 

（１０）その他の期末監査活動 

詳細は「スタッフ業務」１５２頁～１５６頁参照。 

【留意点】 

         改正会社法により、株主総会に提出する会計監査人の「選任及び解任並びに会計監査

人を再任しないこと」（以下、「選解任等」）に関する議案の内容は、監査役又は監査

役会が決定することとなった（会第 344 条）。  

なお、指名委員会等設置会社における監査委員会は、既に会社法改正前から、議案決定

権を付与されていた。また新たに設けられた監査等委員会設置会社における監査等委員会

も決定権を付与されている（会 399 条の 2 第 3 項 2 号）。  

詳細は第２部を参照。 

 

（１１）株主総会対応 

詳細は「スタッフ業務」１５７頁～１６８頁参照。 

【留意点】 

①指名委員会等設置会社においては、指名委員会が、株主総会に提出する取締役の選任

議案の内容を決定し、監査委員会の委員は、取締役会の決議によって選定されるため、

同意対応は生じない。なお、監査等委員会設置会社に関しては第１章第１節２．（１）

⑤を参照。 

②指名委員会等設置会社の場合、監査委員としての対応は監査役と同じだが、監査委員

は取締役のため、株主総会への出席は取締役の立場での出席となる。なお、監査等委

員会設置会社に関しては第１章第２節２．（１）②を参照。 

 

４．委員会の運営に関する事項15 

詳細は「スタッフ業務」１６９頁～１９２頁参照。 

【留意点】 

ア．委員会設置会社においても、委員会の招集権は各委員にある(監査等委員会設置会

社：会 399 条の 8、指名委員会等設置会社：会 410 条)。また、招集通知の発送期限、

委員全員の同意に基づく招集手続きの省略についても、監査役会の場合と同じであ

る(監査等委員会設置会社：会 399 条の 9 第 1 項・2 項、指名委員会等設置会社：会

411 条 1 項・2 項)。 

イ．監査役会との違いは、取締役等に対し委員会への出席並びに委員会が求める事項に

ついて説明することを要求する権利をもっていること(監査等委員会設置会社：会

399 条の 9 第 3 項、指名委員会等設置会社：会 411 条 3 項)であり、この権利に基づ

                              
15 同上、169－192 頁を機関設計に則り加筆修正。 
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き取締役・執行役の出席が必要な場合には、スタッフがスケジュール調整を行ったう

えで、取締役・執行役に対し招集通知を発送する。なお、スタッフは事前に説明資料

を入手し、内容を確認の上、ポイントとなる事項を纏め、委員会開催の３日～１週間

前までに、委員へ入手した資料と共に事前配布することが望ましい（常勤者がいる場

合は、事前打ち合わせを行うことも一つの方法である）。 

ウ．委員会は、取締役会と同様に定足数は委員の過半数の出席であるが、決議は出席し

た委員の過半数(監査等委員会設置会社：会 399 条の 10 第 1 項、ただし指名委員会

等設置会社のみ取締役会で過半数を上回る割合を定めた場合はその割合以上。出席

者の過半数が社外取締役である必要はない;会 412 条 1 項) をもって行うことができ

る。 

エ．ただし、決議について特別の利害関係を有する委員は、その議決に加わることがで

きない(監査等委員会設置会社：会 399 条の 10 第 2 項、指名委員会等設置会社：会

４１２条２項)。よって出席した委員が３人の場合において、決議に関してある出席

した監査委員の１名が特別な利害関係を有していたならば、その監査委員は決議に

参加することができないため、残りの２名のうち１名が賛成、１名が反対となった

場合は、賛成・反対とも「過半数」とならないため、決議そのものが無効になって

しまう。なお、特別の利害を有する委員がある場合、その氏名を議事録に記さなけ

ればならない(監査等委員会設置会社：施規 110 条の 3 第 3 項 3 号、指名委員会等設

置会社：施規 111 条 3 項 3 号)。 

オ．議事録の内容も原則として監査役会と同様であるが、決議事項について特別の利害

を有する委員がある場合、その委員は決議に参加することができず、またその氏名

を議事録に記さなければならない(施規 111 条 3 項 3 号)。 

カ．株主総会や取締役会と異なり、書面決議（決議の省略）に関する規定がないことを

認識する必要がある。 

キ．委員会設置会社の場合は、監査役会設置会社のような独任制ではなく、会議体であ

る委員会として職務を果たすため、会社法 390 条 4 項のような各委員からの委員会

への報告の義務はない。 

 

５．非日常的活動に関する事項16 

（１） 取締役等の不正行為等の報告受領とその対応 

   詳細は「スタッフ業務」１９３頁～１９９頁参照。 

【留意点】 

① 指名委員会等設置会社においては、取締役は直接業務執行を行わず、業務執行は執行役

に委任されているため、執行役が会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した

時は、直ちに、当該事実を監査委員に報告する義務を負っている (会 419 条 1 項)一方、

取締役は会 357 条に定める取締役の報告義務を負わない(会 419 条 3 項)。なお、監査等委

員会設置会社においては、報告義務を負う(会 399 条の 4)。 

② 委員会設置会社においては、執行役又は取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令

若しくは定款に違反する行為をし、又はそのおそれがある場合には、委員がその行為をや

めることを請求することができる(監査等委員会設置会社：会 399 条の 6 第 1 項、指名委

員会等設置会社：会 407 条)。 

③ 委員による取締役会への報告(監査等委員会設置会社：会 399 条の 4、指名委員会等設置

会社：会 406 条)、執行役又は取締役の行為の差止請求(監査等委員会設置会社：会 399 条

の 6 第 1 項、指名委員会等設置会社：会 407 条)は監査役の場合と同様に個々の委員に権

限と義務があるが、対応については、監査役会と同様の手続きを踏むことが望ましい。 

                              
16 同上、193－228 頁を機関設計に則り加筆修正。 
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④ 会計監査人が取締役等の職務執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する

重大な事実があることを発見した時は、委員会に遅滞なく報告する義務を負う(監査等委

員会設置会社：会 397 条 1 項・4 項、指名委員会等設置会社：会 397 条 1 項・5 項)。 

 

（２）会計監査人の選任・解任・不再任等 

 ※詳細は第２部を参照。 

 

（３）株主代表訴訟等の訴訟に対する委員及び委員会の活動 

詳細は「スタッフ業務」２１５頁～２１９頁参照。 

 

（４）その他 

詳細は「スタッフ業務」２２０頁～２２８頁参照。 

責任限定契約に関しては第１章第３節４．（３）を参照。 

 

 

資料編 
 

資料１  監査等委員会設置会社への移行動向 

 

  改正会社法で創設される監査等委員会設置会社の検討が本格的に動き出した。 

① コーポレート・ガバナンス強化のための社外取締役設置の要請がある中、監査役会設置 

 会社では、少なくとも二人以上の社外監査役の選任が義務付けられているため、社外監査 

 役に加えて社外取締役を選任することの重複感・負担感から、必ずしも利用しやすい機関 

 設計となっていないとの指摘がされていた。 

 

      監査等委員会設置会社は、監査役を置かず、取締役である監査等委員を構成員とする監 

      査等委員会（過半数が社外取締役）が 経営の監視役を務める制度であり、コーポレート・ 

      ガバナンスの充実が図れるうえ、社外取締役を導入しやすい機関設計として創設された。 

 

② どのぐらいの会社が移行するのか注目されていたが、5 月末までに監査等委員会設置会

社への移行を公表した上場会社は 184 社に達した。 

 

③ 移行を表明した会社の内訳をみると、市場別では、東証 1 部：51.1％と過半数を占めて

いる。 

   また、業種別では、情報・通信：11.4％、電気機器：10.9％、機械：9.8％が上位を占め 

  ているが、対象先の業種は広範囲に亘っている。  

     

  平成 27 年 7 月 13 日現在、既に 195 社が移行を決定している。 
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資料２  監査等委員会設置会社に関する主要な新設条文 

 

 監査等委員会設置会社におけるその他の改正会社法新設条文 

 

① 同意権、提案権（会 344 条の 2 第 1 項・2 項） 

         監査等委員会である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等 

          委員会の同意（同意権）を得なければならない。また、同取締役の選任に関する議案 

          を株主総会に提出することを請求（提案権）する事ができる。 

 

② 解任（会 344 条の 2 第 3 項、会 309 条 2 項 7 号） 

監査等委員を解任するには、株主総会の特別決議が必要となる。 

    監査役の解任と同様に特別決議 

 

③ 意見陳述権（会 342 条の 2 第 1 項） 

監査等委員である各取締役は、株主総会において監査等委員である取締役の選解任 

            又は辞任に関する意見陳述権を有するとともに、監査等委員である取締役を辞任し 

            た者に、株主総会における辞任に関する意見陳述権を有する。 

  

④ 任期 

監査等委員である取締役の任期は２年とし、且つ、定款又は株主総会に決議に 

よる短縮を認めないこととする。（会 332 条 1 項・4 項） 

 これに対して、監査等委員である取締役以外の取締役の任期は 1 年とする。（会 332 

条 1 項・3 項） 

 

 監査等委員会設置会社における取締役会の権限 

 

① 監査等委員会設置会社の取締役会の職務は、「会社の業務執行の決定」、「取締役の職 

務の執行の監督」、「代表取締役の選定及び解職」である。（会 399 条の 13 第 1 項） 
 

② 監査等委員会設置会社の取締役会では、監査役設置会社と同様、重要な財産の処分

及び譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任などの重要な

業務執行の決定を取締役に委任することは出来ない。（会 399 条の 13 第 4 項） 

 

③ 前項の規定にかかわらず、取締役の過半数が社外取締役である場合又は定款で定め

てある場合には、取締役会は、その決議によって、一定の事項を除き、重要な業務執

行の決定を取締役に委任することが可能である。（会 399 条の 13 第 5 項・6 項） 

 

 監査等委員会設置会社における監査等委員の権限 
① 監査等委員による取締役の行為の差止め（会 399 条の 6） 

 各監査等委員は、取締役が会社の法令又は定款に違反する行為をしようとして 

いる場合、又は、これらの行為をするおそれがある場合で会社に著しい損害が生ず

るおそれがある時は、その取締役に対して差止請求権を有している。 

 

 監査等委員会設置会社における監査等委員の義務 

 

① 調査権（会 399 条の 3 第 1 項・2 項） 

監査等委員会が選定する監査等委員は、いつでも、取締役及び支配人その他使用

人及び子会社に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め又は監査等委員会

設置会社の業務及び財産の状況の調査をする事ができる。（会 399 条の 3 第 1 項・2

項） 
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監査等委員会設置会社では監査等委員である取締役が調査する。これは、指名

委員会等設置会社における監査委員である取締役と同様 

 

② 取締役会への報告義務 

監査等委員会設置会社の各監査等委員は、取締役が不正の行為をするおそれがある

と認める場合、又は法令・定款に著しく違反する事実があると認める場合は、遅滞な

く、その旨を取締役会に報告しなければならない。（会 399 条の 4） 

 

 

③ 株主総会への報告義務 

各監査等委員は、取締役が株主総会に提出しようとする議案等について法令又

は定款に違反していると認める場合等には、その旨を株主総会に報告しなければ

ならない。（会 399 条の 5） 
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第２部 会計監査人の選任・解任等の議案決定権行使に伴う 
監査役の実務対応と監査役スタッフの留意点 

 
第１章 研究概要について 
 
第１節 研究の前提と進め方 
１．テーマ設定の趣旨 

会社法改正によって、「会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないこと」（以下、「選

解任等」という）に関する議案決定権が取締役(会)から監査役(会)に移行された。 

本チームでは、改正会社法の趣旨を踏まえ、監査役（会）が会計監査人の選解任等の議案決定権限

を主体的かつ適正に果たすために何が必要か、監査役スタッフとして監査役（会）をサポートするた

めの実施項目・視点・留意点について検討し、実践に役立つベストプラクティスを明らかにする。 

最初に「改正会社法・法務省令の受け止め」と「具体的検討事項と進め方」を示し、その上で、ケ

ース（再任、不再任、解任、選任）ごとに検討を行う。 

 

２．改正会社法・法務省令の受け止め 
（１） 改正会社法・法務省令の趣旨 

改正会社法により、株主総会に提出する会計監査人の選解任等に関する議案は、監査役（会）が

決定することとなった（改正会 344 条）。 

これは、会計監査人の選解任等の株主総会議案について、会計監査人による監査を受け入れる立

場にある取締役（会）が決定する仕組みは、会計監査人の独立性確保の観点から問題があるため（監

査される側が監査する者を選ぶ、基本的部分での利益相反『インセンティブのねじれ』）、会計監査

人の選解任等の議案決定権を取締役（会）から監査役（会）に移行するとしたものである。 

   これによって監査役（会）が議案の内容を決定した場合、取締役（会）は当該議案の内容を取り

消し、又は変更することは許されなくなった。 

 

（２）監査役（会）に求められること 

① 主体的判断 

会計監査人の選解任等の議案について、監査役（会）の権限が、同意権から決定権に移行したこ

とで、その権限の行使にあたっては、「自ら決定する」という主体的判断が求められることになっ

た。 

② 説明責任 

監査役（会）は、株主総会で、会計監査人の選解任等に関する議案等についての説明責任を負う

ことになった。 

＜参考＞監査役（会）の法的責任について 

監査役（会）の法的責任は、議案決定権が付与されることによって、大きく変化するものではな

い。監査役（会）の議案決定についての責任は重くなるが、最終的に会計監査人の選解任等は、株

主総会で決定されるので、監査役（会）には選解任等に関する直接の法的責任はない。 

 

３．具体的検討事項と進め方 
具体的検討にあたり、限られた期間内で効率的に進めるため、検討のベースとする会社の機関設計

は、公開大会社の内、「取締役会＋監査役会＋会計監査人」設置会社を想定する。 

（１）ケース（再任、不再任・解任、選任）ごとに検討する 

   ① 共通事項 

    ⅰ) 毎期、再任の適否について審議 

    ⅱ) 審議時期は、再任に疑念が感じられる場合等にはできる限り早期に審議 

・会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受

けていないか 

    ⅲ)年間の会計監査人監査の相当性及び職務遂行の適正確保体制の確認 

     ・独立の立場を保持し職業的専門家として適切な監査を実施しているか 

     ・「会計監査人の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項」に問題はないか 

     ・適正な監査体制は取られているか 

    ⅳ)会計監査人の監査報告(監査の方法及び結果)の相当性の判断 

    ⅴ）「解任・不再任の決定方針」に基づく判断 
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 ② 再任の場合 

・監査役会で①の審議を経て、再任することを決定、議事録に記載 

・取締役会に、監査役会の決定内容を通知、会計監査人の選解任等を株主総会の目的としない旨

付記 

   ③ 不再任の場合 

・監査役会で①の審議を経て、経営執行部門との意見交換、会計監査人へ説明・意見聴取し、監

査役会の最終判断として不再任とすることを決定、議事録に記載 

・取締役会に、監査役会の決定内容を通知、会計監査人の不再任議案を株主総会の目的とする旨

及びその理由を付記 

・株主総会参考資料に、ａ.会計監査人の氏名又は名称ｂ.解任の理由ｃ.会計監査人の意見がある

ときは、その意見の概要を付記 

   ④ 解任の場合 

 ⅰ) 株主総会での解任  

・会計監査人は、いつでも株主総会の決議によって解任することができる。 

・監査役会で①の審議を経て、経営執行部門との意見交換、会計監査人へ説明・意見聴取し、

監査役会の最終判断として解任とすることを決定、議事録に記載 

・取締役会に、監査役会の決定内容を通知、会計監査人の解任議案を株主総会の目的とする旨

及びその理由を付記 

・株主総会参考資料に、ａ.会計監査人の氏名又は名称ｂ.解任の理由ｃ.会計監査人の意見が

あるときは、その意見の概要を付記 

    ⅱ）株主総会での決議によらない監査役会による解任 

・会計監査人が会340条1項各号に該当すると判断した場合、監査役会は解任することを決定、

議事録に記載 

・取締役会に、監査役会の決定内容を通知、会計監査人の解任及びその理由を、解任後最初に

招集される株主総会において報告 

・一時会計監査人選任(会計監査人が欠けた場合又は定款に定めた会計監査人の員数が欠けたと

き)の判断 

   ⑤ 選任の場合 

・③又は④の場合、株主総会の議案を決定する取締役会の日程を考慮し進める。 

・会計監査人候補に関する情報収集、当該候補から説明聴取 

・監査役会で審議、選任議案決定、議事録に記載 

・取締役会に、監査役会の決定内容を通知、会計監査人の選任を株主総会の目的とすること及び

その株主総会参考書類記載内容を付記 

 

（２）成果物（研究報告書）のイメージ等 

① 有識者懇談会の答申に対する最終報告書(平成22年 4月 8日)の別添資料「会計監査人の選任議

案の同意に関する監査役のベストプラクティス(時系列整理)」の基本フレームを活用し、再任、

不再任・解任・退任、選任等各プロセス（ケース）毎に取りまとめる。 

② 監査役の実施事項、監査役スタッフとしての留意事項を取りまとめる。 

③ 中小会社の監査役、監査役スタッフにも活用できるよう選択肢を示す。 

④ 今後日本監査役協会より、「監査役監査基準」「監査役監査実施要領」その他実務指針等が公表

された場合には、該当部分を検討し、本成果物に取り入れるか判断する。 

⑤ 会計監査人の報酬同意については、研究テーマから外れること及び従来通りの取扱いであるこ

とから、本成果物では原則として取り扱わない。 

 

（３）関連法令の規定内容 

   ・会 344 条第 1 項～第 3 項(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定) 

   ・会 339 条第 1 項～第 2 項（会計監査人の解任） 

   ・会 340 条第 1 項（監査役等による会計監査人の解任） 

   ・会 338 条第 1 項～第 2 項(会計監査人の任期) 

   ・施規 77 条第3号(会計監査人の選任に関する議案) 

 ・施規 81 条(会計監査人の解任又は不再任に関する議案) 

   ・施規 126 条(会計監査人設置会社における事業報告の内容)  



32 
 

第２章 業務フロー図について 
  監査役（会）は、会計監査人の選解任等の議案決定権行使にあたり、経営執行部門との連携、並びに

会計監査人の監査活動の適切性・妥当性の評価等が求められる。 

監査役スタッフは、監査役（会）による会計監査人の選解任等に関わる各種手続きを適時・適正に進

めるために、関係部門等との業務上の関係性について、その実施時期も含めて十分留意のうえ取り組ん

でいく必要がある。 

  このため、今回経営執行部門等と監査役（会）との業務上の関係性について、下記の前提条件に基づ

き俯瞰的に記載した業務フロー（例）を示し、監査役スタッフが、その実務を進めるにあたり、遺漏な

く対応できる一助としたい。 

 

第１節 業務フロー図の前提条件 

 〔業務フロー（例）についての前提条件〕 

① 業務フロー（例）は、「１．再任」の場合、「２．不再任」の場合、「３．解任」の場合を示す。 

   選任の場合は、「２．不再任」の業務フロー（例）の該当部分を参照願いたい。 

② 株式会社の種類と機関設計として、公開大会社であり「取締役会＋監査役会＋会計監査人」設置

会社の場合、かつ３月末に事業年度が終了し、６月に定時株主総会を開催する会社を想定する。 

③ 業務フロー（例）は、あくまでも前項の条件に基づくある株式会社の１例であり、各社の状況に

より時期・内容等が異なる。 

④ 業務フロー（例）中に、「時系列編」のおおよそどのプロセスについての記載であるのか、【 】 

マークにて表記する。 

⑤ 会計監査人の報酬同意については、会計監査人の選解任等の議案決定に際して関係が少なくない

ことから業務フロー（例）に記載するが、各社の状況により、特に時期・内容等が大きく異なる可

能性がある（該当する部分は、業務フロー（例）中に「★」マークにて表記する）。 

⑥ 業務フロー（例）中に、それぞれの留意点等について点線で囲って特記している。 

⑦ 「取締役会等」とは、「取締役会」、「代表取締役」、「特定取締役」など、各社の状況により読み替

え願いたい。 

⑧ 「経理部門等」とは、経営執行部門において、会計監査人との対応主管を実施する組織として記

載しているが、各社の状況により組織名称等が異なる可能性がある。 

 

 

第２節 業務フロー図の構成 

  １．会計監査人再任の業務フロー（例） 

２．会計監査人不再任の業務フロー（例） 

３．会計監査人解任の業務フロー（例） 
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時
期

経営執行部門
会計監査人 監査役（会）

株主
総会

経理部門等 取締役会等

期中

【１／２】
１．会計監査人再任の業務フロー（例）

会計監査人監査
の相当性の判断
のために、年間
を通じて状況把
握に努め、再任
の適否について
審議

再任に
疑義
なし

Ｙｅｓ

Ｎｏ
再任しない可能性を通知する
→ 不再任（準備）の手続へ

監査役が実施し
た会計監査につ
いて、実績（監
査対象、内容、
課題等）を整理
する

交 渉

見積書
等 ★

価格交渉★

見積書
等 ★

価格交渉★

再任に
疑義
なし

Ｙｅｓ

Ｎｏ
再任しない可能性を通知する
→ 不再任（準備）の手続へ

４月

～

５月

会計監査人の
監査活動に
ついて執行
側として検討

Ｙｅｓ

Ｎｏ

再任しない
旨を監査役
へ提案

再任に向けた
準備、及び準備
に取り掛かる旨
を連絡

報告・コミュニ
ケーション

報告・コミュニ
ケーション

前事業年度の
会計監査に
おける問題点・
課題の把握等を
行い、再任の適
否について審議

再任に
疑義
なし

監査報告書監査報告書

会計監査人による、
前事業年度の会計
監査結果等報告会、
及び報告書の提出

【共通Ⅰ】
【共通Ⅱ】

【再任Ⅰ】

【再任Ⅱ】

報告会聴取
報告書受領

報告会聴取
報告書受領
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時
期

経営執行部門
会計監査人 監査役（会）

株主
総会

経理部門等 取締役会等

代表取締役へ
の再任決定通
知書及び
同意書提出

５月

～

６月

再任
する

Ｙｅｓ

Ｎｏ

再任しない旨を通知する→ 解任、選任手続きへ

報酬額への同意しない旨を通知する→報酬額再検討

【２／２】

報酬額へ
の同意
依頼書★

監査役会
での審議

同意
する
★

Ｙｅｓ

Ｎｏ

報酬への
同意書★

再任決定
通知書

再任決定
通知書

報酬への
同意書★

〔p.59 参考様式〕

契約条件
合意★

契約条件
合意★

報酬額へ
の同意
依頼書★

報酬額への
同意依頼書
提出★

契約書取り交わし★

契約につい
て意思決定

★

契約書★ 契約書★

契約締結★ 契約締結★

１．会計監査人再任の業務フロー（例）

前事業年度の
会計監査に
おける問題点・
課題の把握等を
行い、監査役会
において再任の
適否について審
議

定時株主
総会

【再任Ⅲ】

【再任Ⅲ】

再任決定通知書の受領
報酬への同意書の受領★

（宛先は代表取締役だが、実務上は
経理部門等が受領・保管している）

意思決定内容：
再任された場合の報酬額
について監査役（会）の
同意を得る件

社内意思決
定（決裁）

★
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時
期

経営執行部門
会計監査人 監査役（会）

株主
総会

経理部門等 取締役会等

期中

～

５月
上旬

【１／３】
２．会計監査人不再任の業務フロー（例）

会計監査人監査
の相当性の判断
のために、年間
を通じて状況把
握に努め、再任
の適否について
審議

解任事
由該当
なし

Ｙｅｓ

Ｎｏ

解任する可能性がある旨、一時会計監査人を選任する準備を
する旨、通知する。
→ 解任の手続へ

会計監査人の
監査活動につい
て執行側として
検討

再任
に疑義
なし

Ｙｅｓ

Ｎｏ

報告・コミュニ
ケーション

報告・コミュニ
ケーション

Ｙｅｓ

Ｎｏ

再任に疑義が
ある旨、
監査役へ提供

再任（準備）
の手続へ

再任の
方向で
検討継続

再任しな
い可能性
を通知す
る

再任に
疑義
なし

経理部門等から意見聴取。
会計監査人が実施した会
計監査について、実績
（監査対象、内容、

課題）を整理

会計監査人との契約内容
のチェック結果とともに、
会計監査人が実施した会
計監査について監査役
（会）へ情報提供

会計監査人から意見聴取
（不再任を検討中である
旨を通知）

監査役（会）等
からの意見聴取へ
対応

会計監査における問題
点・課題の抽出、経理部
門等との共有

会計監査における問題
点・課題の抽出、監査役
（会）との共有

共 有

会計監査人から意見聴取

会計監査人候補の情報を
監査役（会）へ提供

会計監査人候補の情報を
監査役（会）へ提供

【共通Ⅰ】
【共通Ⅱ】

【解任の場合】

【不再任Ⅲ】

【不再任Ⅲ】

【不再任Ⅲ】

【不再任Ⅲ】

①

不再任に向けた準備
に着手（会計監査人
候補の情報収集）
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時
期

経営執行部門
会計監査人 監査役（会）

株主
総会

経理部門等 取締役会等

【２／３】
２．会計監査人不再任の業務フロー（例）

交 渉

見積書
等

見積書
等

価格交渉
（会計監査
人候補）

会計監査人候補としての
対応を依頼

会計監査人候補との
コミュニケーション実施

会計監査人候補と
して対応実施

期中

～

５月
上旬

【不再任Ⅲ】

候補と
して疑
義なし

会計監査人候補の見積情
報を監査役（会）へ提供

Ｙｅｓ

Ｎｏ

①へ

監査役会において、不再
任・選任について審議

【不再任Ⅳ】
【不再任Ⅴ】

５月
中旬

②へ

②

代表取締役へ
の不再任／選
任決定通知書

提出

不再
任決
議

Ｙｅｓ

Ｎｏ

監査役会
での審議

選任
決議

Ｙｅｓ

Ｎｏ

不再任議案・
選任議案提出

不再任手続き準備

取締役会での株主総会
議案決定に向けて準備
（社内意思決定）

監査報告書監査報告書

会計監査人による、
前事業年度の会計
監査結果等報告会及
び報告書の提出

報告会聴取
報告書受領

報告会聴取
報告書受領

不再任／
選任決定
通知書

不再任／
選任決定
通知書

不再任／選任決定通知書の受領
（宛先は代表取締役だが、実務上は
経理部門等が受領・保管している）

これまでの
議論を覆す
事実等が発
生した場合
はあり得る

会計監査人
候補との
価格交渉
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時
期

経営執行部門
会計監査人 監査役（会）

株主
総会

経理部門等 取締役会等

【３／３】
２．会計監査人不再任の業務フロー（例）

５月
中旬
～
５月
下旬

６月

契約につい
て決裁取得

契約書 契約書

契約締結 契約締結

招集通知

・監査役は会計監査人の選解任等の議案
決定権の行使について、株主に対して
合理的な説明を行うことを求められる。

登記の確認

会計監査人の職
務を行うべき者
が選定され、通
知されているか

確認

・会計監査人の候補者とした理由、も
しくは会計監査人を解任又は不再任
にする理由を株主総会参考書類に記
載する。

・会計監査人の報酬に同意した理由を
事業報告に記載しなければならない。

定時
株主
総会

取締役会
決議

会計士との契
約書について、
内容を監査
する。

報酬額へ
の同意
依頼書★

報酬額への
同意依頼書
提出★

同意書提出

報酬額へ
の同意

依頼書★

監査役会
での審議

同意
する
★

Ｙｅｓ

Ｎｏ

報酬への
同意書★

【不再任Ⅶ】

【不再任Ⅵ】

報酬への
同意書★

【引継ぎについて】

会計監査人の交代に際して、適切な時期・期間において、監査業務の引継ぎ
を実施してもらう。
この際、双方の会計監査人に対して、「公認会計士法」、及び「日本公認会

計士協会」の定める「倫理規則」等に則り、守秘義務を遵守すること、また引
継ぎ業務について誠意を持って取り組むこと、など依頼する。

報酬額への
同意しない
旨を通知す
る→報酬額

再検討
★

意思決定内容：
選任された場合の報酬額
について監査役（会）の
同意を得る件

報酬への同意書の受領★
（宛先は代表取締役だが、実務上は

経理部門等が受領・保管している）

社内意思決定（決裁）★
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時
期

経営執行部門
会計監査人 監査役（会）

株主
総会

経理部門等 取締役会等

期中

【１／１】
３．会計監査人解任の業務フロー（例）

会計監査人監査
の相当性の判断
のために、年間
を通じて状況把
握に努め、再任
の適否について
審議

解任事
由該当
なし

Ｙｅｓ

Ｎｏ

報告・コミュニ
ケーション

報告・コミュニ
ケーション

【共通Ⅰ】
【共通Ⅱ】

【解任の場合】

再任・不再任
の手続へ

解任する可能性が
ある旨、
一時会計監査人を
選任する準備をす
る旨通知する

会計監査人との契約内容
のチェック結果について
監査役（会）へ情報提供

会計監査人の解任手続きについては、基本的に不再任の場合と同様であるため、「２．会計監査人不再任の業務フロー
（例）」を参照のこと。

【解任の場合】

【解任の場合、異なる事項】

会計監査人が、職務上の義務違反・
任務懈怠・心身の故障により職務の
執行に支障があり又は職務に堪えな
い場合は、株主総会を開催せずに監
査役全員の同意により会計監査人を
解任できる。

会計監査人を解任した場合には、監
査役会が選任した監査役が解任後最
初に招集される株主総会において、
その旨及び解任の理由を報告しなけ
ればならない。

【解任の場合】



39 
 

第３章 時系列編 
本章では、会計監査人が異動するケースについて、通常最も多いと想定される①「再任」の場合、再任

しない場合の対応としての②「不再任・選任」の場合、いわゆる有事対応に該当するような③「解任・退

任・辞任・一時会計監査人の選任」の場合に分け、それらの場合ごとに監査役又は監査役スタッフが具体

的に採るべき行動や手続きの在り方を一覧表形式で整理した。なお、いずれの場合も「３月期決算の公開大

会社(取締役会＋監査役会＋会計監査人)設置会社」を想定している。 

本章の構成は、次のとおりである。必要としている状況に応じて、該当の場合における一覧表を参照し

ていただきたい。 

 

第１節 再任の場合 

第２節 不再任・選任の場合 

   １．不再任の場合 

   ２．選任の場合 

第３節 解任の場合他 

   １．解任の場合 

   ２．会計監査人が退任する場合 

   ３．会計監査人が辞任する場合 

   ４．一時会計監査人の選任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡 例】 

（法令・基準） 

・会社法                     会○条○項○号 

・会社法施行規則                 施規○条 

・会社法計算規則                 計規○条 

・金融商品取引法                 金商法○条 

・監査役監査基準                 監査役監査基準○条 

・監査役監査実施要領               実施要領○条 
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注：３月期決算の公開大会社(取締役会＋監査役会＋会計監査人)設置会社 

 

第１節 再任の場合 
プロ 

セス 

実施 

時期 

実施 

項目 
対象 実施内容 留意点等 関連条文等 

１．各プロセス時系列整理 

（１）共通項目に関する情報収集・分析 

共通Ⅰ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

期中～ 
３月末 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□当期に監査役

が実施した会計

監査活動の整理 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□監査役は会計監査人の業務執行者からの独

立性を確保するための機関としての役割を

果たす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．会計監査人監査の相当性の判断のために、

事業年度を通して状況把握に努める。 

２．監査役が実施した会計監査について実績

（監査対象、内容、課題等）を整理する。

３．会計監査人の専門性、職業倫理、独立性、

監査実施体制、品質管理体制及び職務遂行

状況など、企業会計審議会が定める監査基

準及び監査に関する品質管理基準への準

拠性について、通期の監査活動を通して確

認する。（詳細についは後述の「会計監査

人の再任に係る判断基準（例）」を参照の

こと） 
 
 
 
 
 

□監査役と会計監査人との関係 

 会計監査人設置会社では、決算関係書類の

監査は会計専門家としての機関である会

計監査人が第一次的に会計監査を行うが、

監査役は、業務監査によって会社内部の実

態を熟知した企業人の視点から、計算関係

書類が会社の状況を適正に表示している

か否かに関する総括的・重点的な調査等を

行い、また、会計監査人の独立性をはじめ

とする監査環境に留意し、会計監査人の監

査の方法と結果の相当性を判断すること

を通じて、計算関係書類の適正性を確保す

るという会計監査の責任を負う。 

 

１．事業年度を通して、会計監査人からの報

告聴取、棚卸等の現場立会、経理部門・

内部監査部門等から、各部門が把握した

会計監査に係る実績についての報告聴

取、監査役に対する会計監査人の報告義

務の履行状況の確認等により、会計監査

人が監査品質を維持し適切に監査して

いるか評価を行う。 

２．会計監査人が取締役の不正の行為又は法

令もしくは定款に違反する重大な事実

を発見した場合における監査役会への

報告義務の履行状況を確かめる。 

３．会計監査人が独立の立場を保持し、職業

的専門家として適切な監査を実施して

いるか否かに留意する。 

４．会計監査人の再任・不再任・解任の決定

に関する確認事項。 

□計規127（監査報告の内容）

 会 436②（計算書類等の監

査等）、同444④（連結計算

書類の監査）、監査役監査

基準 32①（会計監査）、同

35（計算関係書類の監査）

 

 

 

 

 

 

 

 

１．会397(監査役に対する報

告) 

２．監査役監査基準32(会計監

査)、同49(会計監査人と

の連携) 
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プロ 

セス 

実施 

時期 

実施 

項目 
対象 実施内容 留意点等 関連条文等 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ⅰ）職務上の義務に違反し、又は職務を

怠ったとき 

ⅱ）会計監査人としてふさわしくない非

行があったとき 

ⅲ）心身の故障のため、職務の執行に支

障があり、又はこれに堪えられない

とき 

５．会社法、公認会計士法等の法令違反によ

る懲戒処分や監督官庁からの処分を受

けているか否か確認する。 
６．監査を遂行するに不十分と判断される要

因の有無を確認する。 
ⅰ）監査品質並びに品質管理 

   ⅱ）独立性 

   ⅲ）総合的能力 

  ⅳ）監査実施の有効性及び効率性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

共通Ⅱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３月末～

５月上旬

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□会計監査人の

会計監査活動の

把握 

 

 

□経営執行部

門・会計監査人

からの報告聴

取・意見交換 

 

□経営執行部門（経

理部門・内部監査部

門等）⇔会計監査人

⇒監査役 

□経営執行部門、会

計監査人⇒監査役

１．監査役の決算監査の一環として、経理部

門・内部監査部門等から、会計事項に関す

る十分な報告を受ける。 

２．会計監査人から、監査実績について報告を

受け、前事業年度の会計監査における問題

点・課題を把握し、会計監査人が独立の立

場を保持し、職業的専門家として、適切な

監査を実施しているか否かについて判断

する。 

３．監査契約の更新に向けて経営執行部門が 

会計監査人と協議した重要な事項がある

場合には、経営執行部門から当該内容につ

いて説明を受け、意見交換を行う。 

４．上記の各報告・意見交換を受けて、前事業

年度の会計監査における問題点・課題を把

握する。 

５．経営執行部門から会計監査人を不再任と 

すべき提案があった場合は、不再任の事由

について、客観的かつ具体的に把握して、

再任の可否を判断する。 

６．会計監査人から下記の事項について説明を

１．共通Ⅰ留意点等３ 

２．会計監査人の再任・不再任・解任等の検

討に際しては、企業グループとしての意

向にも留意する。 

３．ローテーション等による業務執行社員等

の交代があるときは、当該交代の方針、

選任の経緯等について説明を受けると

ともに、引継状況について確認する。

（共通Ⅱ．実施内容６．参照） 
４．経営執行部門から、会計監査人の資質、

監査体制、会計処理を巡る経営執行部門

と会計監査人との意見の相違、監査報酬

等について意見を聞く。 
５. 共通Ⅰ留意点等４ 
６. 共通Ⅰ留意点等５ 
７. 共通Ⅰ留意点等６ 
 
 
 
 
 

 １．計規131各号 
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プロ 

セス 

実施 

時期 

実施 

項目 
対象 実施内容 留意点等 関連条文等 

 受け、意見交換を行う。 

ⅰ）会計監査人が、経営執行部門と協議し

た重要な事項 

ⅱ）会計監査人の状況と監査体制（ローテ

ーション等の体制、監査法人の内部管

理体制、新年度の会計監査人の監査体

制及び業務執行社員等の交代がある

ときは、当該交代の方針、選任の経緯

等について説明を受け、引き継ぎ状況

について、確認する） 

ⅲ）会計監査人の独立性に関する事項そ 

の他職務の遂行に関する事項(計規

131各号に掲げる事項) 

 
 
 

（２）再任に関する情報収集・分析 

再任Ⅰ ～３月末
※経営執
行部門に
対して、
監査役会
の再任決
定内容を
通知する
日程を考
慮した上
で実施す
る必要が
ある。 

□当期に監査役

が実施した会計

監査活動の整理 

 

 □共通Ⅰ実施内容１、２、３参照 

 

□共通Ⅰ留意点等１～６参照 

※再任に疑念がある場合、株主総会の議案

（不再任、新たな選任）の決定を念頭に置

き、できるだけ早期に対応する。（事業年

度を通して把握する） 

 

 

□共通Ⅰ関連条文等２参照 

再任Ⅱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３月末～

５月上旬

 

□会計監査人の

会計監査活動の

把握 

 

 

□経営執行部

門、会計監査人

からの報告書聴

取・意見交換 

□経営執行部門（経

理部門・内部監査部

門等） 

⇔会計監査人 

⇒監査役 

１．共通Ⅱ実施内容１参照 

２．共通Ⅱ実施内容２参照 

３．共通Ⅱ実施内容３参照 

４．共通Ⅱ実施内容４参照 
５．共通Ⅱ実施内容５参照 
６．共通Ⅱ実施内容６参照 
 

□詳細共通事項参照 

※再任に疑念がある場合、株主総会の議案

（不再任、新たな選任）の決定を念頭に置

きできるだけ早期に対応する。（事業年度を

通して把握し、評価する） 

 

 
 

□共通Ⅰ関連条文等２参照 

□共通Ⅱ関連条文等１参照 

□「監査役若しくは監査役会

又は監査委員会と監査

人との連携に関する共

同研究報告」(平成25年

11月 7日、日本監査役協

会、日本公認会計士協

会） 

□「会計監査人との連携に関

する実務指針」(平 26 年

４月10日会計委員会) 
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プロ 

セス 

実施 

時期 

実施 

項目 
対象 実施内容 留意点等 関連条文等 

□監査役監査基準31、同34 

□監査役会規則(ひな型)19 

□企業会計審議会「監査基準

（平成25年3月26日)「監

査に関する品質管理基

準」(平成17年 10月 28

日) 

□「会社法における会計監査

の実務対応」(平成 19 年

１月12日会計委員会) 

□公認会計士法34の11の３

□「会社法施行後における監

査役監査の実践事例 調

査結果【解説編】」(平成

19 年 10 月 11 日ケース・

スタディ委員会) 

□会340条①（監査役等によ

る会計監査人の解任） 

□会 344②（会計監査人の選

任等に関する議案の内容

の決定） 
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プロ 

セス 

実施 

時期 

実施 

項目 
対象 実施内容 留意点等 関連条文等 

再任Ⅲ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～５月中

旬 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□監査役会にお

ける選解任議案

等決定手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １．上記プロセス及び「会計監査人の解任又は

不再任の決定の方針」を定めている場合は

その方針に照らして、又は、前事業年度に

係る会計監査人監査の相当性の確認を踏

まえ、監査役会として再任するか否かを審

議し、会計監査人を再任する場合は、会計

監査人の前事業年度の監査活動の相当性

の審議内容について、議事録等に記載す

る。 
２．会計監査人を再任する場合は、取締役に対

して議案の報告又は会計監査人を不再任

とすることを株主総会の目的事項としな

い旨の連絡を行う。 
３．法的には不要であるが、適正手続の確保（デ

ュー・プロセス）の観点から、取締役に対

し、会計監査人の再任同意依頼書の提出を

求めることも考えられる。この場合、監査

役会は、前事業年度に係る会計監査人監査

の相当性の確認等を踏まえ、会計監査人の

再任について決議を行い、通知書を作成

し、取締役に送付する。この時、会計監査

人の選解任等を株主総会の目的としない

旨を付記する。 

１．取締役から会計監査人の解任又は不再任

に係る提案がない場合でも、毎期、監査

役会において会計監査人の再任の適否

について審議する。 
２．会計監査人を再任する場合には、会計監

査人の選任等を株主総会の目的としな

い旨、監査役会議事録及び再任決定通知

書に明記することもできる。 
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第２節 不再任・選任の場合 
１．不再任の場合 

プロ 

セス 

実施 

時期 

実施 

項目 
対象 実施内容 留意点等 関連条文等 

１．事前の情報収集並びに分析・意見交換 

（１）実績のまとめ 

再任の場合の情報収集・分析のⅠ及びⅡに同じ。 
追加の留意点としては、 
①会計監査人の監査活動の適切性・妥当性の評価にあたって、経営執行部門と十分な意見交換を行い、不再任とする理由を明らかにした上で、会計監査人の意見を聴取し、会

計監査人が監査品質を維持し適切に監査しているか評価を行い、監査役会が最終的に判断する。  

②不再任については慎重な対応が望まれることから、論点が整理された時点で監査役会が専門家等（顧問弁護士等）の意見を聴取することが望ましい。以後、必要の都度、専

門家（顧問弁護士等）に法的見解を確認することが望ましい。 
（２）会計監査人の不再任・選任に関する情報収集・分析 
不再任Ⅰ ～５月上

旬 
□経営執行部

門・会計監査人

からの報告聴取 

□経営執行部門 
⇔会計監査人 

⇒監査役 
又は 
□経営執行部門、会

計監査人 
⇒監査役 

１．会計監査人の会計監査活動を把握する。 
①経理部門・内部監査部門等から、各部門が
把握した会計監査に係る実績について十
分な報告を受ける。  

②会計監査人が独立の立場を保持し、職業的
専門家として適切な監査を実施している
か、企業グループの意向等にも留意する。 

③会計監査人から監査実績の報告を受ける。 
④各報告を受け、当期における会計監査の問
題点・課題を把握する。 

２．経営執行部門が会計監査人の不再任を求め
る事由及びそれに対する会計監査人の意
見について双方から説明を受ける。 

３．新たな会計監査人を選任するために、経営
執行部門及び会計監査人から、下記の事項
について説明を受け、意見交換を行う。 
ⅰ)会計監査人候補の概要 
ⅱ)欠格事由の有無 
ⅲ)候補選任の経緯 
ⅳ)会計監査人の独立性に関する事項その

他職務の遂行に関する事項（会社計算
規則第131条各号に掲げる事項） 

ⅴ)会計監査人の内部管理体制 
ⅵ)新事業年度における会計監査人の監査

体制、職務を行うべき社員の経歴（監
査責任者及び監査従事者）及びローテ
ーション等の体制 

ⅶ)監査契約の内容、監査報酬及び非監査
報酬の金額・水準 

□定時株主総会の議案を決定する取締役会

の日程を意識し、遅くとも５月上旬までに

はこれらの内容を実施する。 
□不再任の事由が、会計監査人の資質にある

場合、監査チーム体制にある場合、会計処

理を巡る経営執行部門と会計監査人の意

見の相違にある場合、監査報酬にある場合

などについて、当該事由を客観的かつ具体

的に把握する。 
□会計監査人の監査活動の適切性・妥当性の

評価にあたっての留意点：公開会社におい

ては、事業報告に記載している「会計監査

人の解任又は不再任の決定の方針」の内容

も再任･不再任の判断基準となる。また、

会計監査人の独立性、法令等の遵守状況に

ついても検討が必要である。 

 

 

 

□関連条文等は再任Ⅱの場

合の情報収集分析に同

じ。 
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プロ 

セス 

実施 

時期 

実施 

項目 
対象 実施内容 留意点等 関連条文等 

２．不再任に関する手続き、不再任議案及び選任議案の提出 

不再任Ⅱ ５月中旬 □不再任に関す

る手続き 
 □監査役会における審議及び取締役会への通 

 知 

１．経営執行部門と十分な意見交換を行い、会

計監査人に対して不再任とする理由を明

らかにし、会計監査人の意見を聞いて監査

役会が最終的に判断する。 

２．「会計監査人の解任又は不再任の決定の方 

針」に照らし、また、前事業年度に係る会

計監査人監査の相当性の確認を踏まえ、監

査役会として再任するか否かを審議の上

で決定し、審議内容を議事録に記載する。

その際監査役は、会計監査人の選解任等の

議案決定及び不再任について、プロセスを

可視化し記録として残すことが重要であ

る。  

３．取締役会に対して、監査役会の決定内容を

通知し、会計監査人の選任を株主総会の目

的とする旨を付記する。その際監査役は、

会計監査人の選解任等議案の審議の経過

の要領と決定について、議事録等に記載

し、会計監査人を不再任とする場合は、会

計監査人の前事業年度の監査活動の相当

性の審議内容について、議事録等に記載す

る。 

□「会計監査人の解任又は不再任の決定の方

針」について  

１．公開会社においては、「会計監査人の解

任又は不再任の決定の方針」が事業報告

の開示事項となっている。事業報告は経

営執行部門で準備すべきものであるが、

会計監査人の選解任等の議案決定権が

監査役にあることから、「会計監査人の

解任又は不再任の決定の方針」の策定

は、監査役が行うことになる。 

２．文書で執行側に連絡・通知をすることが

望ましい。 

 

□施規126四(会計監査人の

解任又は不再任の決定の

方針) 

不再任Ⅱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５月中旬 □監査役会にお

ける審議、不再

任の決定の手続 
 
 
 
□不再任議案の

手続 
 
 
 

 □監査役会による不再任議案及び選任議案の

提出 

１．監査役会で決議した後、取締役会に会計監

査人の不再任議案及び選任議案を提出す

る。 

２．会計監査人を不再任とする議案を株主総会

に提出する場合、株主総会参考書類に、次

の事項を記載しなければならない 。 

ⅰ）会計監査人の氏名又は名称  

ⅱ）監査役会が議案の内容を決定した理由  

ⅲ）会計監査人の意見があるときは、その意

１．会計監査人の不再任議案を提出する場

合、新しい会計監査人の選任議案を同時

に提出しなければならない。新会計監査

人の選任議案の決定に要する期間にも

留意する必要がある。不再任の可能性が

ある場合には、事業年度末までには判断

する。 

２．会計監査人から辞任の申出があった場

合、監査に障害が生じている場合も多い

ことから、監査役は当該辞任の理由を確

認して、会社側の対応に問題がなかった

□会 344③(会計監査人の選

任等に関する議案の内容

の決定)、同 340（監査役

等による会計監査人の解

任) 
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プロ 

セス 

実施 

時期 

実施 

項目 
対象 実施内容 留意点等 関連条文等 

 
 

□不再任議案及

び選任議案の提

出 
 

見の内容の概要 

 
 
 

か検証することが必要である。 

３．会計監査人に法定の解任事由が生じた場

合、監査役は会計監査人の解任につき検

討する。この場合の手続は不再任の手続

に同じ。 
 

２．選任の場合 
１．選任議案の決定後の手続（選任の手続等） 

選任Ⅰ ６月中旬

～月末 
□株主総会にお

ける選任決議 
 １．取締役会において、現在の会計監査人の不

再任議案及び新たな会計監査人の選任議

案が株主総会に提出する議案として適正

に決議されることを確認する。 
２．株主総会参考書類において、必要な記載事

項が適正に記載されているか、確認する。

３．株主総会において、現在の会計監査人の不

再任議案及び新たな会計監査人の選任議

案が適正に決議されることを確認する。 
 

１．会計監査人を不再任とする場合には、後

任の会計監査人への引継ぎ状況につい

て確認する。 
２．必要に応じて引継ぎが十分に行われるよ

う会計監査人に求める。 

□会 329(選任)、同 298(株主

総会の招集の決定)、同

309①(株主総会の決議)、
同 344(会計監査人の選任

等に関する議案の内容の

決定) 
□施規 77(会計監査人選任議

案)、同 81(会計監査人解

任・不再任議案 )、同

126(会計監査人設置会社

の事業報告の内容) 
選任Ⅱ ６月中旬

～月末 
□選任後の手続 □経営執行部門 

⇔会計監査人 
⇒監査役 

１．監査法人が会計監査人に選任された場合に

は、速やかにその社員の中から会計監査人

の職務を行うべき者が選定され、会社に通

知されていることを経営執行部門に確認

する。 
２．新たな会計監査人の氏名又は名称が２週間

以内に会社の本店所在地に登記されたこ

とについて、経営執行部門から報告を受け

る。 
 

１．会計監査人の登記手続が行われたことを

確認する。 
□会 337(会計監査人の資

格等 )、同 911③十九(登
記)、同915(変更登記)、同

976 一(登記違反)  
□商業登記法 54②③(取締役

等の変更の登記) 
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第３節 解任の場合他 
１．解任の場合 

プロ 

セス 

実施 

時期 

実施 

項目 
対象 実施内容 留意点等 関連条文等 

□会計監査人は、上場会社が開示する情報の信頼性について、その利用者である株主等に対する責務を負っていると考えられることから、法定の解任

事由や一定の事由により適正に監査業務を遂行することができない事態が生じた場合、適正な監査の確保に向けた適切な対応の一環として解任の手

続を進める必要がある。 
１．会計監査人の解任の手続については基本的に不再任の場合と同様であるため上記不再任・選任の場合を参照のこと。 
２．会計監査人の解任の概要は次のとおりである。 

①会計監査人は、いつでも株主総会の決議によって解任できるが、正当な理由がなく解任された会計監査人は解任によって生じた損害の賠償を

請求することができる。 
②監査役会は、経営執行部門に対し会計監査人の解任を株主総会の目的にするよう議案を提出することができる。議案を提出する場合、株主総

会参考資料には監査役会が議案の内容を決定した理由を記載しなければならない。 
③会計監査人が、職務上の義務違反･職務懈怠・非行・心身の故障により職務の執行に支障があり又は職務に堪えない場合は、株主総会を開催せ

ずに監査役全員の同意により会計監査人を解任できる。 
この制度は、株主が多数の場合には会計監査人の解任のため臨時株主総会を開催することは容易でないことから設けられたものである。会計

監査人を解任した場合には、監査役会が選定した監査役（注：監査役会設置会社でなく、監査役が二人以上ある場合は「監査役の互選によっ

て定めた監査役」）が、解任後最初に招集される株主総会において、その旨及び解任の理由を報告しなければならない。 

□会339(解任)、同344(会計

監査人の選任等に関する

議案の内容の決定、同

340(監査役等による会計

監査人の解任) 
 

 

２．会計監査人が退任する場合 
プロ 

セス 

実施 

時期 

実施 

項目 
対象 実施内容 留意点等 関連条文等 

□会計監査人は次の場合に退任することになる。 

①株主総会の不再任決議 

②会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款変更 

③臨時株主総会で決算期を変更し、変更後最初の事業年度を「１年を超える期間」とする定款変更 

④株主総会の解任決議 

⑤会計監査人の資格の喪失 

⑥辞任・会計監査人の死亡・破産手続開始・会社の解散（合併により会社が消滅する場合を含む）による委任の終了 

⑦監査役（会）による法定事由による解任 

□会338②再任の見做し、 

会 338③会計監査人設置

の廃止、会 339①解任、

会 337③会計監査人にな

れない事項、会 471 四解

散の事由（合併）会 330

会計監査人との関係、民

法 651①委任の解除、民

法 653 委任の終了事由、

会 340①②④監査役等に

よる会計監査人の解任 
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３．会計監査人が辞任する場合 

プロ 

セス 

実施 

時期 

実施 

項目 
対象 実施内容 留意点等 関連条文等 

□会計監査人の辞任の手続については、基本的に不再任の場合と同様であるため、上記不再任・選任の場合を参照のこと。 

留意点としては、 

１．会計監査人から辞任の申出があった場合、監査に障害が生じている場合も多いことから、監査役は当該辞任の理由を確認して、会社側の対

応に問題がなかったか検証することが必要である。 

２．会計監査人は、会計監査人の辞任について株主総会に出席して意見を述べることができる。この意見がある場合は、株主総会参考書類記載

事項となる。 

３．辞任した会計監査人があるときは、次に掲げる事項（当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。）を事業報告に記

載しなければならない。 

①会計監査人の氏名又は名称  

②辞任した会計監査人が辞任した旨及びその理由を株主総会で述べるときはその理由 

 

 

 

 

４．一時会計監査人の選任 
プロ 

セス 

実施 

時期 

実施 

項目 
対象 実施内容 留意点等 関連条文等 

  □一時会計監査

人の選任 
□監査役会 □会計監査人が欠けた場合又は定款で定め

た会計監査人の員数が欠けた場合におい

て、遅滞なく会計監査人が選任されないと

きは、監査役会が一時会計監査人を選任す

る。 
１．監査役会は、経理・会計部門等と連携し、

一時会計監査人の候補を選び、当該候補

に関し、不再任・選任の場合と同様の情

報収集・分析を行い、監査役会を開催・

審議し、一時会計監査人を選任する。 

２．一時会計監査人を選任した場合は、その

氏名又は名称につき２週間以内に会社の

本店所在地に登記されたことについて、

経営執行部門から報告を受ける。 

 

□「遅滞なく」とは、決算期の到来直前に会

計監査人が欠けた場合のように定時株主総

会までの会計監査業務に支障を来す場合

や、定時株主総会直後に会計監査人が欠け

た場合で、近く臨時株主総会の開催予定が

ない場合等のように、株主総会における会

計監査人の選任を待てない場合は監査役会

が一時会計監査人を選任する。 
□選任の時期については、監査役会の選任手

続及び一時会計監査人の受託可否の検討時

間等相応の時間を勘案して手続に着手す

る。 
□一時会計監査人を選任した場合は、その後

の最初の株主総会で新しい会計監査人を選

任するため、前述の選任の手続に移行する。

□会 346④⑤⑥(一時会計監

査人の選任)、同976 二十

二(選任違反)、同911③二十

(一時会計監査人の登記)、同

976 一(登記違反) 
 

以上
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資料編 

資料１ 会計監査人の再任に関する事務手続きの対応について 
 

― 会計監査人の再任に関する事務手続きの対応について ― 
○○株式会社 監査役会 

実施項目 業務内容 相手先 時期 留意点 
１.実績のまとめ 
（１）当期に監査役が実施した会計監査活

動を整理 
① 会計監査人からの報告聴取 
② 現場確認（実証手続きへの同行・立会） 
③ 経理部門からの報告聴取 
④ 監査役（会）に対する報告義務の履行状況 

－ ～４月中旬 

会計監査人監査の相当性判断のために、年間を

通じての状況の把握を行う 

（２）会計監査人の会計監査活動の把握 ① 被監査部門が把握した会計監査に係る実績 
○○部門 ～４月下旬 会計監査人が独立の立場を保持し、専門家とし

て適切な監査を実施しているかの確認 
② 監査実績についての報告 会計監査人 ～４月下旬  
③ 当期における会計監査の問題点等の把握 － ～４月下旬  

２.会計監査人の再任に関する情報収集・分析 
（１）経営執行部門・会計監査人から報告

聴取、意見交換 
① 経理部門等から、会計監査人再任に関する意見

を聞き、意見交換を行う ○○部門 ～５月上旬  

② 会計監査人から、下記の事項について説明を受

け、意見交換を行う 
・経営執行部門と協議した重要な事項 
・会計監査人の独立性に関する事項その他 
職務の遂行に関する事項 

・会計監査人の状況と監査体制 

会計監査人 ～５月上旬

ローテーション、新年度の会計監査人の監査体

制及び、業務執行社員に交代があるときは、当

該交代の方針・選任の経緯等について説明を受

け、引継状況について確認する 

３.再任の手続き 
（１）監査役会の審議 ①会計監査人の再任に関する事務手続対応 

※会計監査人の再任に係る判断基準（例）資料参 

 照 
②「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」 
の視点での検証 

－ 4 月○日 

「会計監査人の解任又は不再任の決

定の方針」の制定と開示 
監査役会規則の改正 
 

会計監査人再任に係る決議  ５月○日  

（２）取締役会への通知 会計監査人再任に係る決議の通知 － ５月○日  
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資料２ 会計監査人の再任に関する判断基準 

                                   
  １．作成の意図・目的 

 

≪「会計監査人の再任に係る判断基準（例）」（以下、「判断基準」という。）作成の意図・目的≫ 

 

監査役会において会計監査人の再任・不再任の判断をするにあたり、あらかじめ一定の判断基準を策定し、

担当監査役が当該基準に係る事項について調査を実施し、監査役会において、その調査結果をもとに当該基

準に基づいた判断を行い再任を決議し、決算取締役会の前までに執行側に対する通知を行うというスケジュ

ールが考えられる。 

上記のスケジュール感から、判断基準については、決算期以前にあらかじめ決定しておくことが望ましい

ことから、本チームでは判断基準を構成する各項目について検討をしておくこととする。 

判断基準の各項目としては、会計監査人の「監査品質」、「品質管理」、「独立性」、「総合的能力」、

「監査実施の有効性及び効率性」等の具体的要素を列挙し会計監査人から提供される「会社計算規則第131

条に基づく監査役等への通知事項」、「品質管理に関する書面」（注１）等の記載内容、及び期中の会計監

査人とのコミュニケーション等から得られる情報があり、更に、「会計監査人の再任に係る判断基準（例）」

表には直接的には含まれていないが、当期に係る会計監査人監査の相当性の確認も再任判断では重要であり

（会計監査人監査の相当性についての監査調書（案）参照）、これらの内容をもとに、当該会計監査人が再任

するに相応しいかどうかを判断すると考えられる。 

再任判断にあたり、各社の実情に応じた判断基準や検証結果の参考並びに活用の一助として、ある企業の

様式を基に、今回判断基準並びに検証結果の例について、以下のとおり作成した。 

 

＜注記＞ 

（注１）会計監査人の再任に係る判断基準（例）の別紙とは、監査法人における当社の監査を担当する業務

執行社員から、監査役（会）宛に提出される「会計監査人の職務の執行を適正に実施することを確

保するための体制について」を指す。（以下「品質管理に関する書面」という。） 

品質管理に関する書面は、監査法人内部で規定する品質管理規則を基に作成されている為、品質管

理に関する書面及び品質管理規則を確認し、検証結果としている。なお、表中の〔別紙○．(○)〕は、

記載例として付記している。 

（注２）専門要員とは、監査法人内における社員及び社員以外の公認会計士の総称として用いられている言

葉である。 

 

≪「会計監査人監査の相当性についての監査調書（例）」作成の意図・目的≫の補足 

 

「会計監査人監査の相当性についての監査調書（例）」は、社外監査役と会計監査人が監査役会で一

堂に会することができないケースを想定し、会計監査人から社外監査役に監査の進捗状況を報告する場

を設けている例示として作成した。 
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２．会計監査人の再任に係る判断基準（例） 

 

会計監査人の再任に係る判断基準（例） 

 

○○株式会社 監査役会 

判 断 基 準 検 証 結 果 適否

１．監査品質並びに品質管理 

（１）監査業務の実施体制   

①監査業務の実施に関して、実効性のある品

質管理システムを定め適切に整備・運用を

行っていること 

監査の品質を合理的に確保するために日本公認会計士

協会の監査基準に準拠した監査マニュアルを定め、リス

クアプローチによる監査を実施している。また、監査業務

の品質が保持されることを重視して運営を行っている。 

適 

②品質管理システムについて、監査実施者や

その他の職員に対し周知徹底を行っている

こと 

品質管理担当責任者を定め、品質管理に関する方針及

び手続を文書化し、専門要員に説明することにより周知

徹底を行っている。 

〔○○監査法人 品質管理規則第○条〕 

適 

（2）品質管理システムの監視体制   

①品質管理責任者に実効性のある検証を実

施させ、十分かつ適切な権限を与えている

こと 

監査法人の品質管理責任者等については、次のように定

め実施している。 

・最終的な責任は理事長 

・品質管理規則に係る業務を統括する機関は品質管理

本部 

・事務所及び個々の監査業務の品質管理の監視は内部

監査室 

・個々の品質管理に関する最終的な責任は監査責任者 

〔別紙○．（○) 〕 

適 

②品質管理システムの監視に関する手続きを

定めることとともに、適時のモリタニング実施

や社員間の相互牽制等を通じて、品質管理

システムの実効性を確保していること 

内部監査室が、日常的な監査及び定期的な実施状況の

点検を行っている。 

〔別紙○．（○) 〕 
適 

③品質管理システムの整備及び運用状況に

係る実態把握を適切に行い、認められた問

題を洗い出す検証体制を構築していること 

監視・レビューの結果発見された事項を評価し、是正措

置を関係責任者、監査責任者に伝達する体制をとってい

る。 
適 

④審査会検査、品質管理レビューにより指摘さ

れた監査手続き上の不備を十分に考慮した

上で、定期的な検証の対象業務を選定して

いること 

定期的な検証の対象業務(監査業務等)について、審査

会検査、品質管理レビューにより指摘された事項は検証

項目としている。 

〔別紙○．(○)〕 

適 

⑤監査業務に係る監査実施者の不適切な行

為、判断並びに意見表明、関連する法令に

対する違反及び監査事務所の定める品質

管理システムへの抵触に関して、監査事務

所内外からもたらされる情報に対処するため

の方針及び手続きを定めていること 

当該事案がある場合内部監査室長宛に申立てることがで

きる体制となっており、また、外部通報制度を導入してい

る。 

〔別紙○．（○) （○) 〕 
適 

（3）品質管理の責任体制   

①品質管理に関する明確な責任体制を定めて

いること 

監査法人の品質管理責任者は、次のように定め実施して

いる。 

・最終的な責任は理事長 

・事務所及び個々の監査業務の品質管理の監視は内部

監査室 

適 
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・個々の品質管理に関する最終的な責任は監査責任者 

〔別紙○．（○)〕  

②品質管理責任者には十分かつ適切な経験

を有する者を明確に選任していること 

品質管理責任者には、品質管理システムを整備し、運用

するための十分かつ適切な経験及び業務遂行能力を維

持した者を選任し、品質管理上の問題を識別、理解して、

適切な方針及び手続を定める体制としている。 

〔○○監査法人 品質管理規則第○条〕 

適 

（4）品質管理の評価に対する体制   

①品質管理レビュー及び検査の受検により、

重要な指摘事項もしくは改善命令・改善勧

告があった場合の対応状況が適切であるこ

と 

日本公認会計士協会より品質管理レビュー報告書（平成

○年○月○日付）及びフォローアップ・レビュー報告書

（平成○年○月○日付）を受領している。 

また、公認会計士・監査審査会より検査結果通知書（平成

○年○月○日付）を受領している。 

当該監査事務所における品質管理に関して、重要な指

摘はない。 

〔別紙○．(○) 〕 

適 

②日本公認会計士協会又は公認会計士・監査

審査会から、監査の品質に関して求められ

ている事項がないこと 

該当する事項はない。 

〔別紙○．(○) 〕  適 

③「職務の遂行を適正に実施することを確保

するための体制」に影響を及ぼす重要な事

項がないこと 

該当する事項はない。 

適 

２．独立性及び職業倫理 

①職業倫理の遵守に関する方針及び手続きを

定めていること 
日本会計士協会の倫理規則に準拠して、職業倫理及び

その遵守に関する方針及び手続を定めている。 

〔別紙○．（○) 〕   

適 

②独立性が適切に保持されるための方針及び

手続きを定めていること 

法令及び日本公認会計士協会の倫理規則等に定められ

た独立性の原則を、遵守する方針及び手続を定めてい

る。 
適 

③独立性の保持が要求されるすべての構成員

から、独立性の保持のための方針及び手続

きの遵守に関する確認書を、少なくとも年一

度入手していること 

独立性を確認する手続を実施しており、遵守に関する確

認書を全社員職員から年 1 回入手している。 

〔別紙○．（○） ○〕 適 

④独立性の違反に関する方針及び手続きを定

めていること 

専門要員に一定の該当事項が生じた場合には、所定の

手続により懲戒がなされる規定になっており、また、独立

性の保持のための方針及び手続に対する違反を識別し

た場合、これに対する適切な措置をとるための手続を定

めている。 

〔別紙○．（○）〕 

適 

⑤「非監査契約等」の締結に関する方針と手続

きを定めており、また当社グループ会社と締

結している、もしくは今後の締結の予定があ

る「非監査契約等」の内容が妥当なものであ

ること 

当社グループ会社と締結もしくは今後締結の予定がある

「非監査契約等｣は、現在のところ該当事項はない。 

〔別紙○．（○） ○〕 適 
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⑥「業務執行社員」の長期間の関与に関する

方針と手続きが定められており、「業務執行

社員」のローテーションの管理が適切に行わ

れていること 

 

監査責任者の連続関与期間は 7 会計期間（上場会社の

筆頭監査責任者については最長 5 会計期間）と、内規に

より定めている。ローテーションの管理は適切になされて

いる。 

〔別紙○．（○） ○〕 

適 

⑦情報管理に係る責任者並びに情報管理に

係る規定を定めていること 

情報セキュリティ基本方針を定めている。情報セキュリティ

の責任者は理事長であり、また、情報セキュリティ委員会

を設置し情報セキュリティ責任を管理運用している。

〔別紙○．（○）〕 

適 

⑧当社株式の保有制限等、インサイダー取引

の防止に関する方針並びに手続きを定めて

いること 

インサイダー取引を防止するための内部管理体制を整備

しており、専門要員及び事務職員の上場株式等の売買

は原則禁止している。 

〔別紙○．(○)〕 

適 

３．総合的能力（職業的専門家としての専門性） 

①当社が所属する業界企業等での監査実績、

又は同業界に対する知見があること 
監査責任者は、長年当社が所属する業界での監査に従

事した実績があり、また、当該監査法人内の審査部又は

審理室長として同業他社の監査業務の審査の経験があ

る。 

適 

②当社グループを継続的に監査するために必

要な規模並びに組織体制であること 
監査チームは業務執行社員○名、公認会計士○名で構

成されており、また、監査従事者は当社の監査に継続的

に関与しており、規模、内容とも適正な人員体制である。 

適 

③本邦会計基準、国際会計基準及び本邦会

計監査、国際会計監査等に係る調査研究体

制を備えており、新たに採用される会計基

準及び監査基準への対応が取れる体制が

整備されていること 

国際ネットワーク○○○から情報提供を受けている。 

本邦会計基準、会計監査に関して、当該監査法人審理

室において調査研究体制を備えている。 

ＩＦＲＳに関して、当該監査法人○○部で調査研究体制を

備えている。 

〔別紙○．(○)〕 

適 

④会計監査以外の専門家との連携体制がある

こと 

専門的な見解の問い合わせを行う場合、当該監査法人

が指定した外部専門家(弁護士等)を利用する体制であ

る。 

〔別紙○．(○)〕 

適 

⑤監査実施者の採用、教育、訓練、評価の体

制が整備され適切に実施されていること 

次の体制により行っている。 

・専門要員の採用に関する業務：人事部 

・採用された専門要員の教育、研修に関する業務：研修

部 

・専門要員の評価：監査部長及び監査責任者 

〔別紙○．(○)〕 

適 

⑥監査実施者の選任に関し、各監査実施者が

業務実施のために確保できる時間や、職業

的専門家としての基準及び法令等に対する

理解、実務経験、判断能力等について考慮

する体制となっていること 

監査チームの編成に際し、監査責任者については、その

能力、経験及び独立性を考慮するとともに監査に十分な

時間を確保できることを確認して理事会の決議をもって選

任している。〔別紙○．(○)〕 

専門要員の選任について検討すべき事項を定めている。

〔○○監査法人 品質管理規則第○○条〕 

適 

⑦監査調書の機密性、保管の安全性、情報の

完全性、アクセス可能性及び検索の可能性

を確保するための方針及び手続きを適切に

整備運用していること 

監査調書の管理に関しては、機密性、保管の安全性等の

合理的な確保に留意している。また、監査調書管理・保

管規定を定めている。 

〔別紙○．(○)〕 適 
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４．監査実施の有効性及び効率性 

①監査実施者は、監査調書の作成に際し、一

般的に公正妥当と認められる監査の基準へ

の準拠性、監査手続きの実施時期及び範

囲、到達した結論等について必要かつ十分

な記載を行っていること 

監査に必要な技法を監査マニュアル等として集積し、品

質管理本部、品質管理部、審理室等からの情報発信等

により専門要員に適時かつ的確に情報を伝達するととも

に、適切な指示及び指導を行う体制を整備しており、監

査調書の作成に関しては、必要かつ十分な記載を行う体

制となっている。 

〔別紙○．(○)〕 

適 

②監査実施者のリスクの識別・評価の過程に

おける企業環境、グループ内部統制の整

備・運用状況、不正リスクの要因等の理解が

十分であること 

監査計画策定時に、企業環境、グループ内部統制の状

況、不正リスク要因等の理解に関して検討しており、会計

監査人の「監査計画」によって当社へ報告している。 
適 

③監査実施者が認識した重大リスクへの対応

は適切であったと認められること 

「監査計画」において監査上の重要課題としている項目

については、監査上も留意し対応しており、問題点等が

発見された場合は適時に検討事項として監査役へ報告

を行っている。 

適 

④「監査契約」に定める監査業務を適切に遂

行するための能力と経験を有する監査実施

者の確保の状況と監査チーム編成は適切な

ものとなっていること 

監査チームのメンバーの選任と必要とされる監督の程度

の決定においては、以下の検討事項の例等検討すべき

事項を定めており、下記の①～③に対応した監査チーム

編成を行っている。 

〔○○監査法人 品質管理規則第○○条〕 

①業務の内容と複雑さの程度が類似した監査業務への

従事、適切な訓練を通じて得られた監査業務の理解の

程度及びこれらの実務経験 

②職業的専門家としての基準及び適用される法令等に

関する理解 

③IT の知識及び会計又は監査の特定の領域を含む適切

な専門的知識 

適 

⑤監査業務に係る審査に関する手続きを定め

ていること 

監査業務に係る審査に関する方針及び手続を定めてお

り、レビュー・パートナーによる審査を実施している。 

〔別紙○．(○)〕 
適 

⑥審査担当者は、監査チームが行った重要な

判断や監査意見について、監査責任者との

討議、監査調書の検討、監査意見の評価、

財務諸表と監査報告書案の適切性の検討

等を実施していること 

レビュー・パートナーの審査対象は、監査計画書、監査

報告書、調査報告書等の当監査法人名で作成される監

査又は証明に係る書類及び事前審査事項であり、レビュ

ー・パートナーは、監査チームが行った重要な判断や監

査意見を客観的に評価する体制となっている。 

評価には以下の項目が含まれている。 

・重要な事項についての監査責任者との協議 

 ・財務諸表等と監査報告書案の検討 

 ・監査チームが行った重要な判断とその結論に関する 

  監査調書の検討 

 ・監査意見の評価及び監査報告書案が適切であるか、 

  どうかの検討 

〔別紙○．(○)〕 

〔○○監査法人 品質管理規則第○○条○〕 

 

適 
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⑦不正リスクへの対応の計画を適切に定めて

いること 

不正リスク対応基準が適用される監査業務における対応

には、以下の項目を定めている。 

・監督及び査閲 

・専門的な見解の問合せ 

・審査 

・監査責任者全員の交代 

〔別紙○．(○)〕 

適 

⑧財務諸表に係るグループの内部統制システ

ムの監査計画は、適切であったと認められる

こと 

「監査計画」において、内部統制の評価の方針及び実施

時期について検討の結果、会社評価方法に特に問題は

見られないとの報告が行われている。 
適 

⑨監査実施者間又は監査実施の責任者と監

査業務に係る担当者等の間の相違を解決

するために、必要な方針及び手続きを定め

ていること 

監査チーム内、監査チームと専門的な見解の問い合わ

せの助言者との間、又は監査責任者と審査委員又はＲＰ

との間で監査上の判断の相違がある場合には、事前審査

を受審する体制となっている。 

〔別紙○．(○)〕  

適 

⑩監査役との連携体制の確保するための協議

事項を定めるとともに、積極的な情報交換や

意見交換のための体制を整備していること 

「監査計画」の際に、監査上の重点項目等が提示されて

いる。 

監査役との連携に関しては、定期的に意見交換を行うとと

もに、要請に応じて面談による報告説明を行っている。 

適 

⑪内部統制部門及び子会社の監査役との連

携の計画が適切であること 

当社の内部監査部門から、内部統制監査実施時に定期

的に報告を受けるとともに、検討事項等について協議を

行っている。 

子会社監査役との連携に関しては、子会社往査を実施し

た際に、検討事項について面談又は文書で協議、確認を

行っている。 

適 

≪参考様式≫ 
「会計監査人監査の相当性についての監査調書（案）」／「再任決定通知書」（例） 
※会計監査人を再任する場合の「会計監査人監査の相当性についての監査調書」及び「再任決定通知書」 
について、ある企業の様式を事例として示す。 
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資料３ 会計監査人監査の相当性についての監査調書（例） 
 

平成○○年○月○○日 

○○○○○○株式会社 

                                       監 査 役 会 

 

１. 監査方法 

（１） 会計監査人からの報告書受領 

① 平成○○年○月期貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(以上は個別注期表を含む)及び

附属明細書に係る監査報告 

: 平成○○年○月○○日に受領 

② 平成○○年○月期連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書(以上は連結注記表

を含む)に係る監査報告 

: 平成○○年○月○○日に受領 

③ 会計監査人の職務の遂行に関する事項の通知   

: 平成○○年○月○○日に受領 

 

（２） 会計監査人からの報告聴取 

平成○○年○○月○○日 平成○○年○月期監査結果報告（前年度分） 

平成○○年○○月○○日 平成○○年○月期関係会社監査気付事項報告（前年度分） 

平成○○年○○月○○日 平成○○年○月期会計監査計画の報告聴取 

平成○○年○○月○○日 第1四半期レビュー結果の報告聴取 

平成○○年○○月○○日 第2四半期(中間)レビュー結果の報告聴取 

平成○○年○○月○○日 社外監査役（非常勤）への監査進捗状況報告聴取 

平成○○年○○月○○日 第3四半期レビュー結果の報告聴取 

平成○○年○○月○○日 連単会計監査結果及び内部統制監査の状況の報告聴取 

平成○○年○○月○○日 有価証券報告書監査、内部統制報告書監査結果の報告受領（予定） 

 

（３） 会計監査人による実証手続への同席 

平成○○年○○月○○日 事業所監査における実証手続への同席 

平成○○年○○月○○日 実地棚卸における実証手続きへの同席 

 

（４） その他 

平成○○年○○月○○日 監査役会議事録閲覧及び意見交換 

平成○○年○○月○○日 監査役会にて平成○○年○月期監査契約締結同意 

平成○○年○○月○○日 監査役会にて平成○○年○月期監査報酬同意 

平成○○年○○月○○日 監査計画変更の概要説明 

平成○○年○○月○○日 平成○○年度の会計監査に関する提案の聴取 
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２. 監査結果所見 

会計監査人監査の方法及び結果は、相当であると考える。 

 

３. 理由 

(監査方法について) 

・ 会計監査人の監査計画における重点監査項目は、当社及び当社を取り巻く環境・リスクを反映した内

容となっている。 

・ 監査役からは、会計監査人が平成○○年度の監査時間数（実績）を踏まえ、平成○○年度の監査時間

数（計画）を一定程度効率化を図りつつ、監査報酬を設定したことに対し、監査品質を低下させない

よう申し入れを行い、結果、一定程度監査品質は維持された。 

・ 会計監査実施の際の重要性の基準については、会社の内部統制上のリスクを勘案して算定されている。 

・ 会計監査人による実証手続の実施については、監査役としても一部同席した。会計監査人からの担当

者へのインタビュー等により確認がなされていることを確認した。 

(監査結果について) 

・ 会計監査の結果、個別計算書類、連結計算書類とも無限定適正意見が表明されている。監査役として

も計算書類等の内容は当社の財産･損益の状況を適切に表示していると考えており、会計監査人の監査

結果は適切と判断している。 

・ 平成○○年○月○○日に実施された監査役会宛監査結果の説明時に、会計監査として実施された手続

の概要、内部統制監査としてこれまでに実施された手続の概要、会計監査人として認識している計算

関係書類上の未修正の過誤について重要性がない旨、会社法上の決算プロセスにおいて会社の財務報

告に係る内部統制上重大な欠陥に該当する事項は認められない旨説明を受けた。監査役からは、会計

監査人として必要な手続が実施できた事、会社の決算・計算関係書類の作成等が会計基準に則って行

われている事、後発事象に該当する事実がない事を確認した。 

(会計監査人の独立性について) 

・ 会計監査報酬については、平成○○年度は○○○○を原因として監査時間が大幅に増加したものの、

監査法人より平成○○年度においては監査業務の効率化を図ることを前提に監査報酬を設定したとの

説明があった。監査報酬の交渉・決定は経理部門を窓口に行われたが、調整の結果 会社・会計監査

人とも納得する内容となり、監査役会としては品質維持の観点から注視が必要としたうえで、平成○

○年○月○○日開催の監査役会にて同意決議を行った。 

・ 会計監査人による他の非監査業務による役務提供、その他会社との間で独立性に疑念が生じるような

関係は認められない。 

(会計監査人の職務の適正を確保する体制について) 

・ 会社計算規則第 131 条に定める会計監査人の職務の遂行に関する事項については、平成○○年○月○

○日の計算書類監査報告受領時に通知を受領、同○○日に内容についての説明を受けた。同内容は企

業会計審議会の品質管理基準等に則った内容となっており、特段の問題はない。 

 

 

以上 
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資料４ 会計監査人の再任の決定に関する監査役会から経営執行部門宛通知書（例）
 

平成○○年○月○○日 
○ ○ ○ ○ 株式会社  
代表取締役社長  ○○ ○○  殿  

○ ○ ○ ○ 株式会社  監査役会 
      議長  常勤監査役  ○○ ○○ 

 
会計監査人再任に関する通知書 

 
当監査役会は、本日開催の監査役会において会計監査人の再任について決定いたしましたので、別紙のと

おり通知いたします。 
 

以 上 
 

平成○○年○月○○日 
○ ○ ○ ○ 株式会社  
代表取締役社長  ○○ ○○  殿  

○ ○ ○ ○ 株式会社  
      監 査 役 会 

常勤監査役  
常勤監査役    

                        監 査 役  
監 査 役  

 
会計監査人の再任について  

 
平成○○年○月○○日開催の監査役会において、第○○期事業年度の会計監査人として、○○○○

有限責任監査法人の再任を決定し、第○○回定時株主総会において会計監査人の選解任等を議案とし

ないことについても決定しましたので通知いたします。 
                    記 

   １．会計監査人について 
 ○○○○有限責任監査法人を再任することを決定しました。 
 なお、本再任により、第○○回定時株主総会の目的事項（議案）としないこともあわせて決

定しました。 
 
   ２．会計監査人を再任した理由 

 当監査役会は、当社の財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人

の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集しました。 
 その結果、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、当監査役会は○○○○有限責任監

査法人を再任することが適当であると判断しました。 
以 上   
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第３部 内部統制システムに関する改正について 
 

第１章 内部統制システムに関する改正についての研究 

第１節 総論 

１．研究の意図及び目的 

平成 26 年の会社法施行規則の改正により、業務の適正を確保するための体制（会 362 条 4 項 6 号）、

いわゆる内部統制システムについて、その規定がより明文化されることとなった。 
第 3 部では、会社法及び同施行規則の内部統制システムに係る改正部分への対応についての研究を

行った。研究に当たっては改正施行規則（100 条 1 項及び同 3 項）に新設された個別の項目ごとに、

従前から対応済みである場合を含め、各社が実務面でどのような対応を取ることとしたのか、その対

応をアンケート調査することとした。 
内部統制システム改正への対応の具体例については、監査役スタッフのみならず業務執行側にとっ

ても関心が高いものと考えられ、ある程度有意な報告をまとめることができるものと企図した。 
その上で、アンケートの実施直後に公表された、「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る

監査の実施基準」に新たに示された要求事項に係る論点等を絡めて考察した。 
 

２．調査方法 

「内部統制システム構築の基本方針」の決議においては、改正により例示された全ての項目につい

て必ずしも網羅的に記述する必要はない。但し、法令の改正に対する各社の対応を確認するに当たっ

ては、内部統制に係る改正の項目全てに対応する設問を設定した。全項目に亘る設問設定はやや重複

感が否めない点もあったが、対応の具体例を探るべく極力、選択形式とした。 
われわれは日本監査役協会・本部事務局及び、本部監査役スタッフ実務部会・幹事会の協力を得て、

本年 4 月 23 日に本部監査役スタッフ研究会参加者、同実務部会参加者計 206 社をアンケート対象と

して、5 月 18 日までに計 56 社から回答を得た。これにより、各社の実務面での工夫や実態などの統

計的な傾向を取り、分析を行った。 
なお、アンケートの実施にあたっては質問と選択肢を一連のものとして理解し易いように並べてお

り、必ずしも法令順に列挙されている訳ではないので注意されたい。作成、使用したアンケートにつ

いては、別途第 2 章に資料として付すので参考とされたい。また本アンケートに回答頂いた計 56 社

の監査役スタッフに於かれては、多忙な中ご協力頂いたことについて、この場を借りて改めて御礼を

申し上げたい。 
 

■ 実施したアンケートの概要： 

 

・実施期間  平成 27 年 4 月 23 日（木）～5 月 18 日（月） 
・対  象  本部監査役スタッフ研究会、本部監査役スタッフ実務部会登録メンバー 

        計 206 社・247 名（重複除く） 
・回 答 数  計 56 社 
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第２節 法令改正に係る主な論点と対応する設問 

１．施行規則から法への「格上げ」と施行規則の明文化(例示) 

「業務の適正を確保するための体制」、いわゆる会社法の内部統制システムに係る改正部分は、まず

会 362 条 4 項 6 号への企業集団に係る記述の施行規則からの「格上げ」が挙げられる。 

 即ち、取締役会が「自社において、自社及びグループ子会社の業務の適正を確保する内部統制シス

テム」を構築・運用する義務があることをより明文化したと言える。 

また、施規 100 条 1 項の「グループ会社法制」及び 3 項の「監査役監査の実効性確保」に係る部分

の記述がより明確になった。もっとも法令改正の趣旨としてはあくまで「例示」であり、内部統制シ

ステムとして構築する体制が包括的な記述によりカバーされていれば、例えば施行規則に例示された

全ての項目を網羅的に記述する必要はないと考えられる。 

設問 9 自由記述 2 では基本方針の見直し等に対する監査役会及び監査役スタッフの関与について

質問した。 
また、内部統制システムの改正点というよりは、事業報告に係る改正点と記すべきだが、施規 118

条 2 号において内部統制システムを構築した場合、その運用状況の概要を事業報告に記載するよう改

正された。また、監査役は当然、事業報告を監査する義務があり、運用状況の記載内容についても意

見を述べる必要がある。 

 

２．グループ会社法制(企業集団の内部統制)に関する改正 

 「グループ会社法制」については、近年、持株会社を始めとして、子会社の管理、すなわち子会社

の情報・リスク・職務の効率性・適正性などの管理の重要性が増大していることを考慮した改正点で

ある。但し、親会社の取締役に求められているのは、当該「親会社」としてグループ(子会社)管理に

どのような方針で臨むか、という点であり、子会社における個別具体的な内部統制システムを決定す

ることを求められているわけではない17ことには、充分に留意されたい。 
 

(１)子会社情報の親会社への報告体制 

施規 100 条 1 項 5 号イは子会社情報の報告体制について定めた改正点である。設問 5①では親会社

への報告体制、設問 5②では子会社を含む内部通報体制、設問 5③では親会社が子会社から報告を受

ける体制について確認した。 
 

(２)親会社による子会社のリスク管理体制 

施規 100 条 1 項 5 号ロは子会社のリスク管理体制について定めた改正点である。設問 6①では子会

社からの財務状況等の報告体制、設問 6②では親会社による子会社の監査状況について確認した。 
 

(３)親会社による子会社の効率性管理体制 

施規 100 条 1 項 5 号ハは子会社の効率性管理体制について定めた改正点である。設問 7 では子会社

の取締役等の職務の効率性を担保する体制の整備と運用を確認した。 
 

(４)親会社による子会社のコンプライアンス管理体制 

施規 100 条 1 項 5 号ニは子会社のコンプライアンス管理体制について定めた改正点である。設問 8 
自由記述１では子会社のコンプライアンス管理についての工夫や特筆すべき点について質問した。 
 

                                                  
17 法務省民事局参事官室「会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集の結

果について」2015 年 2 月 6 日、23 頁参照。 
＜ http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080119&Mode=2 ＞（2015
年 7 月 23 日現在） 
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(５)親会社の取締役及び監査役の責任の範囲はどこまでなのか 
親会社の取締役は、親会社において設定したこれらの内部統制システムの構築・運用の範囲内にお

いてのみ、子会社の管理・監督責任が発生するのだと考えられる。即ち、従前からある管理・監督責

任を明文化したものである。 
従って、親会社取締役の職務の執行を監査する親会社監査役とそのスタッフは、企業集団の内部統

制に係る各社（親会社）自体の管理体制に対してのみ監査権限があることに留意が必要であろう。 
また子会社に対する調査権限自体については、今回の法令改正の対象とはなっておらず、従来と何

ら変わるものではないだろう。 
 

３．監査役監査の実効性の確保に関する改正 

 

(１)補助使用人(監査役スタッフ)の実効性確保 
「監査役監査の実行性の確保」について言えば、施規 100 条 3 項 3 号では補助使用人に対する指示

権の確保、言い換えれば執行側からの独立性の担保がさらに明文化されている。設問 1 では補助使用

人に対する指示の実効性確保のための具体的な施策を確認した。 
 

(２)監査役への子会社情報の報告体制 

 
ア.「グループ会社法制」と対をなすもの 

子会社情報の親会社監査役への報告体制の強化も強調され、子会社役職員が親会社監査役に報告し

た際、報復等の不利益を受けることのないよう規定された。 
なお、ここでいう子会社の役職員が親会社監査役に報告するための体制とは、グループ会社法制に

おける子会社の取締役等が親会社(≒親会社取締役)に報告するための体制と対をなすものであろう。 
 

イ.監査役に対する子会社情報の報告体制 

施規 100 条 3 項 4 号イは条文から独立させて記述することで、監査役に対する子会社情報の報告体

制を強調した改正点である。設問 2①では会議体等を通じた監査役への報告体制を確認した。 
 

ウ.子会社の役職員等から親会社監査役への報告体制 

施規 100条 3項 4号ロは子会社の役職員等から親会社監査役への報告体制を規定した改正点である。

なお子会社からの報告は、必ずしも直接親会社の監査役が受ける必要はない。設問 2②ではグループ

会社から親会社監査役への、内部通報に絞っての報告体制を確認した。 
 

エ.通報者の不利益防止のための体制 

施規 100 条 3 項 5 号は子会社の役職員が親会社監査役へ報告した場合に報復等を受けないよう、予

め何らかの体制を構築するよう求める改正点である。設問 3 では通報者の不利益防止のための体制の

構築とその運用について確認した。 
 

(３)監査役監査の費用 

監査役監査の費用についても、敢えて「前払い」や「償還手続き」という文言が追加されたが、こ

れは監査役の執行側からの独立性と円滑な職務執行を担保するための改正点と考えられる。 
施規 100 条 3 項 6 号は監査役監査費用に係る諸手続きを定めるよう規定している。設問 4 では監査

費用等の償還手続きについて確認した。 
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第３節 法令(アンケートの設問番号)及び監査役監査基準の改正箇所 

  
第 2 節で改正に係る主な論点と、対応する設問について記した。設問に対する回答を分析するにあ

たり、法令改正及びコーポレートガバナンス・コードの新設を盛り込んだ改正「監査役監査基準」及

び「内部統制システムに係る監査基準」に新たに示された要求事項を絡め考察している。 
ついては法令(アンケート設問番号)及び対応する主な監査役監査基準のサマリーについて、以下、

表で一覧に供するので、各々対応する部分について確認して頂きたい。 
 

100条1項 条文(新設・追加部分はゴシック) 監査役監査基準(新設部分は下線) 

1 号 

追加： 

当該株式会社の・・・以下略 

26条 

１．監査役は、会社の取締役会決議に基づいて整備される次の

体制（本基準において「内部統制システム」という）に関して、当

該取締役会決議の内容並びに取締役が行う内部統制システム

の構築・運用の状況を監視し検証しなければならない。【Lv.1】  

(略) 

2 号 

3 号 

4 号 

5 号 

追加： 

 

次に掲げる体制その他の・・・以下略 

26条1項 

五 次に掲げる体制その他の会社並びにその親会社及び子会

社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体

制 

 イ 

■新設 → ■設問 5①②③ 

 

当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業

務を執行する社員、法 598 条 1 項の職務を行

うべき者その他これらの者に相当する者（ハ

及びニにおいて「取締役等」という。）の職

務の執行に係る事項の当該株式会社への報

告に関する体制 

26条1項五号 

イ 子会社の取締役、執行役、監査役及び使用人の職務の執

行に係る事項の会社への報告に関する体制 

 ロ 

■新設 → ■設問 6①② 

 

当該株式会社の子会社の損失の危険の管理

に関する規程その他の体制 

26条1項五号 

ロ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 ハ 

■新設 → ■設問 7 

 

当該株式会社の子会社の取締役等の職務の

執行が効率的に行われることを確保するた

めの体制 

26条1項五号 

ハ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われること

を確保するための体制 

 ニ 

■新設 → ■設問 8 

 

当該株式会社の子会社の取締役等及び使用

人の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制 

26条1項五号 

ニ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定

款に適合することを確保するための体制 
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100 条 3項 条文(新設・追加部分はゴシック) 監査役監査基準(新設部分は下線) 

1 号 

追加： 

 

当該監査役設置会社の・・・以下略 

19条 

１．監査役は、監査の実効性を高め、かつ、監査職務を円滑に

執行するための体制の確保に努める。【Lv.4】 

 

２．前項の体制確保のため、監査役は、次に掲げる体制の内容

について決定し、当該体制を整備するよう取締役又は取締役会

に対して要請する。【Lv.3】 

 

一 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた

場合における当該補助使用人に関する事項 

 

二 補助使用人の取締役からの独立性に関する事項 

2 号 

3 号 

■新設 → ■設問 1 

 

当該監査役設置会社の第 1 号の使用人に

対する指示の実効性確保に関する事項 

19条２項 

三 補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

 

21条 

１．監査役は、補助使用人の業務執行者からの独立性の確保に

努める。【Lv.4】 

２．監査役は、以下の事項の明確化など、補助使用人の独立性

及び補助使用人に対する指示の実効性の確保に必要な事項を

検討する。【Lv.3】 

一 補助使用人の権限（調査権限・情報収集権限のほか、必要

に応じて監査役の代理として会議へ出席する権限等を含む） 

 (略) 

五 必要な知識・能力を備えた専任又は兼任の補助使用人の適

切な員数の確保、兼任の補助使用人の監査役の補助業務への

従事体制 

六 補助使用人の活動に関する費用の確保 

七 内部監査部門等の補助使用人に対する協力体制 

 

4 号 

追加： 

 

次に掲げる体制その他の当該監査役設置

会社の監査役への報告に関する体制 

19条２項 

四 次に掲げる体制その他の監査役への報告に関する体制 

 イ 

■新設(条文本体から移動) → ■設問 2①

 

当該監査役設置会社の取締役及び会計参

与並びに使用人が当該監査役設置会社の

監査役に報告をするための体制 

19条２項四号 

イ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制 
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 ロ 

■新設 → ■設問 2② 

 

当該監査役設置会社の子会社の取締役、会

計参与、監査役、執行役、業務を執行する

社員、法 598 条 1 項の職務を行うべき者そ

の他これらの者に相当する者及び使用人

又はこれらの者から報告を受けた者が当

該監査役設置会社の監査役に報告するた

めの体制 

19条２項四号 

ロ 子会社の取締役、監査役、執行役及び使用人又はこれらの

者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制 

 

 

22条 

１．監査役は、取締役及び使用人が監査役に報告をするための

体制（子会社の取締役、監査役及び使用人が監査役に直接又

は間接に報告をするための体制を含む）など監査役への報告に

関する体制の強化に努める。【Lv.4】 

5 号 

■新設 → ■設問 3 

 

前号の報告をした者が当該報告をしたこ

とを理由として不利な取扱を受けないこ

とを確保するための体制 

19条２項 

五 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利

な取扱いを受けないことを確保するための体制 

 

22条 

５．会社に内部通報システムがおかれているときには、監査役

は、重要な情報が監査役にも提供されているか及び通報を行っ

た者が通報を行ったことを理由として不利な取扱いを受けない

ことが確保されているかを確認し、その内部通報システムが企

業集団を含め有効に機能しているかを監視し検証しなければな

らない。【Lv.2】また、監査役は、内部通報システムから提供され

る情報を監査職務に活用するよう努める。【Lv.4】 

6 号 

■新設 → ■設問 4 

 

監査役の職務の執行について生じる費用

の前払い又は償還の手続その他の当該職

務の執行について生ずる費用又は債務の

処理に係る方針に関する事項 

12 条 

１．監査役は、その職務の執行について生ずる費用について、

会社から前払い又は償還を受けることができる。【Lv.5】 

２．監査役会は、第19条第２項第６号の方針に基づき、職務の執

行について生ずる費用について、あらかじめ予算を計上しておく

ことが望ましい。【Lv.4】ただし、緊急又は臨時に支出した費用に

ついては、会社に償還を請求する権利を有する。【Lv.5】 

３．監査役は、必要に応じて外部の専門家の助言を受けた場

合、当該費用を会社に請求する権利を有する。【Lv.5】 

４．監査役は、その役割・責務に対する理解を深めるため必要な

知識の習得や適切な更新等の研鑽に適合したトレーニングを受

ける場合、当該費用を会社に請求する権利を有する。【Lv.5】 

５．監査費用の支出に当たっては、監査役は、その効率性及び

適正性に留意するものとする。【Lv.4】 

 

19条２項 

六 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還

の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務

の処理に係る方針に関する事項 

7 号 

追加： 

 

その他当該監査役設置会社の・・・以下略

19条２項 

七 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するた

めの体制 
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法 362 条 

4 項 
条文(新設・追加部分はゴシック) 監査役監査基準(新設部分は下線) 

6 号 

追加： → ■設問 9 

 

取締役の職務の執行が法令及び定款に適

合することを確保するための体制その他

株式会社の業務並びに当該株式会社及び

その子会社から成る企業集団の業務の適

正を確保するために必要なものとして法

務省令で定める体制の整備 

― 

 

 

第２章 改正に対する各社の対応に係るアンケート結果 

第 1 節 アンケートの分析及び考察 

１．設問１ 補助使用人に対する指示の実行性確保について 

補助使用人に対する指示の実行性確保のために、具体的な施策が取られましたか。 

 
 
 
 
 
 

(１)選択肢の回答 ※複数回答可 
質問 回答数 % 

1. 補助業務専従としている。 32 57.1%
2. 補助業務専従としており、監査役（及び監査役室長など）以外の者が補助使

用人に対して指揮命令を行うことを禁止している。 18 32.1%

3. 業績考課、人事異動、賞罰の決定について、監査役（会）の同意を得ること

とされている。 33 58.9%

4. 業績考課、人事異動、賞罰の決定について、監査役（会）が行うこととされ

ている。 7 12.5%

5. その他（自由回答） 14 25.0%

■根拠条文：施規 100 条 3 項 3 号 

当該監査役設置会社の第 1 号の使用人に対する指示の実効性確保に関する事項 
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14

7

33

18

32

5．その他

4．業績考課、人事異動、賞罰の決定について、監査

役（会）が行うこととされている。

3．業績考課、人事異動、賞罰の決定について、監査

役（会）の同意を得ることとされている。

2．補助業務専従としており、監査役（及び監査役室長

など）以外の者が補助使用人に対して指揮命令を行う

ことを禁止している。

1．補助業務専従としている。

補助使用人

 
(２)自由記載回答の例 

 
① 監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員は、その命令に関して、取締役、上長

等の指揮命令を受けないことを事業報告に明記。 
② 業績考課は監査役が実施、人事が承認。異動は人事立案、監査役同意。（又は、監査役推

薦、人事承認）。 
 

(３)分析及び考察 

 

ア.設問の意図 

今回の施行規則改正においては、「業務の適正を確保するための体制」の一環として、「監査

役の補助使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項」（監査役スタッフに対する指示権）

についても各社の取締役会において決議する義務が明文化された。 
監査役スタッフを置く場合に従前から求められていた取締役（執行側）からの独立性に加え

て、監査役の指示の実行性の確保を求めることにより、内外の環境変化により今日的に監査役

に期待されている役割と責務を、監査役監査を通じて充足できるようにするための改正である

と考えられる。従って本設問では監査役スタッフへの指示の実効性について問うた。 
 
   イ.回答の傾向 

回答の多数、32 社（57.1％）からは「補助業務専従としている。」、また 18 社（32.1％）か

らは「補助業務専従としており、監査役（及び監査役室長など）以外の者が補助使用人に対し

て指揮命令を行うことを禁止している。」との回答が得られた。 
また個別の自由回答では、「監査役より命令を受けた従業員は、その命令に関して上長等の

指揮命令を受けないことを事業報告に明記する」であるとか、「業績考課は監査役が実施する」

といった一歩進んだ対応をする企業も見受けられた。 
 
   ウ.監査役スタッフとガバナンスコード 

ちなみに、「コーポレートガバナンス・コード」【原則 4-4】において「監査役及び監査役会

に期待される重要な役割・責務には、業務監査・会計監査をはじめとする言わば「守りの機能」

があるが、こうした機能を含め、その役割・責務を十分に果たすためには、自らの守備範囲を

過度に狭く捉えることは適切でなく、能動的・積極的に権限を行使し、取締役会おいてあるい

は経営陣に対して適切に意見を述べるべきである」とされているが、当該「能動的・積極的」

な権限の行使のためにも、監査役スタッフに対する指示権の確保は重要な施策と言えよう。 
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   エ.監査役スタッフと監査役監査基準 

「監査役監査基準」20 条 2 項においては、「専任者の設置が困難な場合は、少なくとも兼任

者を 1 名以上設置するよう取締役又は取締役会に対して要請するものとする」と明記している18。 
また「監査役監査基準」21 条 2 項においては、「監査役は、(中略)補助使用人の独立性及び

補助使用人に対する指示の実効性の確保に必要な事項を検討する」と明記した。 
また従前の各号に加え「一 補助使用人の権限（調査権限・情報収集権限のほか、必要に応

じて監査役の代理として会議へ出席する権限等を含む）」、「五 必要な知識・能力を備えた専

任又は兼任の補助使用人の適切な員数の確保、兼任の補助使用人の監査役の補助業務への従事

体制」、「六 補助使用人の活動に関する費用の確保」、「七 内部監査部門等の補助使用人に対す

る協力体制」などが加筆されている。 
 さらに、「内部統制システムに係る監査の実施基準」15 条においても、従前より「補助使用

人に関して以下の事情のいずれかが認められる場合には、監査役は、代表取締役等又は取締役

会に対して必要な要請を行う」と定める 1 項において、新たに「監査役から補助使用人に対す

る指示の実効性を制限・制約する事象が生じている場合」と加筆された。 

 

２．設問２ 監査役に報告をするための体制 

①グループ会社を含む監査役に対する報告体制については、どのように定めましたか。         

 

 

 

 

■根拠条文：施規 100 条 3 項 4 号 

次に掲げる体制その他の当該監査役設置会社の監査役への報告に関する体制 

イ 当該監査役設置会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該監査役設置会社の監査役に

報告をするための体制 

ロ 当該監査役設置会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、 

法第 598 条第 1 項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者

から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告するための体制 

 

(１)選択肢の回答  ※複数回答可 
質問 回答数 % 

1．内部統制の基本方針の「グループ会社から報告を受けた重要な事項」が「監

査役に報告するための体制」に含まれることが明記されている。 35 62.5%

2．上記 1 に基づき、報告を受ける会議体や時期が明確に定められている。 13 23.2%
3．子会社監査役と定期的に会合を持ち、重要事項について報告を受ける体制

がある。 27 48.2%

4. その他 13 23.2%

                                                  
18 「補助使用人について、少なくとも兼任者を 1 名設置することを明確にしている」（日本監査役協会「監査役監査

基準 改定公開草案 新旧対照表」2015 年 4 月 28 日、8 頁（20 条）、備考）。 
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（２）自由記載回答の例 

 

① 各子会社管理部門長は、子会社の事業上・経営上の危機事象が発生、あるいは発生するお

それがある場合には、速やかに監査役に報告する旨、規定化を図った。 
② 「明記」に向け 5 月末の取締役会議案（変更決議）等とする予定（3 件）。 
③ 親会社の監査役と定期に連絡会を開催しているが、意見交換レベルで、特に何かを「報告

する体制」を講じてはいない。 
④ 明記されていないが監査役への報告体制はできている。（2 件） 
⑤ 規程類での規定はないが、取締役会決議（内部統制システムに関する基本方針）に明記さ

れている。 
⑥ 「グループ会社管理規程において、グループ会社の経営者・経理財務担当責任者から、当

社の経営者・監査役に対し、決算内容及び職務執行状況等について報告を行うための各種

会議体の定期的開催や、随時の報告が定められている。また、当社の会議体においても、

子会社における重要な経営情報等が報告事項となっている。監査役はこれらの会議のメン

バーである」 
 
（３）分析及び考察 

 
ア.設問の意図について 

施規 100 条 3 項 4 号イ・ロについては、今回の法令改正での新設項目である。「業務の適正

を確保する体制（内部統制システム）」の決議事項の内容として、監査体制（監査役による子

会社を含む取締役・使用人等からの情報収集に関する体制等）に係る規程の充実・具体化がな

された。「及びその子会社から成る企業集団の業務の適正」という文言が会社法本体（法 362
条 4 項 6 号）に格上げされたこともあり、「子会社からの報告についてどう正式に規定し、運

用しているか」がポイントと考え、設問を用意した。但し、子会社からの報告等を具体的に規

定していなくても直ちに違法となるわけではない。 
 

イ.監査役への報告はグループ会社についても明記しているか 

「監査役への報告体制には、グループ会社からの報告内容が含まれることが明記されてい

る」については、6 割以上の会社から Yes の回答があった。自由回答から見ると、アンケート

回答時にはできていなくても、5 月の改正会社法施行に合わせ同体制を明記するという回答も

複数みられた。 

13

27

13

35

4．その他

3．子会社監査役と定期的に会合を持ち、

重要事項について報告を受ける。

2．上記①に基づき、報告を受ける会議体

や時期が明確に定められている。

1．監査役への報告体制には、グループ会

社からの報告内容が含まれることが明記さ

れている。

監査役に報告をするための体制①
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また、「監査役監査基準」22 条では、「監査役は、取締役及び使用人が監査役に報告をするた

めの体制（子会社の取締役、監査役及び使用人が監査役に直接又は間接に報告をするための体

制を含む。）など監査役への報告に関する体制の強化に努める」となっているため、今後さら

にこの（グループ会社を含め明記する）割合は高まっていくことが想定される。自由回答では、

「明記されていないが監査役への報告体制はできている」という回答も複数見られたが、社内

での認識を更に高めるためにも明記することがより適切と考えられる。 
    
   ウ.監査役への報告は会議体や時期で決めているか 

さらに、「上記（グループ会社からの報告内容が含まれることの明記）に基づき、報告を受

ける会議体や時期が明確に定められている」という選択肢については、Yes と回答した会社は

2 割強であった。 
 
   エ.子会社監査役との定期的会合はあるか 

「子会社監査役と定期的に会合を持ち、重要事項について報告を受ける」ことができている

かという選択肢については、概ね 5割の会社がYesと回答した。定期的連絡会の頻度としては、

年 2～3 回と回答した会社が比較的多かったが、子会社の重要度によって意見交換の回数を変

えている会社もあった。また、Yes と回答していない会社の約 3 割が、自身が最終親会社でな

く子会社という属性であった。子会社の重要度により対象会社を定義し、定期的に連絡会を開

催することが望ましいと考えられる。 
 

②グループホットライン（ヘルプライン）の運用はどのようなものですか。 

 

■根拠条文：施規 100 条 3 項 4 号 

次に掲げる体制その他の当該監査役設置会社の監査役への報告に関する体制 

イ 当該監査役設置会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該監査役設置会社の監査役に

報告をするための体制 

ロ 当該監査役設置会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、 

法第 598 条第 1 項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの

者から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告するための体制 

 

（１）選択肢の回答  ※択一回答 

質 問 回答数 % 
1．案件毎に（ほぼリアルタイムに）親会社監査役に共有される。 12 21.4%
2．定期的（四半期から 1 年）に件数及び全体の特徴及び個々の内容の概要が

親会社監査役に共有される。 27 48.2%

3．定期的に件数のみが親会社監査役に共有される（個々の案件の内容につい

ては明示されない）。 3 5.4%

4．その他（自由記述） 13 23.2%
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1．案件毎に（ほぼリアル

タイムに）親会社監査役

が共有する。
12
22%

2．定期的に件数、全体の特

徴及び個々の案件の内容に

ついて、親会社監査役が共有

する。
27
49%

3．定期的に件数

のみが親会社監査

役に共有される

（個々の案件の内

容については明示

されない）。
3
5%

4．その他
13
24%

監査役に報告をするための体制②

 
  （２）自由記載回答の例 

 

① 「社外弁護士から（本社）監査役に情報があがるパターン」と「社外弁護士から子会社

監査役に情報があがるパターン」の 2 つのパターンが存在 

② 定期的に「当該会社の監査役に報告」するとともに、親会社の執行側経由で親会社の監

査役に報告されるかたちとなっている。 

③ 海外子会社の案件については、通報制度の運用状況を親会社に報告させる旨、子会社管

理規程に明記。国内子会社に関する通報処理の報告は案件ごとに監査役にも共有されて

いる。 

④ 四半期に一回、監査役が参加する取締役会で報告される。また、会社法改正に対応して、

監査役会に対してホットライン事務局より詳細報告するように変更した。 

⑤ 会社側危機管理担当部署より、年 2 回内部通報等に関する件数、個々案件の概要につい

て報告を受ける。 

⑥ 当社のコンプライアンスを所管する部署から定期的に報告を受けるほか、必要に応じて、

グループ会社の管理を所管する部署等から報告を受けている。 

⑦ 親会社取締役に関する職務執行に関わる重大な通報は、リアルタイムで報告を受けるよ

う依頼している。」、「社外相談窓口に関しては、当社の取締役及び執行役員の不正に関す

る件等については、監査役も報告ルートに加えることを提言し、実施されることとなっ

た。 

 

（３）分析及び考察 

 

ア.設問の意図について 

企業集団の内部統制システムとして、子会社社長へのヒアリング等、子会社の経営陣からの

報告も重要なのは言うまでもないが、現場の実態の把握、不祥事発見の端緒等としてヘルプラ

インからの情報も大変重要である。今回の法令改正により、子会社従業員等から親会社の監査

役への直接ヘルプラインのルートを設けることが義務付けられたわけではないが、子会社で上

がった内容を含むヘルプラインの内容等について、親会社の監査役がどの程度把握しているの

かを調査するとともに、自由回答よりベストプラクティスの運用を探った。 
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イ.回答の傾向 

「定期的（四半期から 1 年）に件数及び全体の特徴及び個々の内容の概要が親会社監査役に

共有される」と回答したものが最も多く、概ね 5 割であった。「定期的に件数のみが親会社監

査役に共有される（個々の案件の内容については明示されない）」会社も約 5％であった。約 1
割の会社がホットラインの具体的内容について監査役が把握していないことになる。「案件毎

に（ほぼリアルタイムに）親会社監査役に共有される。」と直接回答したものは、2 割強であ

ったが、自由回答から実質これに該当すると判断されるものを含むと概ね 3 割の会社がこれに

該当すると考えられる。アンケートの自由記述の中身から、「グループホットライン自体が設

定されていない（各社で閉じている）、又は、監査役にグループホットラインの情報が全く入

ってこない会社が 5％程度あった。 
 
   ウ.内部通報システムとガバナンスコード 

「コーポレートガバナンス・コード」の「【原則 4－13】情報入手と支援体制」では、「取締

役・監査役は、その役割・責務を実効的に果たすために、能動的に情報を入手すべきであり、

必要に応じ、会社に対して追加の情報提供を求めるべきである。」とされている。また、「監査

役監査基準」」22 条 5 項では、「会社に内部通報システムがおかれているときには、監査役は、

（中略）その内部通報システムが企業集団を含め有効に機能しているかを監視し検証しなけれ

ばならない。また、監査役は、内部通報システムから提供される情報を監査職務に活用するよ

う努める」とされている。 
現時点では「定期的（四半期から 1 年）に件数及び全体の特徴及び個々の内容の概要が親会

社監査役に共有される」が最も多い標準的な対応であったが、案件毎にリアルタイムに共有・

対応する段階への移行を検討しても有用であると考えられる。勿論、子会社の重要度、案件の

重要度等による重みづけをし、対応を変えることが合理的であろう。 
取締役等経営陣の不正等については、申告する側はその申告がどのように扱われるか非常 

に不安を覚えることも想定され、監査役という言わば第三者にリアルタイムに情報共有がな 
されるというシステムがあれば、これを事前周知又はフィードバックすることは大変有用で 
あろう。 

 

３．設問３ 監査役への通報者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

監査役への報告をしたことを理由として不利益扱いを受けないことを確保するための体制に

ついては、どのように定め、運用されていますか。 

 
 
 
 
 
 

（１）選択肢の回答 ※複数回答可 

質問 回答数 % 
1. グループ内共通規程で、不利な取扱を受けないことを定めている。 37 66.1%
2. 役職員全員に対し、コンプライアンス研修等で不利な取扱を受けないことを

周知する。 20 35.7%

3. 執行側がホットラインの通報者の状況について、定期的に監査役に報告す

る。 13 23.2%

4. 監査役が要求する時はいつでも、ホットラインの通報者に状況を確認するこ

とができる。 18 32.1%

 

■根拠条文：施規 100 条 3 項 5 号 
前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保す

るための体制 
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18

13

20

37

4．監査役が要求する時はいつでも、ホットライン

の通報者の状況を確認することが出来る。

3．執行側がホットラインの通報者の状況につい

て、定期的に監査役に報告する。

2．役職員全員に対し、コンプライアンス研修等

で不利な取扱を受けないことを周知する。

1．グループ内共通規程で、不利な取扱を受けな

いことを定めている。

不利益取扱

 

（２）自由記載回答の例 
① 報告を行った当社の取締役及び使用人並びに子会社の役職員に対し、当該報告をしたこと

を理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を全役職員に周知徹底する。 

② 取締役会決議（内部統制システムに関する基本方針）に明記されている。内部統制システ

ム決議に今後明記し、内部通報ガイドラインに付記する予定。 

③ ホットラインそのものに対する規程で、不利な扱いをしないことを規定している。 

④ 内部通報制度では不利益な扱いをしない旨、規程化されているが、内部通報先に監査役が

含まれていないため内部通報以外で監査役に報告したケースについては、これから検討。 

⑤ 行動規範に係る E ラーニングを 1 回/年受講している。 

⑥ 取締役会で決議した「内部統制システム基本方針」に明示。基本方針には「不利益な扱い

は懲罰の対象になる」と記載したので、これを担保する規程を、たとえば取締役服務・

倫理規程及び正社員就業規則などに置くことを考えたい。 

 

（３）分析及び考察 

施規 100 条 3 項 4 号の規程、即ち親会社の監査役への報告に関して監査役へ報告したこと

を理由として不利益扱いを受けないことを確保するための体制の規程である。 
実務としては、報告者を不利益取扱いしないことの規程上の根拠を明示すること、また報

告者の後日の状況確認の仕組みを構築することの 2 点が重要と考えられる。 
 
   ア.報告者を不利益取扱いしないことを規程で明示しているか 

まず、することについては、今回のアンケートで 37 社（66.1%）から「グループ内共通規

程で、不利な取扱を受けないことを定めている。」との回答を得た。自由回答欄に「内部統制

システム決議に今後明記し、内部通報ガイドラインに付記する予定。」等とあるように、アン

ケート時点では内部統制システムの取締役会決議が完了していない会社も相当数あると考え

られることから、今後決議予定の会社も含めれば、多くの会社の内部統制システム方針の中

で、報告者を不利益取扱いしないことが明文化されることも予想される。 
自由回答に、「基本方針には『不利益な扱いは懲罰の対象になる』と記載したので、これ

を担保する規程を、たとえば取締役服務・倫理規程及び正社員就業規則などに置くことを考

えたい。」という回答があった。監査役への報告者が不利益な扱いを受けないことを確保す

るために、取締役服務・倫理規程に懲罰規定を盛り込むことは、取締役への牽制並びに使用

人への安心感の醸成の観点で大きな意味を持つと考えられる。 
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但し、当該規程は監査役監査への実効性を高めるための体制の 1 つであるので、内部統制

システム方針に対する明記は、必要条件であって十分条件ではないと考えられ、各社の工夫

で、実効性を高める努力が求められる。 
 
    イ.コンプライアンス研修等で不利な取扱を受けないことを周知しているか 

20 社（35.7%）で役職員全員に対して、研修等で周知徹底を図っているとの回答があった。

自由回答には「コンプライアンス全社員教育にて内容を徹底」「行動規範に係る E ラーニン

グを 1 回/年受講している」などの記述もあり、各社の工夫で、実効性を高める努力がなされ

ているようである。 
なお、設問 3 の形式によるものとも考えられるが、「ホットラインの規程の中で、不利な

扱いをしないことを規定している」という自由回答が散見されたが、施規 100 条 3 項 5 号に

規定された不利益扱いを受けないことを確保するための体制は、内部通報だけが対象なので

はなく、監査役への報告体制全般が対象であることに注意が必要である。 
     
    ウ.監査役によるモニタリング体制が有効 

報告者の後日の状況確認の仕組みを構築することに関しては、アンケートの中で次の 2 点

について確認した。１点目の「執行側がホットラインの通報者の状況について、定期的に監

査役に報告する」は 13 社（23.2%）、2 点目の「監査役が要求する時はいつでも、ホットラ

インの通報者の状況を確認することができる」は 18 社（32.1%）が実行中との回答であった。 
「監査役監査基準」22 条 5 項において、「会社に内部通報システムがおかれているときに

は、監査役は、重要な情報が監査役にも提供されているか及び通報を行った者が通報を行っ

たことを理由として不利な取扱いを受けないことが確保されているかを確認し、その内部通

報システムが企業集団を含め有効に機能しているかを監視し検証しなければならない。」と明

記された。 
報告者が不利益扱いを受けないことを確保するためには、監査役によるモニタリングの仕 

組みが必要と考えられる。アンケート時点では規定上の根拠の策定段階、又は準備段階の会 
社が多かったものと推定されるが、今後は執行側が遺漏なく運用しているか、監査役がモニ 
タリングできる仕組みを構築していく事が求められよう。 

 

４．設問４ 監査費用の前払いについて 

監査費用等の前払い若しくは償還手続きの内容については、どのように定め運用しますか。 

 
■根拠条文：施規 100 条 3 項 6 号 

監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生

じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 
 

（１）選択肢の回答 ※複数回答可 

質問 回答数 % 
1. 原則として年度監査計画に準拠し予算化され、請求することが可能で 

ある。 47 83.9%

2. 監査役会費用の使途は自由で、前払い・後払いとも制限なく請求可能である。 19 33.9%
3. 監査役会の費用は、後払い（実費）のみ償還される。 7 12.5%
4. 監査役会の予算は、執行側が立案する。 2 3.6%
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(２)自由記載回答の例 

① 監査役室として予算計上し、執行部側との予算調整で確定する。予算化しづらい項目

については発生ベースでの対応を了解してもらっている。 
② 「会社は監査役の職務の執行について生ずる費用の負担を行う」の後、第二文として

「外部アドバイザーの活用の費用等もこれに含まれる」としている。 
③ 執行部門での予算編成に合わせ、監査役にかかる費用もいったん（監査役スタッフに

より）予算化するものの、期中超過が判明した場合は、請求に応じ予算化されること

となっている。 
④ 監査費用については、監査役スタッフが原案を作成し、基本的には執行側の制限を受

けることはない。なお、予算を超える臨時の費用支出については、法令に則って対応

することとなる。 
 

(３)分析及び考察 

     
ア.回答の傾向 

今回の施行規則改正においては、「業務の適正を確保するための体制」の一環として、監

査役監査費用の取扱いについても各社の取締役会において決議する義務が明文化された。 
特に、「監査費用の前払い」について言及することで、監査役監査費用への制限、言い換

えれば監査役監査活動に対する可視化されない制限を廃し、執行側からの独立性をより高め

る（明らかにする）ための改正点であると考えられる。 
回答の大多数、47 社（83.9％）からは、「監査役監査費用は予算化され請求可能である」、

また 19 社（33.9％）からは、「使途も自由、前払い、後払いも制限なく請求可能である」、

との回答が得られた。また個別の自由回答上においても、監査役監査費用に対し、執行側が

法の趣旨及び制度を充分に理解し、適正に運用されていることが窺われる回答が多かった。 
 
    イ.監査役会の予算を執行側が立案する？ 

この改正点から鑑みるに、若干気掛かりなのが残りの選択肢を選んだ企業である。7 社

（12.5％）が監査費用は後払い(実費)のみが償還されると回答、また 2 社（3.6％）にあって

は監査役会の予算は執行側が立案すると回答している(但し兼務の監査役スタッフによる立

案である可能性もある)。これでは監査役（会）による緊急時の外部専門家の雇用などの際、

費用面での躊躇をしかねず、その機動性を害し、ひいては独立性についての懸念が拭い切れ

ない状況であると言えよう。 
 

2

7

19

47

4．監査役会の予算は、執行側が立案する。

3．監査役会の費用は、後払い（実費）のみ

償還される。

2．監査役会費用の使途は自由で、前払い

・後払いとも制限なく請求可能である。

1．原則として年度監査計画に準拠し予算化

され、請求することが可能である。

費用前払
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ウ.監査費用と監査役監査基準 

「監査役監査基準」12 条 2 項において、監査役の職務について生ずる費用については、「予

め」、「監査役会が」、「予算を計上しておくこと」が望ましいと明記された。また同 4 項にお

いては、「監査役は、その役割・責務に対する理解を深めるため（中略）トレーニングを受け

る場合、当該費用を会社に請求する権利を有する」と明記している19。 
監査役には企業活動の多くの部分について監視・検証する義務が課せられていることを考

えれば、善管注意義務の観点からその職務の執行に必要と考えられる最低限の知識をアップ

デートしていくことが当然求められ、そのための費用を各監査役の自己弁済とせず、会社負

担とすることは理にかなっていると言えよう。 
また、「内部統制システムに係る監査の実施基準」18 条においても、外部専門家の助言費

用、監査役の知識の習得・更新費用及び企業不祥事発生時等の臨時費用等の支払いにおいて、

前払手続が定められていない場合、「監査役は、（中略）代表取締役又は取締役会に対して（略）

必要な要請を行う」と定められた。 
従って現状、監査役（会）として監査役監査費用の使途及び請求・弁済に対する制約があ

ると考える場合、執行側に必要な対応を求めることが望ましい。 
 

５．設問５ 親会社に対する報告体制 

①子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の親会社に対する報告に関する体制は、具体的

にどのように整備されましたか。 

■施規 100 条 1 項 5 号イ 
五 次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団にお

ける業務の適正を確保するための体制 
イ 当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法 598 条 

1 項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者（ハ及びニにおいて「取 
締役等」という。）の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制 

 
(１)選択肢の回答 ※複数回答可 

質問 回答数 %
1. 各子会社の社内規程で報告体制について定めており、当該規程に従って報

告している。 19 33.9%

2. 規程はないが、各子会社と契約、協定等の取り決めがあり、これに従い報

告している。 9 16.1%

3. 規程等はないが、親会社が必要に応じて報告を求める体制ができている。 26 46.4%
4. その他（具体的に B 欄に補足） 4 7.1%

 

1. 各子会社の社内規程で報告体制について定めて
   おり、当該規程に従って報告している

2. 規程はないが、各子会社と契約、協定等の取り
   決めがあり、これに従い報告している。

3. 規程等はないが、親会社が必要に応じて報告を
   求める体制が出来ている。

4. その他
4

26

9

19

 
                                                  
19 コーポレートガバナンス・コードの原則 4－14 を踏まえたことが示されている（同上、6 頁（12 条）、備考）。 
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(２)自由記載回答の例 

① 月次の業務報告を親会社にしている。監査役も見ることができる。 
② 「子会社の取締役、監査役の兼務により、報告ないし情報共有がなされる」と規定してい

る。 
③ 親会社の関係会社管理規則に報告事項を列記し、必要事項は全て経営企画部へ報告され

ている。また月 1 回のグループ会社社長会においても必要事項を報告している。 
④ グループ会社を所管する部署から、子会社に対し、体制を整備するよう指導・支援してい

る。子会社に対する経営管理規定を定め、子会社を主管する部門が報告連絡相談を受ける。 
⑤ 子会社については、親会社の各部が主管部署を担っている事及び、関連会社管理部署が統

括主管部署として、それぞれ報告させている。又関連会社からの報告ルートを決めている。 
⑥ 子会社に規定は無いが、親会社には規定がある。当社親会社に「関係会社管理規程」が設

定されており、必要に応じて子会社に報告を求める体制ができている。 
 

(３)分析及び考察 

 本問においては、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の親会社に対する報告に関する

体制について、規程又は取り決めがあるとの回答は、50％、必要に応じてとする回答が 46％
であり、規程の有無はともあれ、実質的な報告体制は殆どの会社、企業集団で構築されてい

ると言える。 
自由回答では、「グループ会社管理規程」、「子会社管理規程」等が整備され、「経営企画部」

等に報告がある、グループ会社社長会において必要事項を報告する、といった回答があった。 
子会社と親会社との情報交換については、業種、規模、設立や買収等の経緯、及び子会社管

理の考え方等の違いにより、明確な報告体制が整っていない可能性も考えられるが、半数の会

社で規程があり、半数近くの会社で必要に応じて報告を求めているとの回答であった。 
 「監査役監査基準」では、26 条 1 項 5 号で、施規 100 条第 1 項を踏まえた「会社並びにそ

の親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」を追加し、

監査役は、当該取締役会決議の内容並びに取締役が行う内部統制システムの構築・運用の状況

を監視し検証しなければならないとしている。 

今後は、どういう事項をどの程度親会社に報告するか、また親会社における主管部門を定

める場合、各社の実情に応じた管理体制の構築が検討されるべきであろう。 
 

②内部通報制度についてはどのように整備されましたか。 

 

■施規 100 条 1 項 5 号イ 
五 次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団にお

ける業務の適正を確保するための体制 
イ 当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法 598 条 1 項の職務を行う

べき者その他これらの者に相当する者（ハ及びニにおいて「取締役等」という。）の職務の

執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制 
 

(１) 選択肢の回答 ※択一回答 
質 問 回答数 %

1. 企業グループ全体として内部通報制度を設けており、子会社の従業員等か

ら親会社の担当部署に通報できる体制である。 45 80.4%

2. 子会社各社に内部通報制度があるが、親会社には通報されない。 1 1.8%
3. 子会社各社に内部通報制度があるが、内容については調査していない。 1 1.8%
4. その他（具体的に B 欄に補足） 8 14.3%
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1. 企業グループ全体として内部通報制度を設けて
   おり、子会社の従業員等から親会社の担当部署
   に通報できる体制である。

2. 子会社各社に内部通報制度があるが、親会社
   には通報されない。

3. 子会社各社に内部通報制度があるが、内容に
   ついては調査していない。

4. その他
8

1

1

45

 
(２)自由記載回答の例 

① 企業グループ全体として内部通報制度を設けており、以下の二つの通報ルートがある。 
1) 子会社の従業員等⇒社外弁護士⇒監査役室 
2) 子会社従業員等⇒社外弁護士⇒子会社監査役 

1) は監査役室が関連部署に対応を要請し、その結果について報告を受ける。2) につい

ては、子会社の監査役が対応に当たり、その状況について監査役室に報告する。 
② 国内子会社はグループで内部通報制度を設け運用しているが、海外子会社の通報制度につ

いては会社ごとに定めている。 
③ 主要な子会社に内部通報制度があり、親会社（当社）の担当部門や当該子会社監査役も

通報先に含めている。重要な事項は、そのルートからも監査役へ報告される。 
④ グループの管理を所管する部署から、子会社各社に内部通報制度の整備を指導・推進して

いる。グループ全体としての内部通報制度ではないが、必要に応じ、子会社の経営者・使

用人等から、グループ会社の管理を担当する部署・役員、又は監査役に報告がある。 
⑤ 子会社各社も内部通報制度を設けているが、こちらを利用せず、直接グループ全体の通報

窓口へ通報する社員も多い。 
⑥ 従来、グループ窓口と単体の会社窓口を設けると同時に社外の弁護士事務所も窓口として

おり、グループ社員はいずれにもアクセス可能である。 
⑦ 海外子会社からの内部通報制度については定めていない。 

 
(３)分析及び考察 

内部通報制度は、殆どの会社、子会社で制度化されており、グループ全体での制度化、即ち、

子会社の従業員から親会社の担当部署へ通報することができるとする回答が 80％あった。な

お、親会社の監査役への通報に関する事項については、設問 2 を参照願いたい。 
グループ全体として内部通報制度をどのように構築し、実効化していくかについては、各社

での検討課題となっていると思われる。 
また、制度上難しい面があるが、海外の子会社における、又は海外子会社からの内部通報

制度についても今後検討していく必要があると考えられる。 
 

 

③親会社が報告を受ける体制について、どのように確認しますか。 

 

■根拠条文：施規 100 条 1 項 5 号イ 
五 次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団にお

ける業務の適正を確保するための体制 
イ 当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第 598 条 

1 項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者（ハ及びニにおいて「取 
締役等」という。）の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制 
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(１)選択肢の回答 ※複数回答可 

質問 回答数 %
1. 親会社の主管部が定期的に役員会等に報告する 34 60.7%
2. 親会社の内部監査部門が定期的に監査を実施する 34 60.7%
3. 親会社の監査役が定期的に監査を実施する 32 57.1%
4. その他（具体的に B 欄に補足） 7 12.5%

 

1. 親会社の主管部が定期的に役員会等に報告
  する

2. 親会社の内部監査部門が定期的に監査を実施
   する

3. 親会社の監査役が定期的に監査を実施する

4. その他 7

32

34

34

 
(２)自由記載回答の例 

①  経営管理契約で定められた報告が実施されているか、その遵守状況を主管部（企画部）が

定期的（年次）に評価する。 

② 四半期に一回、監査役が参加する取締役会で報告される。また、会社法改正に対応して、

監査役会に対してホットライン事務局より詳細報告するように変更した。 

③ 子会社の取締役会には、主管部署がオブザーバーとして必ず出席している。 

④ 事業本部毎に子会社を管理し、事業部長会、経営会議等で事業状況等について報告してい

る。 

⑤ 「親会社の監査役」だけでなく、常勤監査役が最終親会社の監査役を兼ねており、当該の

監査役がグループ等を監査してその経過、結果を報告し情報、課題を共有している。 

⑥ 「倫理コンプライアンス分科会」という会議体で報告されているが、上記のような理由に

より内容まで踏み込んで報告されるケースはあまりない。 

⑦ グループ会社監査を担当する部門がグループ会社監査において確認している。 

⑧ 内部監査が定期的に監査すると共に、親会社主催の関係会社定例会議で確認している。 

 
(３)分析及び考察 

 「監査役監査基準」26 条 1 項 5 において、「会社並びにその親会社及び子会社から成る企業

集団における業務の適正を確保するための体制」が追加され、監査役は、取締役が行う内部統

制システムの構築・運用の状況を監視し検証しなければならないとしている。 

親会社が報告を受ける体制については、主管する部門からの報告、親会社の内部監査部門の

監査実施又は、監査役の監査の実施について、それぞれ半数以上が実施していると回答してお

り、重複して実施していることが伺われる。その意味で、既に主管部門、内部監査部門、監査

役が確認する仕組みが構築されていると思われる。 
今後、親会社が報告を受ける体制について実効性のある確認を行うには、どこまで踏み込ん

で監査するべきか、また、回答に具体的な指摘はないが、海外の子会社に対する確認方法等を

どうするか、といった課題があると考えられる。 
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６．設問６ 子会社の損失の危険の管理 

①子会社から定期的に業務の執行状況、財務状況等報告を受ける予定ですか。 

 

■根拠条文：施規 100 条 1 項 5 号ロ 
 当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 

（１）選択肢の回答 ※択一回答 
質 問 回答数 %

1. 毎月受ける 22 40
2. 2～3 ヵ月毎に受ける 17 31
3. その他(Ｂ欄に回答) 12 22
4. 対象子会社はない 4 7

 

1．毎月受ける。
22
40%

2．２～３ｶ月毎に

受ける。
17
31%

3．その他（B欄に

回答）
12
22%

4．対象子会社は

ない。
4
7%

子会社の損失の危険の管理①

 
（２）自由記載回答の例 

① 適宜実施する子会社監査を通じて、子会社の業務執行状況を把握するとともに、子会社

監査役連絡会において各子会社監査役からの報告内容を親会社監査役間で共有する。 
② 重要な子会社については、毎月取締役会で報告されている。また、監査役独自には重要

な子会社の社長に対して年 1 回ヒアリングを実施し、経営状況・課題等の確認をしてい

る。その他の子会社については監査役独自に監査役監査の中でヒアリングを行っている。

また、グループ監査役連絡会を年 3～4 回開催し、監査役から業務の執行状況等を確認

している。 
③ 子会社を管理する部署より、毎月子会社の状況（業績動向、内部統制上の問題点・改善

状況等）について書面にて報告を受けており（必要があれば、子会社の代表取締役・監

査役等から報告を聴取する）、子会社から定期的に報告を聴取することはない。 
④ 毎月子会社の経営状況を親会社企画部のレポートが提出される。リスク＆コンプライア

ンスに関しては、定期的にまた、随時報告を受けている。 
⑤ それぞれの会社側主管部とその所管子会社との定期的な連絡会の場で業務執行状況、財

務状況等の報告を行う場合がある。 
⑥ 主要会議への出席、月次財務報告で確認しており、定期的に報告を受けてはいない。 
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（１） 分析及び考察 

 

子会社の業務の執行状況、財務状況等報告について、子会社から年 4 回以上報告を受けてい

る企業は 70.9％である。子会社のない会社を対象から除くと 76％以上となり、多くの企業で

年 4 回以上実施されている。 
その他自由回答の内容から、2～3 年に 1 回や主要子会社のみ等、子会社の重要度（出資比

率、規模）、地域（国内外など）、リスクの有無に応じ、各社独自に設定されている場合もある。 
子会社からの報告内容については、J-SOX の監査結果、決算報告書の提出のみもあった。 
方法には、定型様式のレポートの提出、会社情報連絡会への参加、重要会議への出席、リスク・

コンプライアンスに関する定期報告、危機事象が発生した場合の報告等があった。 
なお「監査役監査基準」26 条 1 項 5 号イにおいては、「子会社の取締役の職務の執行に係る

事項の会社への報告に関する体制」の構築が要求されており、適切な報告が行われるよう体制

を確立する必要がある。 
また、必ずしも直接的に報告することが求められてはいないが、情報伝達の途中で、内容の

取捨選択、恣意的な加工等がされないような仕組みとすることも、選択肢の 1 つであると考え

られる。 
 
②親会社の監査役又は内部監査部門による子会社監査を定期的に実施する予定ですか。  

 
■根拠条文：施規 100 条 1 項 5 号ロ 

当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 

（１）選択肢の回答 ※択一回答 
質問 回答数 %

1. 毎年実施する 30 56
2. 2～3 年に 1 回実施する 14 26
3. その他（B 欄に回答） 7 13
4. 対象子会社はない 3 5

1．毎年実施する。
30
56%2．２～３年に１回

実施する。
14
26%

3．その他
7

13%

4．対象子会社は

ない。
3
5%

子会社の損失の危険の管理②

 
（２）自由記載回答の例 

① 海外子会社については、4 年に 1 回又は書面によるチェックを実施。 

② 当社及び子会社にリスク管理部が設置されており、毎月報告があるので、子会社監査は

予定していない。 
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③ 従来監査役による実査を年 1 回行っていたが、監査等委員会設置会社に移行するに当た

り、監査室が管轄する事業本部を通じ監査し、必要に応じて実査するようになる。 

④ 子会社の出資比率、会社規模、戦略共有の重要性等により重要度を定め、その重要度に

応じヒアリング等の頻度を定めている。 

⑤ 監査役監査を主要国内子会社は毎年、海外子会社は原則として隔年で往査している。 

⑥ 内部監査部が J-SOX 監査を重要度に応じて、リスク・アプローチ監査を子会社に対して

網羅的に実施している。 

⑦ 内部監査部門未設置の子会社に対しては、親会社による内部監査を 2～3 年に 1 回実施。 

⑧ 監査役は半年に 1 度、子会社の代表取締役及び管理部門担当取締役と面談を行っている。

内部監査部門は別途リスクに応じて監査計画を立案し、監査を行っている。 

⑨ 子会社に常勤監査役がいる場合は、その監査役から報告を受ける為、定期的に子会社監

査を実施していない。内部監査部門は、毎年テーマ監査で子会社の監査を行っている。 

 

（２） 分析及び考察 

 

毎年又は 2～3 年に 1 回子会社監査を実施している企業は 80%以上となっている。子会社の

ない会社を対象から除くと 86％以上となり、多くの企業で定期的に監査が行われている。 
自由回答の内容から、子会社の重要度（出資比率、規模）、地域（国内外など）、リスクの有無

に応じ、各社独自の方法で監査していることが分かる。チェックリストを用いた紙面によるチ

ェック、ヒアリング等の例示もあった。 
監査内容については、リスク関連、J-SOX のみとしているところもある。また監査役と内

部監査部門で役割分担している企業も見られる。 
「監査役監査基準」27 条 3 項においては、「会社に重要な関連会社がある場合には、当該関

連会社の重要性に照らして、前 2 項に準じて監査を行う。」と規定されている。 
アンケート結果から子会社の監視を全く実施していない企業はほとんどないと推定される

が、子会社からの報告、書類の提出しか行われていない場合については、子会社側からの一方

的な報告とならないよう注意する必要がある。 

 

７．設問７ 子会社取締役等の職務について 

 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制については、ど  

のように整備し、運用しますか。 

 

 
 
 
 
 

(１) 選択肢の回答 ※複数回答可 
 
 

■根拠条文：施規 100 条 1 項 5 号 
次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業

務の適正を確保するための体制 
（省略） 
ハ 当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体

制 
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 (１)選択肢の回答 ※複数回答可 

質問 回答数 %
1. 親会社の使用人等を役職員として子会社へ派遣する。 38 67.9%
2. 定期的に子会社の役員等から職務の執行状況の報告を求める。 36 64.3%
3. 重要な財産の処分、一定額以上の取引など、重要な意思決定について、親

会社が事前に承認する（取締役会で決議する前の事前承認）。 42 75.0%

4. 子会社について、役員だけでなく、使用人（プロパー社員含む）の人事権

を行使する。 3 5.4%

5. その他、設問の体制を確保するために実施することについて（具体的に B
欄に補足） 6 10.7%

     

(２)自由回答の例 

    
① 経営管理契約で○承認事項、○事前相談事項、○報告事項を具体的に定め、その遵守状

況を定期的(年次)に評価する。 

② グループ決裁基準を決め、該当事項については親会社の同意を取っている。 

③ 管理業務等の一部事務を親会社が一括して行っている。 

④ 親会社の関係会社管理規則に報告事項を列記し、必要事項は全て経営企画部へ報告され

ている。また月 1 回のグループ会社社長会においても必要事項を報告している。 

⑤ 四半期に一度、子会社の監査役等（海外において監査役制度がない場合は、その役割を

持つ取締役等）と面談を行っている。それぞれの監査役等は当社の経営企画部門の社員

が兼務している。 

⑥ 承認事項・報告事項とそれを受ける親会社所管部門が定められている。 

⑦ 親会社にて、コンプライアンス委員会が定期的に開催され、子会社の法令遵守状況が報

告されている。 

⑧ 従来から、監査役は、グループ会社監査担当部署から定期的に監査結果の報告や監査計 

画の説明を受け、意見交換を行っている。また、監査役は、独自に、年間数社の子会社 

に対し詳細な調査を行い、概要及び所見について監査役会・代表取締役に報告するほか、 

グループ会社の管理を所管する部署・グループ会社監査を担当する部署と共有している。 

6

3

42

36

38

5．その他

4．子会社について、役員だけでなく、

使用人（プロパー社員含む）の人事権

を行使する。

3．重要な財産の処分、一定額以上の

取引など、重要な意思決定について、

親会社が事前に承認する（取締役会

で決議する前の事前承認）。

2．定期的に子会社の役員等から職務

の執行状況の報告を求める。

1．親会社の使用人等を役職員として

子会社へ派遣する。

子会社取締役等の職務
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（３）分析及び考察 

 

 ア.設問の意図 

 施規 100 条 1 項 5 項において、企業集団の内部統制システムの具体的内容が明文化され、

さらに同項ハで「子会社の取締役らの効率確保体制」の明文化がなされた。「監査役監査基準」

では、これを受け 26 条 1 項 5 号ハにおいてこの点を明記した。 
設問 7 は、「子会社の取締役の効率確保体制」の各社における現在の運用状況について、確

認することを目的とする。 
 
   イ.回答の傾向 

選択肢の回答では、「親会社使用人等を役職員として子会社へ派遣」、「定期的な職務執行状況

報告」、「重要な意思決定の親会社による事前承認」について、回答の約 70％が実施するなど、

人事権や重要事項の報告聴取などを通じて、親会社が子会社取締役の職務執行に対して影響力

を行使していると考えられる。なかでも約 75％が事前承認等、何らかの形で子会社の「重要な

意思決定」に関与している。 
自由記載の回答では、「経営管理契約で○承認事項、○事前相談事項、○報告事項を具体的に

定め、その遵守状況を定期的（年次）に評価する」、「グループ決裁基準を決め、該当事項につ

いては親会社の同意を取っている」、「四半期に一度、子会社の監査役等と面談を行っている」

などの記載があった。その他、親会社が子会社へ従業員を派遣する際は親会社の経営管理部門

や当該子会社を所管する部門の社員が兼務する、業務報告・事前承認を求める際は一定の基準

や規程を整備している、といった記載があった。 
「職務執行の報告、意思決定に関する承認についての明確な基準等を定めている」という記

載が自由記載欄に見られたが、親会社から子会社へ派遣する社員等に関する基準については、

特段の記載は見られなかった。 
 
   ウ.子会社への影響力行使 

回答の約 70％が、「親会社使用人の派遣」、「親会社への定例的な職務状況の報告」、「重要な

意思決定事項の事前承認」など、人事権や子会社の意思決定への関与を通じて一定の程度ハン

ドリングを実施することにより、グループ一体となった経営を目指している。 
現状においては一定程度、こうした親会社による子会社への影響力行使によって子会社取締

役の職務執行の効率確保の体制を整備していることが窺える。従って監査役監査においても、

この点に留意して親会社の取締役の職務の執行を監査すれば良いと言える。 
 

８．設問８ 自由記述１ 子会社の取締役等が法令に適合することを確保するための体制 

子会社の取締役等の職務執行が法令等に適合することを確保するため、工夫された点や特筆す

べき点があればご回答下さい 
  
■根拠条文：施規 100 条 5 号ニ 

当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保 
するための体制 

 
（１）自由記述回答の例 

① 親会社の経理マネージャーが国内子会社の監査役を兼務している。但し、監査役の責任

範囲が会計に限定されている子会社があるので、グループガバナンスの観点から検討が

必要だと思われる。 
② 親会社の監査役が子会社の監査役を兼任し、取締役会等にも積極的に出席している。ま

た、必要に応じて子会社に赴き、役員等から報告聴取を行っている。 
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③ 親会社の責任として、随時指導援助を行っており、特に四半期ごとに各関係会社に集ま

ってもらい、情報共有等行っている。 
④ グループ経営管理規程を制定し運用中、毎月、執行責任者会議で主要な子会社から報告、

親会社監査役、監査室も主要な子会社を監査。 
⑤ コンプライアンス社外アドバイザーの設置、コンプライアンス役員研修を四半期毎に実

施、グローバルなグループコンプライアンス指標を設置し各社を評価。 
⑥ 監査役会は、内部監査部門より、監査結果の報告を受ける。また、子会社管理部門より

定期的に報告を受ける体制にしている。 
⑦ グループ会社管理規程において、グループ会社の経営者・経理財務担当責任者から、当

社の経営者・監査役に対し、決算内容及び職務執行状況等について報告を行うための各

種会議体の定期的開催や、随時の報告が定められている。また、当社の会議体において

も、子会社における重要な経営情報等が報告事項となっている。監査役はこれらの会議

のメンバーである。グループ常勤監査役会を定期的に開催し、重要な子会社の監査役か

ら報告を受けている。（設問 2①回答分） 
 

（２）分析及び考察 

 

ア.設問の意図  

「子会社」ではなく「当該」株式会社において構築する法令及び定款に適合するための体制で

あり、回答は自ずと限られたものとなることが予想された。施規 100 条 1 項 5 号に新設のイ

～ハ及び同3項4号ロと重複する項目でもあり、敢えて選択質問とせず自由記載質問としたが、

17 社（30％）から何らかの対応を行った旨の回答があった。 
 回答から判断する限り、やはり各社共、親会社監査役が直接子会社を監査するといったよう

な仕組みではなく、グループガバナンスの一環として、コンプライアンス面においても監査役

が取締役と共に適時適切にグループ会社に係る報告を受ける、といったような体制を想定しシ

ステムとして構築していると考えられる。 
  

イ.グループ会社の管理と監査役監査のあり方 

「監査役監査基準」27 条では、「取締役の子会社に関する職務の執行の状況を監視し検証す

る」という従来の規定をさらに「検証しなければならない」と一段踏み込んだ表現に改めてい

る。 
とは言え、各社ともその子会社管理のあり方は多種多様であり、一概にかくあるべしといっ

た方法論でまとめることはできない。 
但し「監査役監査基準」27 条 3 項では新たに「会社に重要な関連会社がある場合には、当

該関連会社の重要性に照らして、（略）監査を行う」と定められた。つまり各社共、執行側が

構築・運用したシステムなりに、その範囲内での子会社管理責任があると考えられ、監査役は

その管理状況を監査する義務があると言えよう。 
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９．設問９ 自由記述２ 監査役スタッフとしての「基本方針」の見直しへの働きかけ 

監査役会若しくは監査役会スタッフとして、内部統制システム構築の基本方針の見直し及び、

運用状況の確認について、何らかの働きかけを行いましたか、又は行っていく予定があります

か。 

 
■根拠条文：法 362 条 4 項 6 号 
 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並

びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとし

て法務省令で定める体制の整備 
 
 
■根拠条文：施規 118 条 2 号 
 法 362 条 4 項 6 号並びに第 416 条 1 項 1 号ロ及びホに規定する体制の整備についての決定又は決

議があるときは、その決定又は決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要 
 

 

（１）自由記述回答の例 

① 事前に執行側が作成した改訂原案を入手し、監査役に意見を求め、監査役の意見を集約

後執行側に伝え、最終的に監査役の意見が反映された基本方針が作成されている。 
② 監査役スタッフとして、監査役と共に、内部統制基本方針案をレビューした。その後、

子会社との監査役連絡会を開催し、検討した結果、文言の修正等を執行部へ要請し、最

終的には取締役会で決議された。 
③ 早期に見直しを進めるよう働きかけ、監査役部分は実態等を執行部側に話し、案をまと

め、監査役への事前報告や調整、執行部側からの説明の場の設定など積極的に関わった。 
④ 4 月の時点で、監査役及び監査役スタッフと執行部門（担当役員も同席）で、「見直し」

に関する打合せを行うとともに、監査役会の場でも意見交換を行った。そこでの議論結

果も「見直し」に反映され、5 月上旬の取締役会にて改定を行った。 
⑤ 内部統制推進部門、内部監査部門、法務部と共同して、内部統制システム大綱の改正版

を作成した。 
⑥ 代表取締役との会合において、監査役会から代表取締役に、監査役に関する体制等の見

直しを要請。 
⑦ 監査役会事務局は総務部スタッフが兼務しており、その総務部スタッフは会社法を担当

しているため、常に、執行・監査の両視点を持って対応している。 
⑧ 監査役スタッフとして株主総会事務局の次席を務めており、事前の役員勉強会にて改正

法及び同施行規則並びにコーポレートガバナンス・コードの実務面での影響をレクチャ

ーした。 
⑨ 今回の会社法改正をにらみ、内部統制システム構築の基本方針見直しについて、所管す

る経営企画部門と打合せを行った（監査役スタッフとして）。 
⑩ 監査役スタッフが執行組織と協同して見直し原案を作成している。 
⑪ 常勤監査役及び監査役スタッフが内部統制システムの基本方針の見直しについて執行

側に提言を行い、執行側と意見交換を行った。 
⑫ 執行側における見直しの事前検討の段階から、スタッフが関与し内容の確認と、監査役

の見解を伝達している。 
⑬ 本来望ましいことではないかもしれないが、兼務先の「内部統制室」は基本方針改定担 

当部門。小職はその担当者であるため、振り子が振れ過ぎないように気を付けつつ、監 
査役側として盛り込んでほしい事項は反映させることができた。 
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（２）分析及び考察 

 
   ア.監査役スタッフが内部統制システム構築に積極的に関与 

選択肢を設けず、自由記述式の回答だったためか、42 社（75.0％）のみの回答となったが、

そのほぼ全てが大なり小なり、何らかの働きかけを行ったことを記述している。「基本方針」

の見直しについては、執行側と一緒に、あるいは執行側の背中を押すような、極めて積極的な

動きを見せる監査役スタッフの事例が散見された。 
前述の回答の中のとおり執行側に対し、公式非公式を問わず、前広に適切な働きかけを実施

したと考えられるケースが見られ、監査役スタッフの活動として傾聴に値する。 
 

イ.監査役監査基準と内部統制システム構築の基本方針 

施規 100 条 1 項を踏まえ、「監査役監査基準」26 条に定める子会社管理の体制及び、19 条

2 項に定める監査役監査の実効性確保についても「構築・運用の状況を監視し検証」すること

が明記された。  
無論、内部統制システムの構築・運用義務は原則として執行側に委ねられているわけである

が、「内部統制システムに係る監査の実施基準」8 条では、「監査役は、内部統制決議の内容に

不備があると認める場合には、（略）監査役会における審議を経て、取締役会に対して助言、

勧告を行う」と定められた。 
また「監査役監査基準」26 条 7 項では、「監査役は、内部統制システムに係る取締役決議の

内容が相当でないと認めたとき」、「その旨を監査報告に記載しなければならない」とも記され

ており、「内部統制システムに係る監査の実施基準」8 条においても、「助言又は勧告等にもか

かわらず、取締役会が正当な理由なく適切に対応せず」といった場合には、「監査役会におけ

る審議を経て、監査報告においてその旨を指摘するものとする」とされている。 

 

第２節 アンケートの分析及び考察のまとめ 

 
本アンケートは、前述のとおり、「監査役監査基準」草案の発表の直前に実施された。すでに改正法

及び同施行規則は公布、施行直後であったが、一方のコーポレートガバナンス・コードは適用直前で

あり、かつ改正草案にコードがどのように埋め込まれるのか確定していない中、各社がどのようにコ

ンプライ（遵守）すべく苦慮していたのか、その片鱗も窺える。 
設問ごとの分析と考察でも示したとおり、このような、言わば過渡期ともいうべき特殊な状況の中

でも、改定された「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」に照らし合わ

せても、ベストプラクティスに近いと考えられる工夫を実施済みの事例も散見され、そのような体制

の構築及び運用については、各社の監査役スタッフ及びコーポレートスタッフの熟慮と貴重な実務経

験の反映とが伺われる。今後はベンチマークとしての研究や、実務対応に係る各種論点の再整理と深

掘りも必要となろう。 
なお、自由記述設問の 3 番目では、コーポレートガバナンス・コードへの対応を合わせて実施して

いるケースについて問うたが、計 19 社（33％）から回答が得られた。中には【補充原則 2-5①】「経

営陣から独立した内部通報窓口の設置」や、【補充原則 4-4①】「監査役会と社外取締役の連携」を、

既に内部統制システム大綱に盛り込んだ、との回答も 1 社（1.8％）から得られたが、その他は概ね情

報収集の段階であり、有意な回答が得られなかったのでここでは割愛させて頂いた。 
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社名

受付No.
スタッフ氏名

回答

Ａ Ｂ（具体的な内容をご記入下さい）

1．監査役（会）設置会社

2．指名委員会等設置会社

3．その他（監査等委員会移行会社を含む。具体的に
B欄に補足）

1．上場

2．非上場

1．（最終）親会社

３ 貴社の属性 2．子会社

3．その他（具体的にB欄に補足）

1．補助業務専従としている。

2．補助業務専従としており、監査役（及び監査役室
長など）以外の者が補助使用人に対して指揮命令を
行うことを禁止している。
3．業績考課、人事異動、賞罰の決定について、監査
役（会）の同意を得ることとされている。

4．業績考課、人事異動、賞罰の決定について、監査
役（会）が行うこととされている。

5．その他（具体的にB欄に補足）

1．監査役への報告体制には、グループ会社からの報
告内容が含まれることが明記されている。

　

2．上記①に基づき、報告を受ける会議体や時期が明
確に定められている。

　

3．子会社監査役と定期的に会合を持ち、重要事項に
ついて報告を受ける。

　

4．その他 　

1．案件毎に（ほぼリアルタイムに）親会社監査役が共
有する。

　

2．定期的に件数、全体の特徴及び個々の案件の内
容について、親会社監査役が共有する。

　

3．定期的に件数のみが親会社監査役に共有される
（個々の案件の内容については明示されない）。

　

4．その他（自由記述） 　

1．グループ内共通規程で、不利な取扱を受けないこ
とを定めている。

　

2．役職員全員に対し、コンプライアンス研修等で不利
な取扱を受けないことを周知する。

　

3．執行側がホットラインの通報者の状況について、定
期的に監査役に報告する。

　

4．監査役が要求する時はいつでも、ホットラインの通
報者の状況を確認することができる。

　

1．原則として年度監査計画に準拠し予算化
　　され、請求することが可能である。

　

2．監査役会費用の使途は自由で、前払い
　　・後払いとも制限なく請求可能である。

　

3．監査役会の費用は、後払い（実費）のみ
　　償還される。

　

4．監査役会の予算は、執行側が立案する。 　

設
問
４
　
費
用
前
払

監査費用等の前払い若しくは償還手
続きの内容については、どのように
定め、運用しますか。

※複数回答可

　→施行規則100条3項6号

設
問
３
　
不
利
益
取
扱

監査役への報告をしたことを理由とし
て不利益扱いを受けないことを確保
するための体制については、どのよ
うに定め、運用されますか。

※複数回答可

　→施行規則100条3項5号

質　問

＊質問欄のチェックボックスをクリックするとＡ欄には自動的に数値が記入されます。

貴
社
の
属
性
等

機関設計

設
問
２
　
監
査
役
に
報
告
を
す
る
た
め
の
体
制

①

グループ会社を含む監査役に対する
報告体制については、どのように定
めましたか。

※複数回答可

　→施行規則100条3項4号イ、ロ

設
問
１
　
補
助
使
用
人

２ 上場区分

補助使用人に対する指示の実効性
確保のために、具体的な施策が取ら
れましたか。

※複数回答可

　→施行規則100条3項3号

グループホットライン（ヘルプライン）
の運用はどのようなものですか。

　→施行規則100条3項4号イ、ロ

1

②

資料編　アンケート「内部統制システムの改正への対応について」
（列・行等の追加をしないようにお願いします）
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1．各子会社の社内規程で報告体制について定めて
おり、当該規程に従って報告している。

2．規程はないが、各子会社と契約、協定等の取り決
めがあり、これに従い報告している。

3．規程等はないが、親会社が必要に応じて報告を求
める体制が出来ている。

4．その他（B欄に記載）

1．企業グループ全体として内部通報制度を設けてお
り、子会社の従業員等から親会社の担当部署に通報
できる体制である。

　

2．子会社各社に内部通報制度があるが、親会社に
は通報されない。

　

3．子会社各社に内部通報制度があるが、内容につい
ては調査していない。

　

4．その他（B欄に記載） 　

1．親会社の主管部が定期的に役員会等に報告す
る。

　

2．親会社の内部監査部門が定期的に監査を実施す
る。

　

3．親会社の監査役が定期的に監査を実施する。 　

4．その他（B欄に記載） 　

1．毎月受ける。 　

2．２～３ｶ月毎に受ける。 　

3．その他（B欄に回答）。 　

4．対象子会社はない。 　

1．毎年実施する。 　

2．２～３年に１回実施する。 　

3．その他（B欄に回答）

4．対象子会社はない。 　

1．親会社の使用人等を役職員として子会社へ派遣す
る。

　

2．定期的に子会社の役員等から職務の執行状況の
報告を求める。

　

3．重要な財産の処分、一定額以上の取引など、重要
な意思決定について、親会社が事前に承認する（取
締役会で決議する前の事前承認）。

　

4．子会社について、役員だけでなく、使用人（プロ
パー社員含む）の人事権を行使する。

　

5．その他、設問の体制を確保するために実施すること
についてB欄に記載してください。

　

①

②

③

自
由
記
載

子会社の取締役等の職務執行が法令等に適合することを確保するため、工夫された点や特筆す
べき点があればご回答下さい。（B欄に記入）（設問5～7の詳細でも可）

　→施行規則100条1項5号ニ

子会社の取締役等の職務の執行が
効率的に行われることを確保するた
めの体制については、どのように整
備し、運用しますか。

※複数回答可

　→施行規則100条1項5号ハ

会社法改正への対応と、コーポレートガバナンス・コードへの対応とを合わせて行っている場合、工
夫している点があればお答えください。（B欄に記入）

設
問

７

　

子

会

社
取

締

役

等

の

職
務

監査役会若しくは監査役会スタッフとして、内部統制システム構築の基本方針の見直し及び、運
用状況の確認について、何らかの働きかけを行いましたか、または行っていく予定がありますか。
（B欄に記入）

　→法362条4項6号等、施行規則118条2号

設
問
６
　
子
会
社
の
損
失
の
危
険
の
管
理

設
問
５
　
親
会
社
に
対
す
る
報
告
体
制

①

子会社から定期的に業務の執行状
況、財務状況等報告を受ける予定で
すか。

　→施行規則100条1項5号ロ

親会社が報告を受ける体制につい
て、どのように確認しますか。

　→施行規則100条1項5号イ

内部通報制度についてはどのように
整備されましたか。

　→施行規則100条1項5号イ

③

②

①

②

親会社の監査役または内部監査部
門による子会社監査を定期的に実施
する予定ですか。

　→施行規則100条1項5号ロ

子会社の取締役等の職務の執行に
係る事項の親会社に対する報告に
関する体制は、具体的にどのように
整備されましたか。

　→施行規則100条1項5号イ
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第４部 親会社等との取引 

親会社等との取引に関する条文は、子会社の少数株主等を保護するために定められたものである。

2011 年 12 月に公表された法務省民事局参事官室「会社法制の見直しに関する中間試案」において、

子会社株主等を保護するための親会社の責任及び株主代表訴訟による責任追及に関し、「当該取引に

より、当該取引がなかったと仮定した場合と比較して当該株式会社が不利益を受けた場合には、当

該親会社は、当該株式会社に対して、当該不利益に相当する額を支払う義務を負う」（第 2 部第 2、1
の A 案）ことが議論された。しかし、最終的には以下の理由により合意が得られなかったために、

これらは盛り込まれなかった20。 
・ 親子会社間の取引に萎縮効果を及ぼし企業集団による経営を不当に妨げる恐れがある 
・ グループ経営により子会社が得る利益は算定が困難なことが多く、利益・不利益という観点か

ら法定責任を創設すると合理的なグループ経営まで規制されてしまう恐れがある 
一方で、子会社少数株主を保護するための情報開示の充実という観点から定めたものが以下に示

した根拠条文であり、開示された内容等について、監査役の監査報告の内容とすることが盛り込ま

れた21。 
 
第 4 部では、第 1 章において、親会社等との取引における監査役監査のポイントとそれを補佐す

るための監査役スタッフ業務のポイントについて検討を加えた。また、社外取締役の意見に関する

規律も設けられている（施規 118 条 5 号ハ）ことから、第 2 章において、社外取締役との連携につ

いても検討を加えた。 
 

第１章 個別注記表等に開示する親会社等との取引 

 
 
 
 
 
 

第１節 はじめに 

１．論点の整理 

（１）監査役監査の視点・着眼点 

子会社が親会社等との間の取引（子会社と第三者との間での取引で親会社等との間の利益が

相反するものを含む）で、個別注記表等において注記を要するものがあるときは、当該取引に

ついて次に掲げる事項を記載することとし（施規 118 条 5 号）、当該事項についての意見を監

査役の監査報告の内容にすることが規定されている（施規 129 条 6 号）。 
イ 当該取引をするに当たり会社の利益を害さないように留意した事項（当該事項がない場

合はその旨） 
ロ 当該取引が利益を害さないかについての取締役(会)の判断及びその理由 
ハ 社外取締役を置く会社において、ロの取締役の判断が社外取締役の意見と異なる場合に

は、その意見 
 

                                                  
20 坂本三郎『一問一答 平成 26 年改正会社法』商事法務、2014 年、226 頁。 
21 同上、226 頁。 

根拠条文：施規 118 条 5 号、施規 128 条 3 項、施規 129 条 6 号 

関連するルール：コーポレートガバナンス・コード 【原則 1-7】、監査役監査基準 28 条 3
項（2015.4.28 公開 「監査役監査基準」改定案《公社 日本監査役協会》） 
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上記のうち、「イ」については、当該会社の状況、親会社等との関係、取引の性質・内容等

を踏まえた内容を記載することが求められており、例えば 
 当該取引と類似の取引を親会社等以外の独立した第三者との間でも行っている場合には、

当該第三者との間の取引と同等の取引条件であることを確認した旨 
 当該取引と類似の取引を親会社等以外の独立した第三者との間でも行っていない場合に

は、独立した第三者同士の間の類似取引と同等の取引条件等であること、あるいは、独立

した第三者機関から取引条件等が適正であることを確認した旨 
といったことを記載することが考えられ22、場合によっては、「イ」と「ロ」をひとまとめ

にして開示することも考えられる23。 
従って、後述の通り、監査役は、取締役会の意思決定の監査を行うことになるが、一方で、

後述の「(3)-2)」に記載の通り、当該判断の内容が記載された事業報告の承認をもって取締役

会の判断とすることも可能であることから、例えば、執行側が親会社等との取引に関するガイ

ドラインを作成し遵守する態勢の構築・運用、すなわち、内部統制システムの構築・運用も重

要になってくることが考えられ、内部統制システム監査も行うことになると考えられる。 
また、「ロ」については、取締役会の判断及びその理由について監査することから、取締役

会の意思決定の監査となる。 
「ハ」については、社外取締役との連携が重要となってくる。加えて、事業報告に適切に記

載されているかという事業報告等の監査も必要となってくる。 
以上、監査役監査の視点・着眼点について検討を加えたが、本章では、内部統制システム監

査と取締役会の意思決定の監査、事業報告等の監査のポイントについて取り上げ、上述の通り、

社外取締役との連携については第 2 章で取り上げることとした。 
 

（２）その他の論点 

１）上場子会社と非上場子会社における監査役監査の相違点 

会社法施行規則 3 条では、子会社を次のように定義している。 
① 議決権の所有割合（子会社等含む）50％超 

② 議決権の所有割合（子会社等含む）40％超で、下記のいずれかの条件に該当することに

より財務及び事業の方針を支配している場合 

・取締役会等の構成員の過半数が自己の役職員等 

・重要な財務・事業の方針の決定を支配する契約、等（他は割愛） 

③ 自己所有等議決権数割合 50％超（自己の計算分ゼロの場合を含む）かつ、②のいずれか

の条件に該当 

 
このような前提に立った上で、子会社は 「ア.完全子会社（以下「100％子会社」という）」、

「イ. 少数株主が存在する非上場子会社」、「ウ. 上場子会社」の 3 種類の形態に分類でき、

以下に記載した事項が主なポイントになると考える。 
 
ア．100%子会社 

親会社の完全な支配下にあり、親会社のグループ経営の考え方に従うことになる。連

結子会社であれば業績は親会社と同一になるが、非連結子会社の場合は、親会社の業績

に対する投資家の判断を見誤らせるような取引にならないよう、コンプライアンス上の

配慮が必要である。このような場合、親会社の自律的な内部統制システムの構築とグル

ープ統一的な運用が重要なポイントとなる。一方で子会社の立場で見ると、株主たる親

会社との同一性が強いがゆえに独立した個社としての統制軽視や相対的な牽制力の低下

                                                  
22 坂本三郎ら「会社法施行規則等の一部を改正する省令の解説Ⅲ」『商事法務』第 2062 号、2015 年 3 月 15 日、39
頁。 
23 渡辺邦広「会社法改正に伴う法務省令改正の解説」『月刊監査役』第 639 号、2015 年 4 月、27 頁。 
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が懸念される場合があることに留意する必要がある。 
イ．少数株主が存在する非上場子会社 

親会社以外の利害関係があるため、親会社等との取引については十分な配慮が必要で

ある。ただし、大きな企業戦略の基に多少の非通例的な取引が行われることは考えられ

るため、そのような場合には、少数株主に対し十分な説明を行い、理解を得る必要があ

る。「イ」においては、少数株主の存在により「ア」に比べ、子会社内でより強力な牽制

機能が働くことが期待できる。 
 
ウ．上場子会社 

上場会社の場合、数多くの一般投資家が出資しており、子会社自身の利益を毀損する

ような取引は基本的に認められない。従って、親会社等との間でそのような取引を原則

として行わないような内部統制システムが同子会社内で構築・運用されていることが重

要である。しかしながら、特異なケースとして最終的な収益の向上を目指し、個別に非

通例的な取引を行うことは考えられる。そのような場合には、一般投資家に対し十分な

説明責任が果たせるようなプロセスと取締役会等での真摯な議論が必要である。 
 
かくして、出資者構成と利益相反取引に対する抑止力についての傾向を例示したものが下

の図である。ただし、子会社の規模や成り立ちなどによっては異なるケースもあり、100%
子会社で強力な抑止力を有している企業も多いと考えられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

子会社の形態別のポイントについて検討を加えてきたが、一方で、関連当事者の取引の開

示は、債権者保護の観点から、保護すべき少数株主が存在しない 100%子会社（上記 「ア．」）

と完全親会社との間の取引も開示されることになっている。しかし、100%子会社の監査役監

査のポイントと、不特定多数の株主が存在する上場子会社の監査役監査のポイントが同じで

あるとは考えづらく、本章ではこの点についても検討を加えることとした。 
 

２）親会社監査役の視点 

親子間取引に関しては、親会社が、自社の企業集団の事業が効率的に行えるように設定す

ることが想定されるため、本章では親会社監査役の視点についても検討を加えることとした。 
 

（３）留意事項 

１）親会社等との取引を開示する会社は会計監査人設置会社又は公開会社だけである 

・会計監査人設置会社は、当該取引を注記表に記載（計規 112 条） 

子会社における抑止力 

親会社に対する牽制力弱
い 

強
い 

ア．100%子会社 ウ．上場子会社 イ．少数株主子会社 

影
響
度 

出資者構成と利益相反取引に対する抑止力の関係 

親会社における抑止力 
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・会計監査人非設置会社で公開会社は附属明細書に記載（計規 117 条 1 項 4 号） 
※附属明細書には、「ⅰ)取引の内容、ⅱ)取引の種類別の取引金額、ⅲ)取引条件及び取

引条件の決定方針、ⅳ)取引条件の変更があったときはその旨、変更の内容及び当該

変更が計算書類に与えている影響の内容」について記載する。 
 
２）個々の取引ごとに判断するのではなく、取引の類型ごとに包括的に判断して良い 

取締役会の判断及びその理由に関しては、個別に又は取引の時点で判断することまでは求

められてはなく、取引の類型ごとに包括的に判断し、また、当該判断の内容が記載された事

業報告の承認をもって取締役会の判断とすることも可能である24。 
 

３）注記が必要な取引は「重要な取引」だけで良い 

注記表に開示する取引は以下のとおりとなる。 
① (連結)損益計算書項目に属する科目に係る関連当事者の取引 

ア．売上高、売上原価、販管費 
売上高又は売上原価と販管費の合計額の 10%を超える取引 

イ．営業外収益、営業外費用 
営業外収益又は営業外費用の合計額の 10%を超える損益に係る取引（その取引総額

を開示し、取引総額と損益が相違する場合には損益を併せて開示する） 
ウ．特別利益、特別損失 

1,000 万円を超える損益に係る取引（その取引総額を開示し、取引総額と損益が相

違する場合には損益を併せて開示する） 
 

② (連結)貸借対照表項目に属する科目の残高及びその注記事項に係る関連当事者との取引

並びに債務保証及び担保提供又は受入れ 
ア．その金額が総資産の 1%を超える取引 
イ．資金貸借取引、有形固定資産や有価証券の購入・売却取引等については、それぞれ

の残高が総資産の 1%以下であっても、取引の発生総額（資金貸付額等）が総資産の

1%を超える取引（ただし、取引が反復的に行われている場合や、その発生総額の把

握が困難である場合には、期中の平均残高が総資産の 1%を超える取引を開示するこ

ともできる） 
ウ．事業の譲受又は譲渡の場合には、対象となる資産・負債が個々に取引されるのでは

なく、一体として取引されることが考えられることから、対象となる資産・負債の

総額のいずれか大きい額が、総資産の 1%を超える取引25 
 

第２節 監査役の業務とポイント 

１．内部統制システム監査 

（１）監査役の業務とポイント 

① 執行側が構築するＰＤＣＡ 

親会社との取引に関し、執行側のＰＤＣＡのポイントは以下の事項が考えられる。 

                                                  
24 前掲注（17）、38 頁。 
25 企業会計基準委員会「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」企業会計基準適用指針第 13 号、2006 年 10
月、7 頁及び 12 頁。 
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Ｐ：親子間取引の方針（基本的な考え方）の策定 
・親子間取引に関するガイドライン（具体的な基準）の策定 
・規程類の整備 
・親会社等との取引の把握・管理（委員会の設置、責任者が取引内容の公正性を 
チェック）・報告体制の整備 

Ｄ：上記体制の運用 
Ｃ：上記運用状況の確認（自己監査、内部監査部門による監査） 
Ａ：上記運用状況等に問題があった場合、改善 

 
② 監査役監査のポイント 

監査役は上記ＰＤＣＡが実質的に回っているか否かについては、取締役会のほか関連する会

議への出席、役職員からの報告聴取、稟議書等の重要な書類の閲覧等により確認することに

なる。主なポイントとして、以下の事項が考えられる。 
 

ア. 親会社等との取引の方針の策定 

・取締役会等重要な会議に出席し、今回の会社法改正の趣旨を踏まえた議論を行っている

か確認する。 
・当該方針の周知・徹底状況について主管部署長からの報告聴取(周知・徹底の方法)、内

部監査部門長からの報告聴取（周知・徹底状況)で確認する。 
 

イ.ガイドラインの策定 

・取締役会等重要な会議に出席しガイドラインの策定状況（議論の内容）について確認す

る。主なポイントは以下の通り。 
 ガイドライン策定のため必要な情報（親会社との取引の状況、他社との取引の状況等）

が取締役会メンバー(特に社外取締役)に提供され、検討・審議に必要な時間が確保さ

れているか。 
 結論ありきの議論ではなく、経営判断が十分説明でき、納得のいく質疑応答が行われ

ているか。 
 取締役会等において出された質問に対し十分な回答がなされているか。 
 適正な検討・審議に基づく合理的な結論となっているか。 
 いわゆる「損して得取れ取引」や経営指導料等、必要に応じて第三者の意見を聴取し

ているか。 
・当該ガイドラインの周知・徹底状況について主管部署長からの報告聴取(周知・徹底の方

法)、内部監査部門長からの報告聴取（周知・徹底状況)で確認する。 
 

ウ.規程類の整備 

・策定された親会社等との取引の方針のガイドラインに基づき、必要な規程類が整備され

ているか主管部署長からの報告聴取、内部監査部門からの監査結果の聴取等で確認する。 
 

エ.親会社等との取引の把握・管理・報告体制の整備 

・親会社等との取引の把握・管理を行うための会議体が設置された場合、当該会議体に出

席し、当該会議体の運営規程等に則した運営がなされているか確認する。当該会議体に

出席できない場合、会議体の主管部署より、運営状況につて説明を聴取する。 
・親会社等との取引の主管部署（窓口）より、親会社との取引について、策定された、ガ

イドライン・規程等に従って行われているか聴取する。 
・内部監査部門より、当該体制の整備状況に係る内部監査結果を聴取し確認する。 
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２．取締役会の意思決定の監査 

（１）取り上げた監査対象項目について 

親会社等との取引の監査対象となる項目については、次のような方法で洗い出しを行った。 
① 第 42 期本部スタッフ研究会参加各社に対しアンケートを実施 

主な質問項目：取引の内容、監査役(会)としての留意事項 
回答社数：19 社 

 
② 取引の分類 

多数あった回答を整理した結果次のような取引に分類された 
・金融取引（資金の貸付・借入、有価証券の貸付・借入、CMS 等） 
・債務保証（CP、社債の発行等） 
・物販取引（市販品、自社製品等） 
・サービス提供（業務委託、開発業務等） 
・不動産貸借（建物の貸借等） 
・動産貸借（事業資産の貸借等） 
・経営指導料（コンサルタント料、ブランド使用料等） 

 
③ 各取引の分析 
それぞれの取引について得られた回答を基に更なる検討を加え、 

・各取引に共通して存在する観点 
・各取引によって個別に考慮すべき観点 
に分類して考察し、要点を明確化することとした。 

 
④ 検討対象の絞り込み 

親会社等との取引の対象とはなりにくい、あるいは広く一般的に行われている取引ではない

と思われるものについては、詳細な検討からは割愛させていただいた。 
例） 
・有価証券の貸付・借入 
・動産貸借（高額な動産のグループ内有効活用等） 

 
（２）取締役会の意思決定監査のポイント 

親会社との取引について考察するにあたり、いくつかの留意すべき観点があるが、本項では、

様々な取引に共通する観点と、個々の取引において個別に留意すべき観点に分けて検討を加え

た。 
１）各取引共通の観点 
① 定量面の確認 

親会社等との取引と類似の取引を親会社等以外の独立した第三者との間でも行っている

場合には、当該第三者との間の取引と同等の取引条件であることを確認すればよいが、類似

の取引を親会社等以外の独立した第三者との間で行っていない場合、監査役は、価格・利率

等、利益率など定量面について執行側が取締役会等において確認しているか監視・検証する

ことになる。なお、定量面における主なポイントは以下の通り。 
ア．独立した第三者同士の間に類似取引がある場合…価格・利率等の確認 

当該類似取引における価格・利率等との差異を確認し、もし大きな開きがある場合は、

合理的な根拠の有無を確認する必要がある。 
イ．独立した第三者同士の間に類似取引がない場合…利益率の確認 

各種取引において社として守るべき最低限の利益率が定められ、当該利益率を下回る

ような取引については、所定の決裁方法（特別申請）が定められているはずであり、そ
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の決裁過程において利益率が最低限の利益率を下回る理由や低利益率で受注する目的

（メリット）に合理性があるかを確認する必要がある。なお、当該基準が定められてな

ければ、監査役は当該基準を策定するよう執行側に対し助言・勧告すべきである。 
 

② 定性面の確認 

監査役は、執行側が、上記の定量面に加え、当該取引におけるリスクや契約条件の内容な

どの定性面についても議論しているか監視・検証する必要がある。尚、定性面の主なポイン

トは以下の通り。 
ア．リスク 

一般的にリスクとは「損失を被る危険性」と解釈されるが、本項では、具体的には

以下のような事例を想定している。 
・仕入販売を行う際、納期までに仕入れが間に合わない可能性 
・為替レートの変動により利益が大きく損なわれる可能性 
・人材不足等により要求された品質のサービスを提供できない可能性 
等々 
日常的に行われている取引であれば想定されるリスクはほぼ認識されており、何らか

のヘッジが取られているはずである。留意すべきは新たな取引を行う場合や、取引の都

度条件が異なるような場合（システム開発等）は十分なリスクの洗い出しが行われてお

り、それぞれのリスクへの対応策が示されていることを確認する必要がある。リスクへ

の対応としては、 
ⅰ) 回避（受注しない、何らかの方法で発生しないようにする等） 
ⅱ) 軽減（リスク相当額の上乗せ、発生確率を下げる対策をとる等） 
ⅲ) 転嫁（保険に加入する等） 
ⅳ) 受容（リスクを受け入れる ※発生確率と影響度が低い場合） 
の 4 種類があり、共通して重要な対策となるのが後述の契約条件になる。新規の取引

については法務部門や経理部門と連携して対応がとられているかを確認することが重

要である。 
 

イ．契約条件 
前述のリスクと同様に、日常的に行われている取引であれば標準的な契約書（ひな型）

が用意されているはずであるが、親会社からの要望により契約条件が変更される場合が

ある。また新たな取引の場合、標準的な契約書をそのまま使えないことも考えられる。

そのような場合には次のようなポイントを押さえておく必要がある。 
ⅰ) 納期（守れる期限に設定されているか等） 
ⅱ) 支払条件（自社のキャッシュフローに悪影響が出ないか等） 
ⅲ) 契約解除（どのような場合に契約解除となるか、清算方法等） 
ⅳ) 保証（瑕疵担保、性能保証、サービスレベル保証等） 
ⅴ) 損害賠償（賠償責任の範囲、賠償額の上限等） 
ⅵ) その他（著作権の帰属等） 

 

２）各取引個別の観点 
ここでは個別の取引としてどのようなものがあるか、そしてそれぞれ固有の観点としてど

のようなものがあるかを考察している。なお、以下の観点においては利益相反取引に関する

点のみでなく、監査役として留意すべき事項も含めている。 
 

① 金融取引：資金の借入・貸付 

借入の場合、子会社の事業計画に則った計画的なものであることを確認する必要がある。

突発的な借入の場合は、なぜそれが必要になったのか、あるいは得られた資金が不当に流用
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されることがないかを確認する必要がある。 
貸付の場合、親会社に事業計画に則った返済計画があり、その内容が妥当であるかといっ

た検証が必要である。 
 
※グループ企業内において資金の借入・貸付を効率よく行う目的として CMS が設置され

ている場合がある。CMS はグループ内で統一された条件による取引であり、個別の契

約条件を都度確認する必要は基本的にないと考えられる。親会社としては、グループ

内における経済効率性をいかに高めるかという観点からグループ内ファイナンスの設

計を行う必要がある。一方、参加する子会社としては個社としての経済効率性も考慮

に加えて CMS への参加の是非を判断する必要がある。 
 

② 金融取引：リース 

リースの場合、当該子会社がリース業を主な事業にしている場合以外は、グループ企業内

における事業に密接に関連していることがほとんどであり、多くの場合が繰り返し行われて

いる取引であると考えられる。また、リース業を主な事業にしている場合も親会社以外の一

般取引先との契約条件があるため、そのような通常の契約条件から大きく逸脱していないこ

とを確認することが重要である。リースの場合も、お金がモノに変わるだけであり、基本的

な考え方は①の資金の借入・貸付と同様である。 
 

③ 物販取引 

物販取引には自社製品を販売する場合と、第三者が提供する製品を仕入販売する場合が

考えられる。提供金額や利益率については前述の通りだが、自社製品の場合、第三者製品

の仕入販売に比べ、値引きや保証等を比較的柔軟に変更できるため、無理な条件になって

いないかについては慎重に確認する必要がある。 
また親会社等との取引に限った事項ではないが、親会社等の影響力（強制性）を受けや

すいという観点からは、U ターン取引等の特殊取引に巻き込まれる可能性があることにつ

いても留意する必要がある。 
 

④ サービス提供 

サービス提供としては、主に以下のように分類される。 
ア．シェアードサービス 

主に管理部門機能（人事給与、経費精算、福利厚生等）のサービスを子会社に集約

するケース 
イ．専門機能の提供 
親会社の主な注力分野でない機能（システム開発部門等）を子会社として切り離す

ケースや子会社を特定の機能に特化させて競争力を向上させる（総合研究所、コンサ

ルファーム等）ケース 
ウ．柔軟なリソースの提供 

人材派遣、業務委託等、サービス内容に汎用性のあるケース 
 

上記 3 つのうち、「ウ．」は、ほぼ市場価格が形成されているため比較は概ね容易である。

「イ．」は提案型のコンペ（入札を含む）になる場合が多く、評価し易い価格競争になりや

すい。このようなケースにおいては過当な値引きにつながっていないかを冷静に判断する

必要がある。「ア．」もある程度、市場価格と比較できるが、企業特有のルールやプロセス

を遵守しなければならない場合もあり、サービス内容を考慮せずに単純な価格の比較を行

うのは難しい。 
また、3 つのケースすべてに当てはまることであるが、子会社の場合、親会社から分離し
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たケースや親会社からの出向者が多いことなどから、原価構造（社員給与の差異）に大き

なメリットがない場合もある。このような場合、原価構造に配慮しない値引きが要求され

ていないかについては留意する必要がある。 
なお、これらのサービス提供においては発注者側であれば契約通りのサービスレベルが

維持されているか、受注者側であればそれを提供できているかについて、契約履行期間中

においても定期的に所管部署が確認する必要がある。また、契約以上の内容が追加されて

いないかについても留意する必要がある。 
 

⑤ 不動産貸借 

不動産の賃貸価格については、査定方法が確立されており、市場価格との比較は概ね容

易である。ただし、市場価格は需給の関係で常に変動していることや、使用条件の特殊性

により市場価格との乖離が生じる場合も想定されるため、貸借を開始する際には単純な現

時点での相場だけでなく、今後のトレンド等を見極め、有利な期間や条件で契約できるよ

う専門家の意見を聴取する方法等もある。 
 

⑥ 経営指導料（コンサルタント料、ブランド使用料等を含む） 

親会社から経営指導を受けている、あるいは親会社の社名を用いることで事業上、何ら

かのメリットを享受している場合等に子会社から親会社に支払う対価のことである。その

ような実務が発生している、あるいは効果が得られていることが認められる場合において

も、その内容をいかに可視化できるかが重要であり、そのためには具体的に行われた指導

の内容や頻度（日時、所要時間）等を詳細に記録しておき、その内容に見合った対価であ

るか否かを判断する必要がある。それ以外にも対外的に透明性を上げるためには、金額の

妥当性等について第三者による客観的な評価を受けるという方法もある。 
 

なお、上記①~⑥のいずれの取引においても、親会社がグループ全体の効率を追求する観

点から、取引条件をグループ統一的に設定して各子会社に承認を求めてくる場合がある。こ

の場合、子会社単独の価値判断のみを根拠として取引条件の変更を親会社に要求することは、

特別な事情が無い限りは難しいのが実状であると考えられる。そうした場合は、親会社が提

示する取引条件がグループ全体の効率を担保している根拠について提供・確認を求めること

が必要であるとともに、このグループ全体の効率への準拠が子会社単独の立場としても結果

的にマイナスにならないことの確認が求められる。 
 

３）継続・反復取引特有の留意点 
個別取引については、通常、その妥当性の確認をその発生時など適時に行うことになるが、

親会社等との取引においては、一定の基本的な契約条件の下に、継続・反復的に個々の取引

が履行される場合もある。 
基本的な契約条件を新たに締結又は更改する機会には、個別取引同様にその妥当性の確認

をするとしても、この基本的契約期間が長期に及ぶ場合に、継続・反復的に発生する複数取

引の妥当性について毎期検証していないことも想定される。 
一方で事業報告・計算書類等は当然に当該年度・期間単位の活動報告を開示要求している

ため、その期間内に対応した利益相反性の確認が求められることが想定されるため、執行側

において長期にわたり妥当性の再検証を行わないままに継続・反復取引を行っている実例を

確認した場合は、その再検証を求めることが必要になってくる。 
 

４）監査役監査のポイントのまとめ 
これまでのところで、親会社等との間の取引（利益相反取引）に係る取締役会の意思決定

監査について検討を加えてきたが、監査役監査で確認するポイントを整理すると以下の通り
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になる。 
① 親会社等との取引と類似の取引を親会社等以外の独立した第三者との間でも行ってい

る場合には、当該第三者との間の取引と同等の取引条件であることを確認しているか。 
② 親会社等との取引と類似の取引を親会社等以外の独立した第三者との間で行っていな

い場合、価格・利率、利益率等の定量面に加え、リスク・契約条件などの定性面や各

取引固有の留意事項も踏まえたうえで議論しているか。 
③ いわゆる「損して得取れ取引」や「市場価格の算定が難しい取引」等に関しては、必

要に応じ、第三者の意見を踏まえた上で議論しているか。なお、当該取引は、まずは、

社外取締役の意見が重要となってくるが、社外取締役が当該取引の妥当性について判

断し辛く、第三者（外部専門家）の意見を聴取する必要があると考え、監査役(会)も同

じ意見であった場合、社外取締役と監査役(会)とが共同で取締役会に対してその旨要請

することも考えられる。 
④ 上記①・②に関する取締役会の議論の過程が、以下のポイントをみたしているか。 

ア．必要かつ客観的な情報に基づき十二分に議論されているか 
イ．必要に応じて代替案についても検討を加えているか 
ウ．結論は過去の議論とも整合性があり、合理的であるか 
エ．結論ありきの議論になっていないか 

⑤ 監査役の疑問点は払拭されているか。 
 

【ご参考】取締役会における意思決定監査のポイント26 
１）事実認識に重要かつ不注意な誤りがないか 

① 意思決定のために必要な情報（事実、計数、予測等）が十分提供され、当該情報は正

確、客観的、中立的であるか 
② 事前の調査、デュー・デリジェンスが遺漏なく実施されているか 
③ 主管部門又は専門家の意見形成は適切に行われているか 
④ 説明内容に整合性があり、過去の報告・審議内容と比較して矛盾がないか 
⑤ 経営会議等重要会議での課題はクリアし、各取締役に周知されているか 

 
２）意思決定過程が合理的であるか 

① 取締役会出席者が十分に情報を共有し、検討・審議に必要な時間が確保されているか 
② 各取締役及び監査役から出された質問・疑問に対し十分な回答がなされているか 
③ 代替案や想定しうる利益・不利益等必要事項の検討・審議が行われているか 
④ 必要な場合、当該案件についての専門家の見解を徴しているか 
⑤ Ｍ＆Ａ案件・投資案件等は、社内規則に従って適切に説明がなされているか 

 
３）意思決定内容が法令又は定款に違反していないか 

① 会社法・業法等の関係法令に準拠し、定款で認められる範囲であるか 
② 取締役会規則の決議事項に従い、取締役会で審議・決議しているか 

 
４）意思決定内容が通常の企業経営者として明らかに不合理でないか 

① 収集された情報を踏まえ、適正な検討・審議に基づく合理的な結論となっているか 
② 結論ありきの議論ではなく、事業性判断等の経営判断が十分できる説明がなされ、納

得のいく質疑応答が行われているか 
③ 自社の経営資源と対比して計画に無理がないか 
④ 想定しうるリスクが会社の経営にとって致命的なレベルでないか 

                                                  
26 詳細は、日本監査役協会本部スタッフ研究会「取締役の職務の執行の監査」2014 年 7 月、44－45 頁。 
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５）意思決定が取締役の利益・第三者の利益でなく会社の利益を第一に考えているか 

① 「競業取引」「利益相反取引」について、取締役会規則に従い、取締役会で審議・承認

されているか 
② 経営目標から逸脱せず、企業の存続を図る利益判断を行っているか 
③ 取締役個人の保身や利得を得ることを目的としていないか 
 

３．事業報告等の監査 

監査役監査のポイントは、施規 118 条 5 号イないしハが、事業報告に適切に記載されているか

であり、具体的には、事業報告に記載された内容の「正確性」と「整合性」について確認するこ

とになる。 
なお、事業報告等の監査においては、上記の他、記載内容の「網羅性」、「重要性」、「相当性」

についても確認することになるが、詳細については「監査役監査活動とスタッフ業務(平成 23 年

9 月 8 日 日本監査役協会 本部スタッフ研究会)」をご参照いただきたい。 
（１）正確性の確認 

事業報告に記載されている内容について、以下の点について確認する。 
・取締役会決議等の内容を正確に表しているのか、不実・記載漏れ等はないか 
・監査役が取締役会で確認した内容（必要に応じて、主管部所と面談した場合、その内容も

含む）や、スタッフが取締役会議事録等で確認した内容と整合性がとれているか 
・社外取締役と面談した場合、その時の意見と異なっていないか 

 
（２）整合性の確認 

有価証券報告書等の公開諸資料における記載内容と齟齬が生じていないか確認する。特に東

証 1 部・2 部上場会社は、コーポレート・ガバナンス報告書に開示される「親会社等との取引

の重要性やその性質に応じて適切に定められた手続きとその枠組み（コーポレートガバナン

ス・コード 原則 1-7）」の記載内容との整合性を確認することになる。 
 

（３）留意事項 

事業報告に記載される取引は、平成 27 年 5 月 1 日以降の取引だけで良い。 
 

４．その他の監査役活動 

（１）親会社監査役との連携 

親会社のグループ戦略等について親会社監査役と意見交換・情報交換を行う必要があると思

われる。特に 100％子会社の監査役は、親会社との取引に係る取締役会の判断について監査す

るに際し、親会社のグループ戦略等について理解しておくことは重要になってくるのではない

かと考えられる。 
 

（２）会計監査人との連携 

個別注記表に記載される取引(重要性の判断)について、説明を聴取することになる。このこ

とに関しては、個別注記表及び附属明細書の記載事項の適正性は、これまでも会計監査人とと

もに監査役も監査の対象となっていたことから、必要に応じて説明を聴取していたことが考え

られるが、これからは、早めに面談を実施し、個別注記表に記載予定の取引について取締役会

で決議されていない場合、取締役会の主管部所に話をし、至急決議するよう要請することが必

要になってくる。 
また、親子間取引に係る報告体制等の整備状況について、会計監査人の見解を聞くことも有

用であると考えられる。 
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５．その他の論点 

（１）上場子会社と非上場子会社における監査役監査の相違点 

一口に子会社といっても、既述の通り上場子会社と非上場子会社（100％子会社、 少数株

主が存在する非上場子会社）に分類され、非上場会社もその設立の経緯等により、以下の通り

分類されることが考えられる。 
・親会社の事業部門等を切り離して設立（分社型） 

多くの場合 100％子会社であることが想定される。会計監査人非設置会社・非公開会社

の場合、親会社との取引は監査役監査の対象外となる。 
・企業買収により親会社グループに傘下入り（Ｍ＆Ａ型） 

非上場会社（100%子会社）であっても、被買収前に上場会社であった場合等、会計監査

人設置会社・公開会社である場合もそれなりに存在するものと考えられる。 
・親会社が別の会社とＪＶで設立（ＪＶ型） 

少数株主が存在するが、基本的には、株主同士の話し合いで物事が決まることが想定さ

れる。 
 

また、会社に少数株主が存在する場合には、取締役は会社に対する忠実義務を免れないこと

から、支配株主の圧力のもとに会社に不利な非通例取引をなした取締役は、会社の損害を賠償

する責任を負うことになる（法 423 条 1 項）。企業グループ全体の利益のため特定の子会社の

利益を犠牲にしたとの抗弁は認められないと解釈されている27。 
従って、100％子会社の場合、企業グループ全体の利益のため会社の利益を犠牲にした取引

はあり得るかもしれない（この場合でも子会社債権者の保護の問題は残る）が、少数株主が存

在する会社はあり得ないことになる（ただし、いわゆる「損して得とれ取引」はあり得る）。 
 

以上の点も踏まえ、以下では、①内部統制システム監査における相違点、②取締役会の意思

決定の監査における相違点、③事業報告等の監査における相違点、④親会社監査役・会計監査

人との連携における相違点について検討を加えた。 
 

① 内部統制システム監査における相違点 

内部統制システム監査は下記の考察部分を除き内容に大きな違いはないが、次のような会社

のタイプの違いにより、留意すべき事項に相違がある。 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ア．上場子会社 

上場子会社の取締役は、内部統制システムを構築・運用する義務があり、「親会社との取

引で不利益を被らない体制」を完全に作り上げておく必要がある。従って、親会社等との

取引の方針・ガイドラインが策定され、その旨記載されているか、策定されていなくても

その考え方(例えば、親会社等は取引先の 1 社にすぎない)に基づいた内部統制システムが構

築・運用されていることが必要である。 
 

                                                  
27 江頭憲治郎『株式会社法 第 5 版』有斐閣、2014 年、442 頁。 

上場子会社【ア】 

非上場子会社 

個別注記表に記載（基本的に大会社）【イ】 
＝公開会社である会計監査人設置会社の場合 

（計規 112①、施規 118 五） 

附属明細書に記載（同、大会社ではない）【ウ】 
＝公開会社である会計監査人非設置会社の場合 
（計規 117 四、98②二、施規 128③） 
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イ．非上場子会社（個別注記表に記載） 

非上場子会社のうち、会計監査人設置会社の取締役は、そのほとんどが大会社であるこ

とが想定されるため、内部統制システムの構築・運用義務がある。このような会社の場合、

業種・規模、形態（分社型、Ｍ＆Ａ型、ＪＶ型）等、各社の状況に合わせ、親会社との取

引における利益率、リスク・契約条件に対する基本的な考え方を取りまとめた「親会社等

との取引の方針・ガイドライン」を作成し、当該方針・ガイドラインに基づいた内部統制

システムを構築・運用することが望まれる。加えてそのようなガイドラインの制定に際し

ては、親会社に対する説明を行い、共通の理解を得ておくことが肝要である。 
 

ウ．非上場子会社（附属明細書に記載） 

非上場会社のうち、公開会社・会計監査人非設置会社は、規模が小さく、100%子会社・

分社型の会社が多いものと考えられるが、親会社との取引に関する基本的な考え方を整理

し、必要に応じてガイドランとして取りまとめるとともに、附属明細書に親会社等との取

引が適切に記載されていることを監査するという観点から、親会社等との取引の把握・管

理・報告体制の構築・運用状況について監査する必要があるのではないかと考える。 
 
② 取締役会の意思決定の監査における相違点 

基本的には、上場子会社と非上場子会社に相違点はないと考えられる。ただし、非上場子会

社の場合、利益率、リスク、契約条件等に関する議論に関して、親会社との取引に関する基本

方針・ガイドライン等が定められ、当該基本方針・ガイドライン等に基づいた議論になってい

るか確認することになるものと考える。 
 
③ 事業報告等の監査における相違点 

事業報告に記載された内容の「正確性」と「整合性」の確認は、上場子会社・非上場子会社

とも必須であり、相違点はないものと考える。 
 
④ 親会社監査役・会計監査人との連携における相違点 

上場子会社と非上場子会社に相違点はないものと考えるが、少数株主が存在する非上場会社

の監査役は、企業グループ全体の利益のため自社（子会社）の利益を犠牲にした取引はあり得

ないことに留意し、親会社監査役との面談に臨むことが必要であると考える。 
 

（２）親会社監査役の視点 

親会社の監査役には、企業集団内部統制システムの監査の一環として、「子会社の利益を犠

牲にして、自社（親会社）のみの利益を図るような取引を行っていないか。」という視点が付

加されることが考えられる。このことは、親子会社間での事業配分における考え方も同様であ

ると考えられる。親会社が企業集団の経営を効率的に行うことは重要であるが、一方で、今回

の会社法改正において最終的には制定されなかったものの、「当該取引により、当該取引がな

かったと仮定した場合と比較して当該株式会社が不利益を受けた場合には、当該親会社は、当

該株式会社に対して、当該不利益に相当する額を支払う義務を負うものとする」といった親会

社の責任・義務について法制審議会会社法制部会において議論されていたことを踏まえると、

子会社の少数株主や子会社の債権者等を保護するという視点を監査役監査に加えることの重

要性は増したのではないかと考えられる。 
なお、子会社に少数株主が存在する場合、既述の通り、企業グループ全体の利益のため特定

の子会社の利益を犠牲にした取引はあり得ないことに留意する必要がある。 
また、非上場子会社、特に 100％子会社において、代表取締役を親会社の取締役が兼務して

いる場合で、例えば、親会社が子会社の債務保証をするような事案などは、間接取引として、

その取締役を特別利害関係人として扱ったうえで親会社の取締役会で承認しているかを監査

する必要がある。 
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第３節 スタッフの業務とポイント 

スタッフの業務としては、第 1 に、内部統制システム監査・取締役会の意思決定の監査に係る

補助業務、言い換えれば、期中監査（重要な会議への出席、役職員からの報告聴取、稟議書等の

重要な書類の閲覧）に係る補助業務、第 2 に、事業報告等の監査、第 3 に、親会社監査役・会計

監査人との連携に係る補助業務が挙げられる。 
 

１．期中監査に係るスタッフ業務とポイント 

本項では、期中監査に係るスタッフ業務とポイントに関し、①監査実施前、②監査実施時、③

監査実施後に分けて検討を加えた。 
（１）監査実施前 

① 役職員からの報告聴取 

ア．面談の時期・面談者案を策定する。 

イ．日程調整を行う（代表取締役社長・役員との面談においては、社外監査役とのスケジュ

ール調整に留意する）。 

ウ．親会社との取引に関し、実効的・効率的な面談・報告聴取ができるよう、事前資料の作

成・徴求、質問事項の策定等を行う。 

エ．必要に応じ、面談者に質問事項を事前に送付し、回答を事前に受領した場合、監査役に

配付する。 

② 重要な会議への出席 

ア．日程調整を行う（監査役（特に社外監査役）・監査役会とのスケジュール調整を行う）。 

イ．会議資料を事前に入手する（当該会議に出席する監査役に事前に配付する）。 

ウ．議案に関連する情報（親会社との取引について検討できる資料・情報等）を収集し、必

要に応じて関係者（役職員）との面談を設定する。 

エ．議案が社内規則等に則り、適切に付議されているか確認する。 

③ 重要書類の閲覧 

ア．スタッフが回覧窓口になっている場合、回覧方法・回覧ルートを確認する。 

 
（２）監査実施時 

① 役職員からの報告聴取（スタッフが面談に同席した場合） 

ア．監査メモ作成や、気づき事項等を記録する。 

イ．必要に応じて質問に加わり、監査役をサポートする。 

② 重要な書類の閲覧 （スタッフが稟議書を閲覧した場合） 

ア．職務権限規程と照らし合わせ、決裁手続きに瑕疵がないか確認する。 

イ．同意あるいは異議が申し立てられていた場合に何らかの形で記録を残す。 

⇒ 稟議書のコメント欄のコピー、関連メールの PDF 化、個別資料の作成等 

 
（３）監査実施後 

① 期中の監査役監査活動における共通事項 

ア．面談録案・監査調書案を作成する。 

イ．面談録、監査調書等を保管・管理する。 

② 役職員からの報告聴取 

ア．監査役から報告者に対して追加の質問・資料提出を要請した場合、報告聴取時に、要点

を整理の上、回答期限を決めて各報告者に依頼し、追加質問に対する回答・追加資料等

を受領。その内容を監査役に伝え、必要に応じて、監査調書等に追記する。 

イ．報告聴取の結果、疑義や疑問が生じ、他の役職員への報告聴取や重要な書類の閲覧が必

要になった場合、速やかに実施手続きを行う。 
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③ 重要な書類の閲覧 

ア．取締役会議事録に、監査役(会)の発言が正しく記録されているか、取締役会の意思決定

の監査のポイントが適切に記載されているか確認する。 

イ．取締役会議事録等の書類の作成に不備等があり、当該不備事項を書類の作成部門に指摘

した場合、その改善状況のフォローを行う。 

 

２．事業報告等の監査に係るスタッフ業務 

（１）事業報告等の記載内容の「正確性」と「整合性」の確認 

① 事業報告案等を事前に入手し、取締役会議事録、各種面談記録、有価証券報告書等の各種

公開資料等と突合し、記載内容の正確性や整合性について確認する。 

② 記載内容の正確性・整合性に問題が確認された場合、監査役とも相談のうえ、主管部署に

再検討するよう要請する。 

（２）その他のスタッフ業務 

① 「(1)」に記載したスタッフ業務以外に、事業報告等を受領する日程の確認、事業報告等

の監査に係る事前準備（チェックリストの準備、各種資料の準備）、事業報告等を作成す

るプロセス等が挙げられるが、詳細については日本監査役協会本部スタッフ研究会「監

査役監査活動とスタッフ業務」平成 23 年 9 月 8日を参照いただきたい。 

 

３．親会社監査役・会計監査人との連携に係るスタッフ業務 

本項では、親会社監査役との連携（面談）、会計監査人との連携（報告聴取）に係るスタッフ

業務とポイントに関し、(1)面談・報告聴取前、(2)面談・報告聴取時、(3)面談・報告聴取後に分

けて検討を加えた。 
（１）面談・報告聴取前 

① 日程調整を行う。 

ア．親会社の監査役との面談に関しては、期初に行うのが望ましいと考えられ、その旨、親

会社監査役（スタッフ）に説明をし、親会社監査役による子会社監査役との面談の日程

調整の際の検討事項としてもらう。 

イ．会計監査人からの報告聴取は、期末監査時に行うことが想定されるが、監査役・会計監

査人とも忙しい時期なので、早めの日程調整が望まれる。ただし、報告聴取に必要な時

間はさほど長くないものと考えられる。 

ウ．面談等に出席する監査役は常勤監査役だけでも良いと考えられるため、常勤監査役のス

ケジュールを踏まえ日程調整を行う。 

② 事前資料を入手する。 

ア．各面談を実効的・効率的に行うため、必要に応じて事前に資料を受領し、監査役に配付

する。 

イ．親会社監査役から事前に質問事項を受領した場合、監査役と相談し、回答を作成する。 

 
（２）面談・報告聴取時 

① 監査メモ作成や、気づき事項等を記録する。 

② 必要に応じて質問に加わり、監査役をサポートする。 

 

（３）面談・報告聴取後 

① 面談録案・監査調書案を作成する。 

② 面談録、監査調書等を保管・管理する。 

③ 会計監査人からの報告聴取により、取締役会にて決議されていない取引があった場合、主

管部署に、当該議案を上程するよう要請する。 
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第２章 社外取締役との連携 
 
 
 
 
 

第１節 はじめに 

今般の会社法の改正やコーポレートガバナンス・コードの制定により、社外取締役の役割が重

要になってきている。施規 118 条 5 号ハでは、社外取締役の意見に関する規律も設けられている

が、取締役の職務の執行を監査する監査役としては、会社から独立した立場で経営等を監督する

ことが求められている社外取締役との連携は、必須になってきているものと考えられる。 
以上の観点から社外取締役との連携について検討を加えてみたが、コーポレートガバナンス・

コードの「補充原則 4-8 ①」において独立社外者（独立社外取締役・独立社外監査役）のみを構

成員とした定期会合について記載され、上場会社においてもそのような動きが見られるようにな

ってきたが、本章では、監査役会と社外取締役との連携に焦点を絞って検討を加えることとした。 
 

第２節 監査役の業務とポイント 

１．社外取締役と連携(面談)する目的 

① 社外取締役が期待される機能を発揮できる状況にあるか確認（取締役会の監督義務の履行

状況の監査の一環） 

② 親子会社間の利益相反取引についての社外取締役の判断・理由の確認 

③ 社外取締役の活動の補助（情報提供） 

④ 社外取締役からの情報を監査役監査活動に活かす 

 

２．面談時期 

① 定例面談：他の取締役との面談回数との平仄合わせが必要になるが、社外取締役はお忙し

いことも想定されるため、例えば、期末監査時に 1回面談することが考えられる。 

② 非定例面談：取締役会において親子会社間の利益相反取引のほか、重要な決議を行う場合

等、必要に応じて取締役会開催前・後に面談を実施する。 

 

３．面談時における主なテーマ 

① 社外取締役の役割に対する考えの確認（1回目の面談時のテーマ） 

② 取締役会決議等に係る事前情報の入手状況・主管部署からの説明の有無 

③ 親子会社間の利益相反取引についての社外取締役の判断・理由の確認 

※いわゆる「損して得取れ取引」や「市場価格の算定が難しい取引」等、社外取締役が当該

取引の妥当性について判断し辛く、第三者（外部専門家）の意見を聴取する必要があると

考え、監査役(会)も同じ意見であった場合、共同で取締役会に対してその旨要請すること

も考えられる28。 

④ 自社の内部統制システム（親子間利益相反取引に係る内部統制システムも含む）に関する

                                                  
28 取締役・監査役は、必要と考える場合には、会社の費用において外部の専門家の助言を得ることも考慮すべきである（東京

証券取引所「コーポレートガバナンス・コード」2015 年 6 月、補充原則 4-13 ②）。 
 

根拠条文：施規 105 条 2 項 

関連する条項等：コーポレートガバナンス・コード 【補充原則 4-4①】 
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社外取締役の見解の確認 

⑤ 自社の取締役会の監督機能に関する社外取締役の見解の確認 

⑥ 監査役監査の実施状況や監査役監査活動で入手した情報（取締役会決議において必要な情

報）の提供、取締役会決議案件に関する監査役(会)・社外監査役の考え方の説明、意見

交換 

 

４．その他留意事項 

代表取締役社長監査役(会)との面談時におけるポイント 

① 代表取締役社長に確認する事項 

ア．社外取締役の選任理由、社外取締役に期待する事項（社外取締役が考える役割との整合

性の確認） 

イ．社外取締役への情報提供等についての考え方 

ウ．社外取締役の指摘事項・提言を真摯に受け止め、経営に反映させていく心構えがあるの

か 

② その他のポイント 

社外取締役への情報提供が十分でないと判断した場合、改善するよう意見具申すること。 

 

第３節 スタッフの業務とポイント 

１．日程調整 

① 基本的には取締役会開催の前後に開催されることが想定されるが（例えば、取締役会の前

後に開催される監査役会）、そうでない場合、社外監査役が出席できるよう日程調整を行

う。 

② 日程調整を行う場合、概ね 1～2か月程度前に行うことになる。 

 

２．面談実施前対応 

① 監査役（常勤監査役）と相談し、面談時のテーマ等を決定する。 

② 必要に応じて、面談時の資料を作成する(例えば、監査役監査の状況等)。 

 

３．面談実施時の対応（社外取締役との面談に同席した場合の対応） 

① 監査メモの作成、気づき事項を記録する。 

② 必要に応じて質疑応答に加わり、監査役をサポートする。 

 

４．面談実施後の対応 

① 面談録案の作成（社外取締役との面談に同席した場合）。 

② 面談録・面談時に使用した資料の保管・管理。 

③ 面談の結果、代表取締役・取締役等との面談が必要になった場合、速やかに実施手続きを

行う。 
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資料編 機関設計別でみる改正会社法への対応の違いについて 

 
 

 今回の改正会社法による監査役監査等の変更点について、機関設計別に取りまとめると以下

のとおりとなる。 

 
1. 改正会社法施行前 

機関設計 関連当事者との取引 監査意見 
(注 1) 

会計監査人設置会社 
公開会社 

＆ 
非公開会社

計算書類・個別注記表 要 

会計監査人非設置会社 
公開会社 計算書類・附属明細書

 
 

非公開会社 不要  
 

(注 1)  監査役(会)は、会計監査（会計監査人の監査の方法及び結果の相当性）を通じ、個別注記表・

附属明細書の記載内容の適正性について監査意見を表明。 
  
2. 改正会社法施行後 

 
(1) 関連当事者との取引に親会社等との取引の記載がない会社 

 改正会社法施行前と変更点はない。 

 

(2) 関連当事者との取引に親会社等との取引の記載がある会社 

 改正会社法施行後の変更点は、施規（施行規則）118 条 5 号で規定されている事項の開示（執

行側）、②当該事項に関する監査役会の監査意見の表明で、具体的には以下のとおり。 

機関設計 関連当事者との取引 
(親会社等との取引) 

施規 118 条 5 号 
(注 1) 

監査意見

（注 2）

会計監査人設置会社 
公開会社 

＆ 
非公開会社

計算書類・個別注記表 事業報告・本体 要 

会計監査人非設置会社

公開会社 計算書類・附属明細書 事業報告・附属明細書 
 
 

非公開会社 不要 不要  
 

 (注１) 施規 118 条 5 号で規定されている以下の事項を開示する。 
・親会社等との取引に係る次に掲げる事項 
イ 当該取引をするに当たり会社の利益を害さないように留意した事項（当該事項がない場合

はその旨） 
ロ 当該取引が利益を害さないかについての取締役(会)の判断及びその理由 
ハ 社外取締役を置く会社において、ロの取締役の判断が社外取締役の意見と異なる場合には、

その意見 
 
（注 2）会計監査に関する監査意見とともに、施規 118 条 5 号についての監査意見も表明する。 

 

要 

不要

要 

不要
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おわりに 
 

今回、当研究会は、改正会社法の重要改正点のうち、「監査等委員会設置会社制度の新設について」、

「会計監査人の選任・解任等に関する議案の決定権限の変更について」、「内部統制システムに関する

改正について」、「親子会社間の利益相反取引について」の 4 つをテーマとして選び、取り組んだ。 

その他、改正会社法には、取り上げたテーマの他に重要なポイントとして「親子会社法制の改正」、

「Ｍ＆Ａに関する改正」、「資金調達に関連する改正」等があるが、これらのポイントについては、今

後の当研究会における検討課題としたい。 

今回の研究会は、様々な業種・業態から 26 名（最終的には人事異動等により 24 名）のスタッフに

参画していただいた。研究会の運営方法としては、この 26 名を、選定した 4 つのテーマに振り分け、

議論を行い、作業を進めた。また、内部統制システムに関する改正については、各社がどのような対

応を取ることとしたのか現状を確認するために日本監査役協会本部監査役スタッフ事業（当研究会、

実務部会）に登録する監査役スタッフにアンケート調査をし、その上で議論を行った。 

本報告書は、2014 年 12 月から 2015 年 7 月までの概ね 8 か月間の活動を通じて取りまとめられ、そ

の間、月 1 回の全体会の他、適宜、各チームが集まり積極的な議論が展開された。 

結果として、限られた期間、限られた範囲における研究報告であるため、更に深堀りしなければな

らない点や、改善の余地があると思うが、執筆者の責任として、ご意見、ご批判を受け止め、今後の

発展につなげることとしたい。 

本報告書が改正会社法により、監査役及び監査役スタッフの業務がどのように変わるのか、監査役

あるいは監査役スタッフの皆様の対応策等の一助となれば幸いである。 

最後に、８ヶ月の長期にわたる研究活動において、特に各グループ活動の調整や本書の取りまとめ

に多大なるご尽力をいただいた日本監査役協会の西 功氏、小島美奈子氏、上遠野恭啓氏、新井義洋氏

に感謝の意を表したい。 

 

以上 
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㈱デュアルタップ 佐藤 央顕 第 4 部執筆 

Wireless City Planning㈱ 中村 まゆみ 第 4 部執筆 

㈱日立メディコ 田中 栄啓 2015 年 3 月末まで、第 1 部 

高周波熱錬㈱ 横田 誠二 2015 年 3 月末まで、第 3 部 

事務局 日本監査役協会事業部副部長 西  功 

事務局 日本監査役協会事業部業務第二課長 上遠野 恭啓 

事務局 日本監査役協会事業部業務第二課 新井 義洋 
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